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平成２９年６月１３日(火)

午前１０時００分　開　会

１．議事日程

　日程第１ 会議録署名議員指名　10番  福田秀憲 議員　11番 吉田起登 議員

　日程第２ 会期の決定

　日程第３ 諸般の報告 (1)議長

(2)町長

(3)監査委員

(4)宇城広域連合議会議員

　日程第４ 町長提出議案の一括上程（議案第23号から議案第40号及び報告第１号か

ら報告第３号並びに同意第４号から同意第15号）

　日程第５ 町長提出議案の提案理由説明

　日程第６ 議案第23号 専決処分事項（平成28年度美里町一般会計補正予算〔第14

号〕）の報告及び承認を求めることについて

　日程第７ 議案第24号 専決処分事項（平成28年度美里町国民健康保険特別会計補

正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについて

　日程第８ 議案第25号 専決処分事項（平成28年度美里町介護保険特別会計補正予

算〔第４号〕）の報告及び承認を求めることについて

　日程第９ 議案第26号 専決処分事項（平成28年度美里町砥用西部地区簡易水道事

業特別会計補正予算〔第６号〕）の報告及び承認を求める

ことについて

日程第10 議案第27号 専決処分事項（平成28年度美里町砥用東部地区簡易水道事

業特別会計補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求める

ことについて

日程第11 議案第28号 専決処分事項（平成28年度美里町生活排水特別会計補正予

算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについて

日程第12 議案第29号 専決処分事項（平成28年度美里町後期高齢者医療特別会計

補正予算〔第２号])の報告及び承認を求めることについて

日程第13 議案第30号 専決処分事項（美里町税条例の一部を改正する条例）の報

告及び承認を求めることについて

平成２９年２回美里町議会定例会会議録（第１号）
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専決処分事項（美里町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例）の報告及び承認を求めることについて

専決処分事項（平成28年熊本地震に係る災害被害者に対す

る町民税等の減免の特例に関する条例の一部を改正する条

例）の報告及び承認を求めることについて

平成29年度美里町一般会計補正予算（第１号）

平成29年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

平成29年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計補正

予算（第１号）

平成29年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号）

２．出席議員（１２名）

１番 光　井　博　幸　君 　２番 今　田　政　行　君

３番 坂　田　竜　義　君 　４番 濱　田　憲　治　君

５番 上　田　　　孝　君 　６番 松　永　正　憲　君

７番 吉　田　美　好　君 　８番 渡　邊　義　文　君

９番 上　村　則　幸　君 １０番 福　田　秀　憲　君

１１番 吉　田　起　登　君 １２番 中　川　政　司　君

３．欠席議員（なし）

４．説明のため出席した者

上　田　隆　信　君

吉　住　慎　二　君

中　嶋　春　彦　君

中　村　武　志　君

宮　嵜　幸　仁　君

長　井　寿　浩　君

田　上　和　則　君

５．事務局職員出席者

津　田　里美子　君事 務 局 長 福 島 繁 君 書 記

健康窓口課長 山 田 輝 臣 君 経 済 課 長

林務観光課長 下 田 幸 輔 君 建 設 課 長

水道衛生課長 北 島 浩 徳 君 会 計 課 長

教 育 課 長 倉 田 辰 実 君

企画情報課長 大 西 茂 君 税 務 課 長

住 民 課 長 向 山 照 美 君 福 祉 課 長

町 長 上 田 泰 弘 君 副 町 長

教 育 長 吉 永 公 力 君 総 務 課 長

日程第17 議案第34号

日程第18 議案第35号

日程第19 議案第36号

日程第16 議案第33号

日程第14 議案第31号

日程第15 議案第32号
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中川政司君） それでは、皆さん、おはようございます。 

ただいまから、平成２９年第２回美里町議会定例会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員指名 

○議長（中川政司君） 日程第１、会議録署名議員指名を行います。会議録署名議員

は、会議規則第１２０条の規定によって、１０番、福田秀憲君、１１番、吉田起登

君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（中川政司君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

去る６月２日、議会運営委員会が開催されていますので、議会運営委員長の報告

を求めます。議会運営委員長、吉田起登君。 

○議会運営委員長（吉田起登君） 皆さん、改めまして、おはようございます。 

平成２９年第２回美里町議会運営委員会、去る６月２日に、午後２時３０分より

中央庁舎議会委員会室において、第２回の議会運営委員会を開きましたので、その

報告をいたします。 

出席者は議会より、中川議長、吉田美好総務常任委員長、松永正憲経済建設常任

委員長、渡邊義文社会文教常任委員長と私吉田と、執行部より、上田泰弘町長と上

田隆信副町長、吉住総務課長と、事務局より、福島事務局長と津田参事出席のもと

行っております。 

議題につきましては、最初に、吉住総務課長より執行部提出議案について、専決

処分事項関係が１０件、予算関係が４件、その他１９件、計３３件の説明を受けて

おります。 

次に、議員提出議案、請願・陳情・意見書等については、熊本地震被害者の住宅

再建に関する陳情書が１件提出されていますが、同趣旨の意見書提出を昨年の６月

定例会におきまして決議し、既に議長名で衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣（防災担当大臣）宛てに提出しておりますの

で、再度の提出は行わないということで不受理といたしました。 

次に、一般質問につきましては、４名の議員から通告があっております。松永正

憲議員、坂田竜義議員、福田秀憲議員、濱田憲治議員の４名です。質問順につきま

しては、抽選の結果、濱田憲治議員、松永正憲議員、坂田竜義議員、福田秀憲議員
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の順で行います。 

次に、日程・会期等につきましては、執行部提出議案と一般質問等を踏まえた上

で、今回は会期を会期予定表(案)のとおり、６月１３日より６月１５日までの３日

間と決定いたしました。日程の内容につきましては、議案集の議事予定表(案)をご

覧いただきたいと思います。 

６月１３日、火曜日、本日第１日目は、日程第３、諸般の報告。次に、日程第

４、町長提出議案の一括上程、議案第２３号から議案第４０号及び報告第１号から

報告第３号並びに同意第４号から同意第１５号まで。次に、日程第５、町長提出議

案の提案理由の説明。その後、議案審議、日程第６、議案第２３号「専決処分事項

（平成２８年美里町一般会計補正予算（第１４号））の報告及び承認を求めること

について」より、日程第１５、議案第３２号「専決処分事項（平成２８年熊本地震

に係る災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条例の一部を改正する条

例）の報告及び承認を求めることについて」まで、内容説明・質疑・討論・採決を

行います。次に、日程第１６、議案第３３号「平成２９年度美里町一般会計補正予

算（第１号）」より、日程第１９、議案第３６号「平成２９年度美里町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）」まで内容説明を行い、質疑・討論・採決は最終

日に行います。その後、休会とし、各常任委員会を各常任委員長の指示のもと行っ

てください。 

次に、６月１４日、２日目は一般質問を行います。質問順につきましては、濱田

憲治議員、松永正憲議員、坂田竜義議員、福田秀憲議員の順で行います。 

次に、６月１５日、３日目最終日は、各常任委員会の委員長報告、質疑、その

後、日程第１６、議案第３３号「平成２９年度美里町一般会計補正予算（第１

号）」より、日程第１９、議案第３６号「平成２９年度美里町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）」までを再度上程し、これは内容説明が終わっております

ので、質疑・討論・採決を行います。次に、日程第２０、議案第３７号「町道船津

金木線災害復旧工事請負契約の締結について」より、日程第２３、議案第４０号

「美里町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定の取り消しについて」まで、内容説

明・質疑・討論・採決を行います。その後、日程第２４、報告第１号「平成２８年

度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」より、日程第２６、報告

第３号の「私債権の放棄の報告について」までの報告を受けた後、日程第２７、同

意第４号「美里町農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者と

すことにつき同意を求めることについて」より、日程第３８、同意第１５号「美里

町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて」まで、内容説明・質

疑・討論・採決を行います。 
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以上で、６月２日行われました議会運営委員会の委員長報告を終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、議会運営委員長の報告を終わります。 

皆さんにお諮りします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり、会期は、本日

６月１３日から６月１５日までの３日間としたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中川政司君） 異議なしと認めます。したがいまして、会期は本日６月１３日

から６月１５日までの３日間に決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（中川政司君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

まず、議長から３月定例会後の報告を行います。 

３月１１日、町内中学校卒業式があり、砥用中学校に出席をいたしております。 

１２日、美里町消防点検がカントリーパークで行われ、議員の皆さんとともに出

席をいたしております。 

２３日、町内小学校の卒業式があり、励徳小学校のほうに出席をいたしておりま

す。同じくその日に、美里町社会福祉協議会の理事会が老人福祉センターであり、

出席をいたしております。 

２５日、工芸展が屋内ゲートボール場であり、出席をいたしております。 

２６日、さくらフェスタのほうに出席をいたしております。 

２７日、美里町交通安全対策協議会評議員会議、中央公民館であり、出席をいた

しております。同じくその日に、第１回宇城広域連合議会定例会が広域連合で行わ

れ、吉田美好議員とともに出席をいたしております。 

４月３日、町立学校教職員辞令交付式が大会議室であり、出席をいたしておりま

す。 

６日、美里町戦没者追悼式が文化交流センターひびきであり、議員の皆さんとと

もに出席をいたしております。 

１０日、町内中学校の入学式があり、砥用中学校のほうに出席をいたしておりま

す。 

１１日、町内小学校の入学式があり、励徳小学校のほうに出席をいたしておりま

す。 

１３日、美里町商工青年部通常総会が三浦屋でありまして、吉田副議長に出席を

していただいております。 

１４日、熊本地震犠牲者追悼式が県庁の大会議室であり、出席をいたしておりま
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す。 

１９日、浜戸川改修期成会の監査を議長室で行っております。 

２０日、交流ターミナル出荷協議会の総会が中央公民館であり、副議長に出席を

していただいております。同じくその日に、宇城地区商工会青年部連絡協議会の通

常総会がひびきであり、出席をいたしております。 

２１日、美里町食生活改善推進協議会の総会が中央公民館であり、出席をいたし

ております。同じくその日に、宇城広域連合議会の打ち合わせを議長室で行ってお

ります。 

２６日、美里町身体障害者福祉協会の定期総会が老人福祉センターであり、出席

をいたしております。同じくその日に、美里町地域婦人会の総会が文化センターひ

びきで行われ、出席をいたしております。 

２８日、宇土法人会中央支部会員会議があ助であり、出席をいたしております。 

５月２日、第１回全員協議会が委員室で行われ、出席をいたしております。 

３日、中学生ソフトテニス美里大会がカントリーパークであり、出席をいたして

おります。 

６日、美里町ＰＴＡ連合会定期総会が三浦屋であり、出席をいたしております。 

１４日、緑川水防演習が甲佐町の船津であり、出席をいたしております。 

１５日、美里町文化協会の総会が中央公民館であり、出席をしております。 

１６日、県道小川嘉島線道路整備促進期成会収支決算の監査を議長室で行ってお

ります。 

１９日、美里町商工会通常総会が商工会本所であり、出席をいたしております。 

２０日、金子恭之衆議院議員が災害現場視察に来られ、議員の皆さんとともに同

行をいたしております。 

２１日、町内中学校の体育大会があり、砥用中学校のほうに出席をいたしており

ます。 

２２日、熊本県町村議長会議長研修会が自治会館であり、出席をいたしておりま

す。 

２６日、椎葉・矢部・砥用線整備促進期成会の理事会及び総会が山都町で行わ

れ、副議長、各常任委員長さんとともに出席をいたしております。同じくその日

に、熊本県町村議長会より県当局への実行運動として、自民党県連、熊本県議会、

県知事に要望活動を行っております。同じくその日に、議長会の理事会が満潮のほ

うで行われております。 

２７日、中学生女子バレーボール美里大会が総合体育館であり、出席をいたして

おります。 
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２８日、町内小学校の運動会があり、励徳小学校のほうに出席をいたしておりま

す。 

３０日、浜戸川改修期成会通常総会が宇城市役所であり、出席をいたしておりま

す。同じくその日に、主要地方道矢部阿蘇公園線整備促進期成同盟会の総会が南阿

蘇村役場で行われ、吉田副議長に出席をしていただいております。 

３１日、全国町村議会議長・副議長研修会が東京中野サンプラザであり、出席を

いたしております。 

６月１日、熊本県町村議会正副議長による国会議員要望を全国町村会館にて、要

望活動を行っております。 

２日、宇城地区高等学校野球美里大会が総合運動公園であり、出席をいたしてお

ります。同じくその日に、第２回議会運営委員会が委員会室で行われております。 

５日、美里町農業振興整備促進協議会の会議が大会議室であり、出席をいたして

おります。同じくその日に、熊本県議長会臨時総会が自治会館であり、出席をいた

しております。 

７日から８日にかけまして、議長会全国過疎地域自立促進連盟理事会がルポール

麹町のほうで会議が行われ、出席をいたしております。 

９日、甲佐町の「やな開き」に出席をいたしております。 

以上で、議長の報告を終わります。 

次に、町長に行政報告を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） それでは、３月定例会後の諸般の報告をさせていただきます。

なお、非常に長くなりますので、要約して報告をさせていただきます。 

３月１０日、宇城広域連合消防本部の消防長の月例報告を受けております。その

後、被災宅地復旧支援事業の打ち合わせ。 

１１日、中央中学校の卒業式。 

１２日、消防点検、これは議会の議員の皆さまにはたいへんお世話になりまし

た。 

１３日、農業委員会。 

１９日、大岩野地区の花見会。 

２１日、総合教育会議。その後、熊本県農業会議の総会に出席をしております。 

２２日、地域公共交通活性化協議会。その後、災害復旧復興会議。そのあと、公

共施設等マネジメント検討委員会に出席。 

２３日、中央小学校の卒業式。そのあと、社会福祉協議会の理事会。そのあと、

社会福祉協議会評議員会。夜は、中央地区の農作業受託組合の通常総会に出席をし

ております。 



 － 10 － 

２４日、緑川ダム管理所長の来庁対応をいたしております。そのあと、熊本県の

町村会の定期総会に出席をしております。 

２５日、アートクラフト手づくり展ｉｎみさと。 

２６日、さくら健康フェスタｉｎみさと。そのあと、美里町の土地改良区の総代

会。その後、庵室・竹の迫区の花見収穫祭、その夜には、猟友会の美里支部の総会

に出席しております。 

２７日、交通安全対策協議会の評議員会議。そのあと、交通指導員会議。その

後、宇城広域連合議会の定例会並びに懇親会に出席をいたしております。 

２８日、畜魂式。その後、産業連携協議会の会議。 

２９日、こばと保育園の卒園式。そしてそのあと、閉園式に出席をしておりま

す。その後、佐俣の湯の役員会。夜には、ＪＡ中央青壮年部の総会に出席をいたし

ております。 

３０日、にしき保育園の卒園式。そのあと、閉園式に出席をいたしております。

午後から、宇城地域振興協議会の会議並びに懇親会に出席をいたしております。 

３１日、退職職員の退任式を行っております。 

４月３日、職員の辞令交付式を行い、そのあと、災害復旧復興会議を行い、午後

から教職員の辞令交付式に出席をいたしております。 

６日、戦没者追悼式。そのあと、農業委員候補者評価員委嘱状交付を行っており

ます。 

８日、学校職員の歓送迎会。 

９日、竹の迫阿蘇神社の願成祭。 

１０日、ＪＡ熊本うき栗部会砥用支部の総会。その後、緑川改修期成会の監査。

午後から、砥用中学校の入学式に出席をいたしております。 

１１日、励徳小学校の入学式。そのあと、宇城広域連合消防本部の消防長の月例

報告を受け、午後から農業委員会の会議。夜には、ＪＡ下東青壮年部の総会に出席

をいたしております。 

１３日、鳥獣被害防止対策協議会の会議。夜には、商工会青年部の通常総会。 

１４日、熊本地震の犠牲者追悼式、これは県庁で行われましたので、出席をいた

しております。午後から、中央地区和牛改良組合の総会。夜には、消防団の幹部、

新入団の辞令交付を行っております。 

１５日、熊本合同えびね展示会。夜には、熊本県農業コンクール大会の受賞祝賀

会に出席。 

１６日、名越谷阿蘇神社の奉納グラウンドゴルフ大会。その後、東部支部の球技

大会。 
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１７日、畝野老寿会の総会。午後から、町税等併任徴収職員の辞令交付を行って

おります。 

１８日、災害復旧復興会議。そのあと、退任行政相談員の感謝状の贈呈式。夜に

は、ＪＡ下東胡瓜部会の総会。 

１９日、宇城広域消防連絡協議会の意見交換会に出席をいたしております。 

２０日、サクラ化学工業の来庁を対応しております。その夜には、宇城地区商工

会青年部の主張発表会。その後、宇城地区商工会青年部連絡協議会の通常総会並び

に懇親会に出席をいたしております。 

２１日、ＪＡ栗部会の中央支部の総会。その後、食生活改善推進員協議会の総

会。 

２２日、ひびきの森大学の開校式。午後は、ＪＡ女性部の中央町支部の総会。 

２３日、三渓支部の球技大会。その後、豊富支部の球技大会。お昼に、白石野の

ふるさと祭りにそれぞれ出席いたしております。 

２４日、宇城広域連合消防本部の消防長の月例報告の対応。その夕方には、宇土

法人会の砥用支部の会員会議。そのあと、美里町認定農業者協議会の総会。そのあ

と、筒川荘の定例役員会。 

２５日、子牛品評会の表彰状の授与式。夜には、萱野地区の街路灯組合の総会。 

２６日、身体障害者福祉協会の総会。そのあと、商工会女性部の総会。夜は、地

域婦人会の総会に出席いたしております。 

２７日、ＪＡ女性部の砥用支部の総会。夜は、美里町の体育協会の総会。 

２８日、嘱託員・嘱託補会議。午後は、宇土法人会の中央支部会員会議。夜は、

消防団の幹部歓送迎会に出席をいたしております。 

２９日、緑川の日清掃活動。そのあと、緑川の復興イベント及び地域サミットに

出席をしております。 

３０日、西部支部の球技大会。 

５月１日、釈迦院復興意見交換会。午後から、農業委員会の宇城郡市の協議会の

会議並びに懇親会に出席をいたしております。 

２日、第１回の議会全員協議会が開催され、そのあと、美里町の砥用南園会の総

会。 

３日、中学校ソフトテニス美里大会。 

６日、美里町ＰＴＡ連合会の定期総会。 

８日、宇城広域連合消防長の月例報告。そのあと、家畜自営防疫促進協議会の監

査を行っております。 

９日、宇城木材需要拡大協議会の会長といたしまして、宇土市長を訪問いたして
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おります。お昼から、復旧・復興会議。その夜には、美里町の管工事組合の通常総

会。 

１０日、農業委員会のさつまいもの植付。そのあと、農業委員会の会議をし、そ

のあと、その懇親会に出席をいたしております。 

１２日、地域林政対談、山都町で行われております。出席をいたしております。 

１２日、緑川改修期成会の役員会及び総会。その後の交流会に出席をいたしてお

ります。 

１３日、アスパラ販売促進ということで、日帰りで山口県の宇部市を訪問いたし

ております。 

１４日、緑川水防演習。 

１５日、愛知県の稲沢市、これは今、復興支援として職員を愛知県の稲沢市から

派遣をいただいております。そのお礼を兼ねた表敬訪問を、５月１５日、愛知県の

稲沢市を訪問いたしております。 

その翌日、１６日は、総務省に行きまして、黒田自治財政局長と面会をいたして

おります。 

１７日、熊本県治水砂防協会の評議員会。夜は、レッドブル福岡のミーティング

に出席いたしております。 

１８日、九州国道協会の通常総会。 

１９日、美里町商工会の総会並びに懇親会。 

２０日、金子代議士によります美里町の視察に同行させていただいております。

たいへん皆さんお疲れさまでございました。 

２１日、砥用中学校の体育大会に出席し、その後、中央中学校の体育大会に出席

をいたしております。 

２２日、熊本県簡易水道協会の理事会及び総会。午後から、ふるさと祭りの実行

委員会の会議。そのあと、美里町砥用地区和牛生産改良組合の総会。 

２３日、全国森林環境税の創設総決起大会、これは東京で行われております。そ

れに出席をし、その後、全国国立学校施設整備期成会の定期総会に出席をいたして

おります。 

その次の日、九州治水期成同盟連合会の定期総会、これは佐賀県の唐津で行われ

ております。 

その次の日は、また上京しまして、全国治水砂防協会の通常総会。その後、全国

治水期成同盟会の連合会の通常総会に出席をいたしております。 

２６日、椎葉矢部砥用線の整備促進期成同盟会理事会及び総会。 

２７日、中学校のバレーボール美里大会。その後、美里町フットパス協会の総
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会。夜には、その懇親会に出席をいたしております。 

２８日、砥用小学校の運動会。その後、中央中学校の運動会に出席しておりま

す。 

３０日、平成２９年度宇城地域管内出先機関の主要事業説明会並びに懇親会に出

席。 

３１日、宇城地区肉用牛振興協議会の総会。熊本地震の復旧復興会議。その後、

社会福祉協議会の理事会。その後、佐俣の湯の株主総会に出席をいたしておりま

す。 

６月１日、ダム管理所を訪問し、その後、九州ハイランドの活性化協議会の監

査。そのあと、保護司会の更生保護研修会に出席をいたしております。 

２日、第３６回宇城地区高等学校野球美里大会に出席をし、午後から議会の運営

委員会に出席をし、その後、懇親会に出席をいたしております。 

３日、元気夢クラブの総会。 

４日、水防避難訓練、これは岩下地区を対象に行われておりますが、出席をいた

しております。 

５日、美里町農業振興地域整備促進協議会の辞令交付。そのあと、美里町の防災

会議。その後、行財政改革推進本部会議。 

６日、嘱託員・嘱託補会議。 

７日、シカ被害対策協定（これは森林組合と結ばせていただきました）の確認及

びくくりわなの引き渡しを受けております。そのあと、国保運営協議会の委員辞令

交付。そのあと、サクラ化学工業の来庁対応。そのあと、宇城地域振興局とインバ

ウンド関連の打ち合わせを行っております。 

８日、柏川の現地視察。 

９日、宇城広域連合消防本部消防長の月例報告。その後、農業委員会の会議。夜

は、甲佐町の「やな開き」に出席をいたしております。 

１１日、美里町ひとり親会の通常総会に出席をいたしております。 

以上で、私からの諸般の報告とさせていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

次に、監査委員の例月現金出納検査報告を求めます。１０番、福田秀憲君。 

○監査委員（福田秀憲君） おはようございます。例月現金出納検査を行いましたの

で、その報告をいたします。 

美里町議会議長 中川 政司様 

美里町監査委員 遠山 史朗 同じく、福田 秀憲 

例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出についてということで報告をいた
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します。 

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、平成２９年２月、３月、４月分

の出納検査を行ったので、同条第３項の規定により、その結果を報告いたします。 

検査対象といたしまして、会計管理者所管の一般会計、特別会計、歳入歳出外現

金に関する現金、一時借入金について検査を行いました。 

検査の時期といたしまして、２月分につきましては３月２９日、３月分につきま

しては４月２７日、４月分につきましては５月２５日に実施をしております。 

検査の結果といたしまして、諸帳簿及び提出された諸表の計算は正確であり、不

正・不当な出納はなく、確実なものと認めました。 

添付資料として、出納検査書、基金積立金調書を添付しておりますので、ご覧い

ただければと思います。  

以上、報告を終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、監査委員の例月現金出納検査報告を終わります。 

○議長（中川政司君） 次に、宇城広域連合議会議員の報告を求めます。７番、吉田美

好君。 

○宇城広域連合議会議員（吉田美好君） 平成２９年第１回宇城広域連合議会定例会が

開催されましたので、内容について報告をいたします。 

日時でございます。平成２９年３月２７日、月曜日、午後４時からでございま

す。場所は、宇城広域連合２階、交流プラザでございました。 

山村議長の開会宣告に続き、守田広域連合長よりご挨拶があってあります。 

日程第１、会議録署名議員の指名。１０番、中川議員、１番、村田議員を指名さ

れております。 

日程第２、会期の決定でございます。当日１日間ということでございました。 

日程第３、諸報告。守田連合長より、諸報告がなされております。 

次に、追加日程１、一般質問。６番、渡邊議員が質問を行われております。質問

事項として、１、宇城広域消防のあり方について。質問の要旨として、平成２８年

第３回臨時会での質問を踏まえた消防体制のあり方について。２、宇城クリーンセ

ンターについて。質問要旨として、次期焼却施設について。この２項目についての

質問があっております。 

日程第４、選第１号、宇城広域連合選挙管理委員補充員の選挙について。指名推

薦することとなり、本町の井芹敏博氏が当選人と決定をいたしております。 

日程第５、議案第１号、宇城広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例の

制定について。これにつきましては、審議・採決の結果、全員賛成、原案どおり可

決をいたしております。 
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日程第６、議案第２号、平成２８年度宇城広域連合一般会計補正予算（第４号）

について。歳入歳出予算総額からそれぞれ３億５,７７８万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ３２億４,２１９万２,０００円とするもので、全員

が賛成をし、原案どおり可決をいたしております。 

日程第７、議案第３号、平成２９年度宇城広域連合一般会計予算について。歳入

歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３３億６,３６８万２,０００円と定める案でご

ざいまして、審議の結果、全員賛成、原案どおり可決をいたしております。 

日程第８、議案第４号、平成２９年度宇城広域連合宇城ふるさと市町村圏基金特

別会計予算について。歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４８万円と定める

案でございます。審議の結果、全員賛成、原案とおり可決をいたしております。 

追加日程２、議案第５号、平成２８年度宇城広域連合一般会計補正予算（第５

号）について。繰越明許費補正として、宇城クリーンセンターリサイクルプラザの

破砕機整備修繕費２,７０１万８,０００円が計上されておりまして、質疑ののち、

採決し、全員賛成、原案どおり可決をいたしております。 

提案されました全議案が終了し、午後５時１０分閉会をいたしております。 

以上、報告とさせていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、宇城広域連合議会議員の報告を終わります。 

これで、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 町長提出議案の一括上程（議案第２３号から議案第４０号及び報告第１号

から報告第３号並びに同意第４号から同意第１５号） 

○議長（中川政司君） 日程第４、町長提出議案の一括上程を行います。 

議案第２３号から議案第４０号及び報告第１号から報告第３号並びに同意第４号

から同意第１５号までの案件を一括して上程し、案件のみ議会事務局長に朗読をさ

せます。福島議会事務局長。 

○事務局長（福島 繁君） それでは、議案集の２枚目、議事予定表をお開きいただき

たいと思います。それでは、読み上げます。 

議案第２３号 専決処分事項（平成２８年度美里町一般会計補正予算〔第１４

号〕）の報告及び承認を求めることについて 

議案第２４号 専決処分事項（平成２８年度美里町国民健康保険特別会計補正予

算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについて 

議案第２５号 専決処分事項（平成２８年度美里町介護保険特別会計補正予算

〔第４号〕）の報告及び承認を求めることについて 

議案第２６号 専決処分事項（平成２８年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特
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別会計補正予算〔第６号〕）の報告及び承認を求めることにつ

いて 

議案第２７号 専決処分事項（平成２８年度美里町砥用東部地区簡易水道事業特

別会計補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることにつ

いて 

議案第２８号 専決処分事項（平成２８年度美里町生活排水特別会計補正予算

〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについて 

議案第２９号 専決処分事項（平成２８年度美里町後期高齢者医療特別会計補正

予算〔第２号〕)の報告及び承認を求めることについて 

議案第３０号 専決処分事項（美里町税条例の一部を改正する条例）の報告及び

承認を求めることについて 

議案第３１号 専決処分事項（美里町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例）の報告及び承認を求めることについて 

議案第３２号 専決処分事項（平成２８年熊本地震に係る災害被害者に対する町

民税等の減免の特例に関する条例の一部を改正する条例）の報

告及び承認を求めることについて 

次のページをお願いいたします。 

議案第３３号 平成２９年度美里町一般会計補正予算（第１号） 

議案第３４号 平成２９年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

議案第３５号 平成２９年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号） 

議案第３６号 平成２９年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議案第３７号 町道船津金木線災害復旧工事請負契約の締結について 

議案第３８号 町道萱野津留線災害復旧工事請負契約の締結について 

議案第３９号 町道柏川朝見線災害復旧工事請負契約の締結について 

議案第４０号 美里町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定の取り消しについて 

報告第 １ 号 平成２８年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 

報告第 ２ 号 有限会社「石段の郷中央」の経営状況報告について 

報告第 ３ 号 私債権等の放棄の報告について 

同意第 ４ 号 美里町農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ず

る者とすることにつき同意を求めることについて 

同意第 ５ 号 美里町固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 

同意第 ６ 号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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同意第 ７ 号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第 ８ 号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第 ９ 号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１０号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１１号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１２号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１３号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１４号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１５号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 以上で、議会事務局長の朗読を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 町長提出議案の提案理由説明 

○議長（中川政司君） 日程第５、町長提出議案の提案理由説明を行います。 

町長に、提案理由の説明を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 提案理由を申し上げます。 

今定例会に提案しております議案は、専決処分事項１０件、補正予算４件、その

他４件、報告３件、同意１２件の計３３件でございます。 

まず、専決処分事項の１０件でございますが、平成２８年度美里町一般会計補正

予算（第１４号）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４億９,０２３万

１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１０５億５,２９０万３,０００円と

することにつきまして専決処分を行いましたので、議会に報告し、承認を求めるも

のでございます。歳入の主なものといたしましては、自動車取得税交付金及び特別

交付税等の額の確定、国県支出金の額の確定、財源補填のために繰り入れた財政調

整基金繰入金の減額、事業費の確定により災害復旧債を減額補正するものでござい

まして、歳出につきましては事業実績により不用額の減額補正を行い、財源調整の

ため予備費の増額補正を行ったものでございます。 

次に、平成２８年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）は、保険給

付費の実績に伴い、一般会計繰入金等を補正し、平成２８年度美里町介護保険特別

会計補正予算（第４号）は、年度末に交付額が決定した国県負担金及び補助金等を

補正し、平成２８年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計補正予算（第６

号）、平成２８年度美里町砥用東部地区簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）

及び平成２８年度美里町生活排水特別会計補正予算（第５号）は、事業実績に伴う

一般会計繰入金等を補正し、平成２８年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算
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（第２号）は、後期高齢者医療広域連合納付金等を補正し、それぞれ専決処分を行

いましたので、議会に報告し、承認を求めるものでございます。 

次に、美里町税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部を

改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が平成２９年３月３１日に

公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、固定資産税の課税標準の特例

等に関する規定について改正し、美里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

につきましては、地方税法施行令の一部を改正する制令が平成２９年３月３１日に

公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、国民健康保険税の軽減措置に

関する規定について改正し、また平成２８年熊本地震に係る災害被害者に対する町

民税等の減免の特例に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康

保険税の減免に係る国の財政支援が平成２９年９月３０日までに延長されたことか

ら、国民健康保険税の減免措置に関する規定の改正を行ったものでございます。以

上の条例改正につきましては、関係法律等の公布日並びに国の予算成立日の関係か

ら、それぞれ専決処分を行いましたので、議会に報告し、承認を求めるものでござ

います。 

次に、補正予算の４件でございますが、平成２９年度美里町一般会計繰補正予算

（第１号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,０８５万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を９２億３,７８５万円とするものでございます。歳入の主な

ものといたしましては、国庫補助金の地方創生推進交付金１００万円、県補助金の

農村地域防災減災事業補助金４８０万円を計上し、災害復旧債の公共土木施設等単

独災害復旧事業債を４２０万円、財源調整のために財政調整基金繰入金を９５２万

８,０００円増額するものでございます。歳出の主なものといたしましては、総務

記の情報推進費に総務省の公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業の公募申請のため、公

衆無線ＬＡＮ環境整備事業の設計監理費２００万円を計上し、当初計上しておりま

した観光施設等無線ＬＡＮ整備移設及びフリーＷｉ-Ｆｉ環境整備費４１０万円を

減額補正しております。また、農林水産業費の農業振興費に経営体育成支援事業補

助金１２５万６,０００円、農地費に農村地域防災減災事業ハザードマップ作成費

４９０万円を計上し、林道維持費に災害復旧事業に伴う土捨場用地の関連費として

４４０万円を計上しております。また、教育費の公民館費に公民館西分館の法面の

修繕費９５万１,０００円、中園コミュニティセンターの地盤復旧事業に対する自

治公民館再建支援事業補助金４２１万３,０００円を計上しております。また、災

害復旧費の林業施設災害復旧費に重機等借上料１１０万円を計上しております。 

次に、平成２９年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、国民健

康保険税の減免に係るシステム改修費を計上しております。 
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次に、平成２９年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）は、人事異動に伴い職員手当を増額補正しております。 

次に、平成２９年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、後期

高齢者医療広域連合の電算処理システムの設定誤りに伴う保険料の還付金を計上し

ております。 

次に、町道船津金木線災害復旧工事請負契約の締結、町道萱野津留線災害復旧工

事請負契約の締結及び町道柏川朝見線災害復旧工事請負契約の締結は、予定価格が

５,０００万円を超える工事請負契約のため、地方自治法第９６条第１項第５号及

び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、議会の議決に付す必要があるものでございます。 

次に、美里町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定の取り消しに関しましては、

砥用郵便局、年袮郵便局の指定を、平成２９年１２月３１日をもって取り消すこと

について、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取り扱いに関する法律第３

条第５項の規定により議会の議決を経る必要があるものでございます。 

次に、平成２８年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告は、地方自治法

施行令第１４６条第２項の規定、有限会社「石段の郷中央」の経営状況報告は、地

方自治法第２３４条の３第２項の規定、私債権債の放棄の報告は、美里町債権管理

条例第１０条第３項の規定により、それぞれ議会に報告するものでございます。 

次に、美里町農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とす

ることにつき同意を求めることにつきましては、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定に基づく農業委員会委員の過半数を認定農業者又は認定農業者に準ず

る者とすることについて、農業委員会等に関する法律第８条第５項ただし書及び農

業委員会等に関する法律施行規則第２条第１号の規定により、議会の同意を求める

ものでございます。 

次に、美里町固定資産評価員の選任につき同意を求めることにつきましては、美

里町固定資産評価員の前税務課長の辞任に伴い、新たに固定資産評価員を選任する

必要がありますので、地方税法第４０４条第２項の規定により、議会の同意を求め

るものでございます。 

次に、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつきましては、農

業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に

より、新たな委員の任命につきまして、議会の同意を求めるものでございます。 

以上で、提案理由の説明を終わりますが、詳細につきましては担当課長に説明を

いたさせますので、慎重なるご審議をいただき、速やかなるご議決をお願いいたし

まして、提案理由の説明といたします。 
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○議長（中川政司君） 以上で、町長提出議案の提案理由説明を終わります。 

ここでしばらく休憩をいたします。再開を１１時１０分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中川政司君） 再開します。休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第２３号 専決処分事項（平成２８年度美里町一般会計補正予算〔第

１４号〕）の報告及び承認を求めることについて 

○議長（中川政司君） 日程第６、議案第２３号、専決処分事項（平成２８年度美里町

一般会計補正予算〔第１４号〕）の報告及び承認を求めることについてを議題とし

ます。 

内容説明を求めます。吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） それでは、議案第２３号についてご説明申し上げます。 

専決処分事項（平成２８年美里町一般会計補正予算〔第１４号〕）の報告及び承

認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年美里町一般会計補正予算

〔第１４号〕について、別紙のとおり専決処分したので同条第３項の規定によりこ

れを報告し承認を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。予算を定めるときは地方自治法第９６条第１項の規定に

より議会の議決を経る必要があるが、緊急に地方譲与税、地方交付税、繰入金、町

債等の補正を行う必要が生じ、議会を招集する時間的余裕がなかったため、同法第

１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求めるものでございます。 

次のページをお開きください。 

専決第１号の専決処分書でございます。平成２９年３月３１日に専決処分を行っ

ております。 

それでは、別冊の補正予算書の１ページをお開きください。 

専決第１号、平成２８年美里町一般会計補正予算〔第１４号〕 

平成２８年度美里町の一般会計の補正予算〔第１４号〕は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４億
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９,０２３万１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０５

億５,２９０万３,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

地方債の補正、第２条、地方債の変更及び廃止は、「第２表 地方債補正」によ

る。 

平成２９年３月３１日専決 美里町長 上田泰弘 

６ページをお開き願います。 

「第２表 地方債補正」でございます。 

はじめに、変更分でございます。一番上の過疎対策事業債（福祉事業）から、一

番最後になります、現年発生社会体育施設災害復旧事業（豪雨分）まで、計１６件

の地方債の限度額を変更いたしております。 

次のページをお開き願います。 

次に、廃止分でございます。災害援護資金貸付金につきましては、貸付実績が生

じておりませんので、廃止をさせていただいたものでございます。 

次に、２の歳入でございます。１１ページをお開き願います。 

歳入につきましては、交付額の決定、収入実績に基づき補正を行っております。 

上から三つ目の枠でございます。目の１地方交付税につきましては、特別交付税

を交付額の確定により１億６,６９５万２,０００円増額しております。 

１３ページをお開き願います。 

上から二つ目の枠の三つ目でございます。目の３災害復旧費国庫負担金につきま

しては、公共土木施設災害復旧費負担金（震災分）（豪雨分）合わせまして７,８

９６万３,０００円を増額いたしております。 

次に、その下になります。公立社会教育施設災害復旧費負担金につきましては、

３,５８１万７,０００円を増額いたしております。 

次に、同じページの三つ目の枠の四つ目でございます。下から二つ目になりま

す。目の４土木費国庫補助金につきましては、公共土木施設災害復旧事業査定設計

委託費等補助金６,４３７万３,０００円を増額いたしております。 

次に、１５ページをお開き願います。 

上から一つ目の枠でございます。目の４農林水産業費県補助金の節の２林業費補

助金の説明欄の一番下でございます。林道施設災害復旧事業補助金（豪雨分）につ

きましては、４,５０８万６,０００円を減額いたしております。 

次に、１６ページでございます。 

上から三つ目の枠でございます。目の１一般寄附金につきましては、佐俣の湯か



 － 22 － 

らの寄附金１５０万円を含む１５１万７,０００円を増額いたしております。 

次に、同じページの下から二つ目の枠でございます。目の１基金繰入金の財政調

整基金繰入金につきましては、２億５,０２８万３,０００円を減額し、財政調整基

金へ繰り戻すものでございます。 

次に、１８ページをお開き願います。 

上から二つ目の枠の三つ目でございます。目の５災害復旧費の節の１災害復旧事

業債につきましては、事業費の確定等によりまして４億９,２９０万円を減額いた

しております。 

次に、歳出でございます。２４ページをお開き願います。 

下から二つ目でございます。目の１２特定目的基金でございますが、先ほど歳入

で説明いたしましたとおり、佐俣の湯からの寄附金を公共施設整備基金へ１５０万

円積み立てるものでございます。 

次に、２７ページをお開き願います。 

目の３障害者福祉費の節の２０扶助費でございます。説明の欄の上から三つ目、

障害福祉サービス等給付費につきましては、当初の見込みより利用者数が少なかっ

たため、２,６３５万８,０００円を減額いたしております。 

次に、同じページの目の４国民健康保険事務費の説明の欄、国民健康保険特別会

計繰出金につきましては、国民健康保険特別会計の財源補填のために財政調整繰出

金として６,０００万円を繰り出しておりましたけれども、決算見込みにより一般

会計へ全額を繰り戻すことが可能となったため、事業費繰入金を含め、減額を行っ

たものでございます。 

次に、２９ページをお開き願います。 

上から二つ目の枠でございます。目の２児童措置費の説明の欄の一番上でござい

ます。施設型給付費等負担金につきましては、実績によりまして９５６万円を減額

いたしております。 

次に、３１ページをお開き願います。 

上から二つ目の枠でございます。目の２塵芥処理費の説明の欄の上から四つ目に

なります。震災解体家屋処分委託料（震災分）につきましては、実績によりまして

２,６８１万円を減額いたしております。 

次に、４５ページをお開き願います。 

４５ページの二つ目の枠でございます。目の２林業施設災害復旧費の工事請負費

の説明の欄でございます。林道施設災害復旧工事（震災分）（豪雨分）につきまし

ては、実績等によりまして、合わせて５,４６８万６,０００円を減額いたしており

ます。 
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次に、４６ページでございます。 

上から二つ目の枠になります。目の２国庫負担災害復旧費でございます。説明の

欄の公共土木施設災害復旧工事費（震災分）、その下の（豪雨分）につきまして

は、実績によりまして合わせて１億９,８９３万９,０００円を減額いたしておりま

す。 

次に、三つ目の枠の目の１公立学校施設災害復旧費でございますが、これにつき

ましても公立小学校施設災害復旧工事（震災分）、公立中学校施設災害復旧工事

（震災分）、合わせまして１,４６１万円を減額いたしております。 

同じページの一番下の枠でございます。予備費につきましては、予算調整のため

５,２７８万９,０００円を増額いたしております。 

以上で、議案第２３号についての説明を終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。７番、吉田美好君。 

○７番（吉田美好君） ７番、吉田美好でございます。 

１点だけ確認をさせていただきたいと思いますが、佐俣の湯から１５０万円余り

ですかね、寄附行為がなされとると思いますが、あそこは有限会社ですかね。有限

会社佐俣の湯のほうからあったということですかね、補正で。だとすると、あそこ

の代表取締役は町長でしょう。ですよね。だから、そのへんの法的な絡みはどぎゃ

んかなというのが１点気になりました。今までも多分あっとると思うんですよね。

過去にもそういう例はずっとあっとると思いますが、ちょっと気になりましたので

お尋ねしたいと思いますが。あそこは有限会社佐俣の湯でしょう。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） おっしゃいますように、過去ももともと町が大株主ということ

で、町長がその代表になるということで、過去もかなりの金額が町に対して寄附を

されていますので、今回もそういったことでやっているんだろうと。大分実績が上

がってきましたので、そういう形になっていると思いますが、ご指摘の件に関しま

しては、もう一度いろんな意味で問題がないかを調べさせていただいて、またご報

告をさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（中川政司君） 吉田君。 

○７番（吉田美好君） 第三セクター方式ですから、多分法的には問題はないかと思い

ますけれども、商法あたりは何年かに一回ずつぐらい改正とかありますので、その

へんは確認をされとったほうがよくはないかなと思いましたので質問しました。 

以上、終わります。 

○議長（中川政司君） ほかにありませんか。 
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[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第６、議案第２３号、専決処分事項（平成２８年度美里町一般会計補正予算

〔第１４号〕）の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第６、議案第２３号、専決処分事項（平成２８年度美里町

一般会計補正予算〔第１４号〕）の報告及び承認を求めることについては、原案の

とおり承認されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第２４号 専決処分事項（平成２８年度美里町国民健康保険特別会計

補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについ

て 

○議長（中川政司君） 日程第７、議案第２４号、専決処分事項（平成２８年度美里町

国民健康保険特別会計補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについて

を議題とします。 

内容説明を求めます。向山住民課長。 

○住民課長（向山照美君） それでは、議案第２４号についてご説明申し上げます。 

専決処分事項（平成２８年度美里町国民健康保険特別会計補正予算〔第５号〕）

の報告及び承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度美里町国民健康保険特

別会計補正予算〔第５号〕について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定によりこれを報告し承認を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございますが、予算を定めるときは、地方自治法第９６条第１項の規

定により、議会の議決を経る必要がございますが、年度末に交付額が決定した国庫

負担金、補助金及び県負担金等について、緊急に補正を行う必要が生じ、議会を招
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集する時間的余裕がなかったため、同法第１７９条第１項の規定により専決処分を

いたしましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでござ

ます。 

次のページをお開き願います。 

専決第２号の専決処分書でございます。平成２９年３月３１日に専決処分をいた

しております。 

それでは、別冊の補正予算書の１ページをお開き願います。 

専決第２号、平成２８年度美里町国民健康保険特別会計補正予算〔第５号〕 

平成２８年度美里町の国民健康保険特別会計の補正予算〔第５号〕は次に定める

ところによる。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５,５

４７万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億５,６

１３万６,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２９年３月３１日専決 美里町長 上田泰弘 

５ページをお開き願います。 

２の歳入でございますが、国民健康保険税につきましては、年度末の調定額及び

収納実績によりまして、目１の一般被保険者分の国民健康保険税につきまして９０

９万５,０００円、目２の退職被保険者の国民健康保険税につきまして７０万９,０

００円をそれぞれ減額いたしております。 

次に、６ページでございます。 

上から三つ目の枠の国庫負担金の目１療養給付費等負担金につきましては、一般

の療養給付が減少し、交付額が減額されたことにより、１,６８６万２,０００円を

減額いたしております。 

次に、国庫補助金の目１財政調整交付金でございますが、交付額の決定により

１,９５８万５,０００円を増額いたしております。 

最後の枠の療養給付費等交付金でございますが、退職者医療に伴います保険給付

費が減少し交付金が減額されたため、７４６万７,０００円を減額したものでござ

います。 

次の７ページをご覧ください。 

県支出金の財政調整交付金につきましては、交付額の決定により１,８６５万２,

０００円増額補正を行ったものでございます。 

次の枠の繰入金でございますが、歳出の一般管理費、出産育児一時金、保険給付
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費などの減額によりまして、一般からの繰入金を合わせまして６,０４７万３,００

０円減額したものでございます。 

次に、８ページでございます。 

３の歳出でございますが、中段の２の保険給付費の項１療養諸費につきまして

は、支出実績に基づき目１の一般被保険者療養給付費から目５の審査支払手数料ま

で、総額３,４７９万８,０００円を増額いたしております。 

下の枠の項の２の高額療養費につきましても、支出実績により目の１一般被保険

者高額療養費、目の２退職被保険者等高額療養費、合わせまして総額４４９万４,

０００円を減額いたしております。 

９ページをお開き願います。 

上の枠の保険給付費の出産育児一時金につきましても、支出実績に基づき４２万

円を減額いたしております。 

次の枠の後期高齢者支援金及びその下の枠の介護納付金につきましては、歳入で

ご説明しましたが、国庫支出金の療養給付費等負担金、普通調整交付金及び県補助

金の財政調整交付金の補正に伴う財源の組み替えでございます。 

次の８の保健事業費の項１特定健康審査等事業費につきましては、支出実績に基

づきまして４６万８,０００円を減額いたしております。 

同じく、保健事業の項の２保険事業費につきましても、支出実績に基づき目の２

の疾病予防費を７６万５,０００円減額いたしております。 

その下の諸支出金につきましても、支出の実績に基づき７５万６,０００円を減

額しております。 

予備費につきましては、歳入歳出予算の補正に伴い１,３６８万円減額補正をし

ております。 

以上で、議案第２４号についての説明を終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 
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日程第７、議案第２４号、専決処分事項（平成２８年度美里町国民健康保険特別

会計補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり

承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第７、議案第２４号、専決処分事項（平成２８年度美里町

国民健康保険特別会計補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについて

は、原案のとおり承認されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第２５号 専決処分事項（平成２８年度美里町介護保険特別会計補正

予算〔第４号〕）の報告及び承認を求めることについて 

○議長（中川政司君） 日程第８、議案第２５号 専決処分事項（平成２８年度美里町

介護保険特別会計補正予算〔第４号〕）の報告及び承認を求めることについてを議

題とします。 

内容説明を求めます。中村福祉課長。 

○福祉課長（中村武志君） それでは、議案第２５号についてご説明申し上げます。 

専決処分事項（平成２８年度美里町介護保険特別会計補正予算〔第４号〕）の報

告及び承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度美里町介護保険特別会

計補正予算〔第４号〕について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

によりこれを報告し承認を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。予算を定めるときは、地方自治法第９６条第１項の規定

により議会の議決を経る必要がありますが、緊急に国県支出金等の補正を行う必要

が生じ、議会を招集する時間的余裕がなかったため、同法第１７９条第１項の規定

により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求めるものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

専決処分書を添付しております。平成２９年３月３１日付けで専決処分をいたし

ております。 

内容等のご説明につきましては、別途に配付しております補正予算（第４号）に

よりご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

専決第３号、平成２８年度美里町介護保険特別会計補正予算〔第４号〕 
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平成２８年度美里町介護保険特別会計の補正予算〔第４号〕は次に定めるところ

による。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３８８

万円を減額し、歳入歳出予算の総額、歳入歳出それぞれ１８億４,４１２万９,００

０円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２９年３月３１日専決 美里町長 上田泰弘 

今回の提案理由でございます。国県支出金、支払基金等の交付決定がありました

ので、事業実績に伴う補正を行ったものでございます。 

６ページをお願いいたします。 

２の歳入につきましてご説明申し上げます。決算見込みに伴いまして、款１保険

料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料、節１第１号被保険者特別徴収保

険料につきまして６０万円の減額補正を行っております。また、節２第１号被保険

者普通徴収保険料につきまして３０万円の増額補正を行っております。 

次の段をお願いいたします。 

款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１介護給付費負担金につきまして、国庫支

出金の交付額の確定により増額補正を行っております。 

次の段をお願いいたします。 

款３国庫支出金、項２国庫補助金、目１調整交付金から目３地域支援事業交付金

（介護予防・日常生活支援総合事業以外）までの補正につきましては、国庫支出金

の交付額の確定により増額補正を行っております。 

また、次の下の段、目４介護保険災害臨時特別補助金につきましては、熊本地震

による保険料、利用料減免に対する財政支援によるもので、６７万７,０００円を

計上しております。 

続きまして、７ページをお願いいたします。 

款４支払基金交付金、項１支払基金交付金、目１介護給付費交付金及び目２地域

支援事業交付金につきまして、支払基金交付金の交付額の確定により増額補正及び

減額補正を行っております。 

続きまして、款５県支出金、項２県補助金、目２地域支援事業交付金（介護予

防・日常生活支援総合事業以外）につきましては、県支出金の交付額の確定により

増額補正を行っております。 

次の段をお願いいたします。 

款７繰入金、項１一般会計繰入金、目５その他一般会計繰入金につきましては、
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実績により１４万１,０００円の減額補正を行っております。 

８ページをお願いいたします。 

３の歳出につきましてご説明申し上げます。 

款３地域支援事業費、項３包括的支援事業・任意事業費、目３在宅医療・介護連

携推進事業費から、次の段の款３地域支援事業費、項４その他諸費、目１審査支払

手数料までの予算につきましては、国県支出金及び支払基金交付金等の増減による

財源の組み替えを行っております。 

次の段をお願いいたします。 

款４基金積立金、項１基金積立金、目１介護給付費基金積立金につきましては、

財源の調整のため３７３万９,０００円の減額補正を行っております。 

続きまして、次の段をお願いいたします。 

款１総務費、項３介護認定調査費、目１介護認定調査費につきまして、実績によ

り１４万１,０００円の減額補正を行っております。 

続きまして、９ページ及び１０ページをお願いいたします。 

９ページの款２保険給付費、項１介護サービス等諸費、目１介護サービス等給付

費から、１０ページの最後の段の款３地域支援事業費、項３包括的支援事業・任意

事業費、目２任意事業費までの予算につきましては、国県支出金及び支払基金交付

金等の増減による財源の組み替えを行っております。 

以上で、議案第２５号のご説明を終わらせていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第８、議案第２５ 号、専決処分事項（平成２８年度美里町介護保険特別会計

補正予算〔第４号〕）の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認

することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 
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したがいまして、日程第８、議案第２５号、専決処分事項（平成２８年度美里町

介護保険特別会計補正予算〔第４号〕）の報告及び承認を求めることについては、

原案のとおり承認されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第２６号 専決処分事項（平成２８年度美里町砥用西部地区簡易水道

事業特別会計補正予算〔第６号〕）の報告及び承認を求め

ることについて 

○議長（中川政司君） 日程第９、議案第２６号、専決処分事項（平成２８年度美里町

砥用西部地区簡易水道事業特別会計補正予算〔第６号〕）の報告及び承認を求める

ことについてを議題とします。 

内容説明を求めます。北島水道衛生課長。 

○水道衛生課長（北島浩徳君） 議案第２６号についてご説明いたします。 

専決処分事項（平成２８年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計補正予算

〔第６号〕）の報告及び承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度美里町砥用西部地区簡

易水道事業特別会計補正予算〔第６号〕について別紙のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。予算を定めるときは、地方自治法第９６条第１項の規定

により議会の議決を経る必要があるが、分担金及び負担金等の補正を行う必要が生

じ、議会を招集する時間的余裕がなかったため、同法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分しましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるも

のでございます。 

次のページをお開き願います。 

専決第４号の専決処分書でございます。平成２９年３月３１日に専決処分をいた

しております。 

続きまして、別冊の補正予算書の１ページをお開き願います。 

専決第４号、平成２８年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計補正予算

〔第６号〕 

平成２８年度美里町の砥用西部地区簡易水道事業特別会計の補正予算〔第６号〕

は次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３０万

９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億２,６１６万

１,０００円とする。 
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第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２９年３月３１日専決 美里町長 上田泰弘 

４ページをお開きください。 

まず、歳入についてご説明いたします。 

分担金負担金におきましては、給水工事分担金につきまして、実績により２９万

円の減額としております。 

次に、使用料手数料の総務手数料におきましても、材料検査手数料、督促手数料

など、合計１万円を減額しております。 

最後に、諸収入の給水工事受託事業収入につきましては、新規加入が２件の実績

となりまして、９,０００円を減額しております。 

以上、歳入につきましては、総額３０万９,０００円の減額となっております。 

次に、５ページをお開き願います。 

歳出についてご説明いたします。 

総務費の一般管理費におきまして、需用費の消耗品不用額７万２,０００円を減

額しております。役務費につきましては、量水器撤去、改修手数料の不用額１０万

５,０００円の減額をしております。工事請負費につきましても、西部地区拡張給

水工事不用額１３万２,０００円を減額しております。 

以上、歳出におきまして、総額３０万９,０００円の減額となっております。 

以上で、議案第２６号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第９、議案第２６ 号、専決処分事項（平成２８年度美里町砥用西部地区簡易

水道事業特別会計補正予算〔第６号〕）の報告及び承認を求めることについては、

原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 
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○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第９、議案第２６号、専決処分事項（平成２８年度美里町

砥用西部地区簡易水道事業特別会計補正予算〔第６号〕）の報告及び承認を求める

ことについては、原案のとおり承認されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第２７号 専決処分事項（平成２８年度美里町砥用東部地区簡易水

道事業特別会計補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を

求めることについて 

○議長（中川政司君） 日程第１０、議案第２７号、専決処分事項（平成２８年度美里

町砥用東部地区簡易水道事業特別会計補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求め

ることについてを議題とします。 

内容説明を求めます。北島水道衛生課長。 

○水道衛生課長（北島浩徳君） 議案第２７号についてご説明いたします。 

専決処分事項（平成２８年度美里町砥用東部地区簡易水道事業特別会計補正予算

〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度美里町砥用東部地区簡

易水道事業特別会計補正予算〔第５号〕について別紙のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。予算を定めるときは、地方自治法第９６条第１項の規定

により議会の議決を経る必要があるが、一般会計繰入金等の補正を行う必要が生

じ、議会を招集する時間的余裕がなかったため、同法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分しましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるも

のでございます。 

次のページをお開き願います。 

専決第５号の専決処分書でございます。平成２９年３月３１日に専決処分をいた

しております。 

続きまして、別冊の補正予算書の１ページをお開き願います。 

専決第５号、平成２８年度美里町砥用東部地区簡易水道事業特別会計補正予算

〔第５号〕 

平成２８年度美里町の砥用東部地区簡易水道事業特別会計の補正予算〔第５号〕

は次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４２万

６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,１３８万



 － 33 － 

３,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２９年３月３１日専決 美里町長 上田泰弘 

４ページをお開き願います。 

まず、歳入についてご説明いたします。 

繰入金につきましては、歳出予算の減額に伴いまして、一般会計繰入金について

３２万円の減額としております。諸収入におきましては、給水工事受託事業収入、

新規加入が１件の実績となり、１０万６,０００円を減額しております。 

以上、歳入におきましては、総額４２万６,０００円の減額となっております。 

次に、５ページをお開き願います。 

歳出についてご説明いたします。 

総務費の一般管理費におきまては、需用費の消耗費、光熱水費など、不用額合計

２３万４,０００円を減額いたしております。工事請負費につきましては、給水工

事の不用額１０万５,０００円を減額しております。原材料費につきましても、管

財継手ほかの不用額８万７,０００円を減額しております。公債費の元金につきま

しては、財源の組み替えとなっております。 

以上、歳出におきましても、総額４２万６,０００円を減額しております。 

以上で、議案第２７号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１０、議案第２７号、専決処分事項（平成２８年度美里町砥用東部地区簡

易水道事業特別会計補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについて

は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 
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したがいまして、日程第１０、議案第２７号、専決処分事項（平成２８年度美里

町砥用東部地区簡易水道事業特別会計補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求め

ることについては、原案のとおり承認されました。 

ここでしばらく休憩をいたします。再開を午後１時といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中川政司君） 再開します。休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第２８号 専決処分事項（平成２８年度美里町生活排水特別会計補

正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについ

て 

○議長（中川政司君） 日程第１１、議案第２８号、専決処分事項（平成２８年度美里

町生活排水特別会計補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについてを

議題とします。 

内容説明を求めます。北島水道衛生課長。 

○水道衛生課長（北島浩徳君） 議案第２８号についてご説明いたします。 

専決処分事項（平成２８年度美里町生活排水特別会計補正予算〔第５号〕）の報

告及び承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度美里町生活排水特別会

計補正予算〔第５号〕について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

によりこれを報告し承認を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。予算を定めるときは、地方自治法第９６条第１項の規定

により議会の議決を経る必要があるが、一般会計繰入金の減額並びに職員手当等の

減額補正を行う必要が生じ、議会を招集する時間的余裕がなかったため、同法第１

７９条第１項の規定により専決処分しましたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。 

次のページをお開きください。 

専決第６号の専決処分書でございます。平成２９年３月３１日に専決処分をいた

しております。 

続きまして、別冊の補正予算の１ページをお開きください。 

専決第６号、平成２８年度美里町生活排水特別会計補正予算〔第５号〕 
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平成２８年度美里町の生活排水特別会計の補正予算〔第５号〕は次に定めるとこ

ろによる。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４８５

万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９,０２２万６,０００

円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

地方債の補正、第２条、地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」によ

る。 

平成２９年３月３１日専決 美里町長 上田泰弘 

３ページをお開きください。 

「第２表 地方債補正」でございます。前回まで、災害復旧事業費を浄化槽市町

村整備推進事業費に含めて計上しておりましたので、起債の目的に応じた災害復旧

事業の起債限度額の５８０万円の追加を行い、浄化槽市町村整備事業の起債限度額

を２,３５０万円に変更を行っております。起債の方法、利率、償還の方法は、補

正前と同じであります。 

次に、５ページをお開きください。 

まず、歳入についてご説明いたします。 

使用料及び手数料におきまして、浄化槽の使用料滞納繰越分につきまして、実績

により８万２,０００円を増額しております。浄化槽市町村整備推進事業手数料に

つきまして２万１,０００円の増額としております。また、繰入金、一般会計繰入

金につきましては、歳出事業費の減少に伴い４０５万３,０００円を減額しており

ます。町債につきましては、災害復旧事業債を９０万円の減額としております。 

続きまして、歳出についてご説明いたします。 

６ページをご覧ください。 

一般管理費におきまして、人件費の給料、職員手当等、共済費につきまして、不

用額の合計２０８万１,０００円の減額となっております。需用費の修繕料につき

ましては、不用額の９０万円を減額しております。委託料の浄化槽清掃管理委託料

につきましても、不用額の１６万９,０００円の減額をしております。また、事業

費の工事請負費におきましては、事業実績による不用額の１７０万円を減額してお

ります。 

以上で、議案第２８号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 
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[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１１、議案第２８号、専決処分事項（平成２８年度美里町生活排水特別会

計補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承

認することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１１、議案第２８号、専決処分事項（平成２８年度美里

町生活排水特別会計補正予算〔第５号〕）の報告及び承認を求めることについて

は、原案のとおり承認されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第２９号 専決処分事項（平成２８年度美里町後期高齢者医療特別

会計補正予算〔第２号〕）の報告及び承認を求めること

について 

○議長（中川政司君） 日程第１２、議案第２９号、専決処分事項（平成２８年度美里

町後期高齢者医療特別会計補正予算〔第２号〕）の報告及び承認を求めることにつ

いてを議題とします。 

内容説明を求めます。向山住民課長。 

○住民課長（向山照美君） 議案第２９号についてご説明申し上げます。 

専決処分事項（平成２８年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算〔第２

号〕）の報告及び承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度美里町後期高齢者医療

特別会計補正予算〔第２号〕について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し承認を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございますが、予算を定めるときは、地方自治法第９６条第１項の規

定により議会の議決を経る必要がございますが、年度末に確定した後期高齢者医療

保険料納付金等について、緊急に補正を行う必要が生じ、議会を招集する時間的余
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裕がなかったため、同法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

次のページをお開き願います。 

専決第７号の専決処分書でございます。平成２９年３月３１日に専決処分をいた

しております。 

続きまして、別冊の補正予算書の１ページをお開き願います。 

専決第７号、平成２８年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算〔第２号〕 

平成２８年度美里町の後期高齢者医療特別会計の補正予算〔第２号〕は次に定め

るところによる。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５５３

万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,８５０万

５,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２９年３月３１日専決 美里町長 上田泰弘 

４ページをお開き願います。 

まず、２の歳入でございますが、後期高齢者医療保険料の実績につきましては、

保険料の収納実績に基づきまして３９６万８,０００円を減額いたしております。 

次の枠の繰入金でございますが、保険基盤安定繰入金につきましては、決定額に

よりまして１５６万５,０００円を減額いたしております。 

５ページをお開き願います。 

３の歳出でございますが、後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、額の

決定によりまして６２９万７,０００円を減額いたしております。その下の保険料

還付金につきましても、支出実績に基づきまして９万５,０００円を減額いたして

おります。予備費につきましては、歳入歳出予算の補正に伴いまして８５万９,０

００円を増額いたしております。 

以上で、議案第２９号についてご説明を終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に本案に賛成の方の発言を許します。 
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[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１２、議案第２９号、専決処分事項（平成２８年度美里町後期高齢者医療

特別会計補正予算〔第２号〕）の報告及び承認を求めることについては、原案のと

おり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１２、議案第２９号、専決処分事項（平成２８年度美里

町後期高齢者医療特別会計補正予算〔第２号〕）の報告及び承認を求めることにつ

いては、原案のとおり承認されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第３０号 専決処分事項（美里町税条例の一部を改正する条例）の

報告及び承認を求めることについて 

○議長（中川政司君） 日程第１３、議案第３０号、専決処分事項（美里町税条例の一

部を改正する条例）の報告及び承認を求めることについてを議題とします。 

内容説明を求めます。中嶋税務課長。 

○税務課長（中嶋春彦君） 議案第３０号についてご説明いたします。 

専決処分事項（美里町税条例の一部を改正する条例）の報告及び承認を求めるこ

とについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、美里町税条例の一部を改正する条例

について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し承

認を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。条例を制定するときは、地方自治法第９６条第１項の規

定により議会の議決を経る必要があるが、議会を招集する時間的余裕がなかったた

め、同法第１７９条第１項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定によ

りこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

次のページをお開きください。 

専決第８号の専決処分書でございます。平成２９年３月３１日に専決処分したも

のでございます。 

次のページをお開きください。 

美里町税条例の一部を改正する条例 

美里町税条例の一部を次のように改正する。 
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以下、改正条文でございますが、今回の改正につきましては、地方自治法、地方

税法施行令の一部を改正する政令等が平成２９年３月３１日に公布され、翌日４月

１日に施行されたことによりまして、美里町税条例を改正するものでございます。 

内容につきましては、別途配付いたしております新旧対照表でご説明いたしま

す。新旧対照表をお開きください。 

美里町税条例の一部を改正する条例新旧対照表でございますが、左が改正前、右

が改正後、またアンダーラインのところが改正及び追加としたものでございます。

改正後のほうでご説明いたします。 

１ページから２ページ前段まで、第３３条第４項及び第６項につきましては、町

民税に伴います特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る所得について、提出され

た申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して、町長が課税方式を決定でき

ることを明確にしたもので、法律改正にあわせた規定の整備及び但し書き以降を追

加・改正したものでございます。 

２ページでございます。２ページの中程、第３４条の９につきましては、配当割

額又は株式等譲渡所得割額の控除につきまして、第３３条の改正に伴います規定の

整備となっております。 

２ページ後半から５ページ中程まで、第４８条につきましては、法人の町民税の

申告納付、５ページ後半から７ページ前半部分まで、第５０条につきましては、法

人の町民税に係る不足額の納付手続について、それぞれ延滞金の計算の基礎となる

期間について、法改正にあわせた規定の整備でございます。 

７ページです。７ページ中程の部分、第６１条第８項でございますが、震災等に

より滅失等をした償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特

例について、法規定の新設及び法改正にあわせた規定の整備でございます。滅失等

をしたものに代わり、取得または改良した償却資産について、４年度分の固定資産

について、その課税標準となる価格の２分の１の額とするものでございます。 

同じく７ページ、第６１条の２につきましては、児童福祉法の規定により、保育

事業認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産に対する固定資産

税の課税標準となる価格について、法の規定の範囲内において特例措置を町独自に

規定することができるとされたため、新規に追加したものでございます。第１項に

ついては家庭的保育事業、第２項は居宅訪問型保育事業、第３項は事業所内保育事

業でございますが、それぞれ２分の１といたしております。 

７ページ後半から８ページ前段部分ですが、第６３条の２につきましては、法改

正にあわせた規定の整備となっております。 

８ページでございます。８ページ中程から１０ページまで、第６３条の３につき
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ましては、震災等によります被災住宅用地に伴う共用部分の按分の方法について、

また１０ページの第７４条の２につきましては、被災住宅用地の申告について、被

災市街地復興推進地域に定められた場合には、震災等発生後４年度分に限り、それ

ぞれ特例の適用を定めたもので、法改正に伴い規定の追加及び整備を行ったもので

ございます。 

１１ページです。１１ページ、附則第５条につきましては個人町民税所得割に伴

う控除対象配偶者の定義の変更、附則第８条につきましては肉用牛売却に係る町民

税の特例の３年間の延長、附則第１０条につきましては固定資産税の課税標準に係

る読替規定について、それぞれ法改正にあわせた規定の整備でございます。 

１２ページでございます。１２ページから１３ページ前段まで、附則第１０条の

２につきましては、固定資産税の課税標準の特例、法の規定の範囲内において、町

で課税標準の特例割合を定めることとされたもの、いわゆる我が町特例に係るもの

でございます。第７項から、１３ページ第１６項までは不要規定の削除又は法改正

にあわせた項番号の修正、第１７項につきましては特定事業所内保育施設について

特定割合を２分の１とし、第１８項につきましては都市緑地法等の一部を改正する

法律の施行にあわせ特定割合を３分の２としたもので、それぞれ法改正にあわせて

規定の整備・新設をしたものでございます。 

１３ページでございます。１３ページの中程から１７ページ前段まで、附則第１

０条の３につきましては、耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資

産税の減免に係る申請手続きについて、規定の整備及び新設を行ったものでござい

ます。 

１７ページでございます。１７ページから１８ページ中程まで、附則第１６条に

つきましては軽自動車税のグリーン化特例、軽課について適用期限を２年間延長

し、１８ページ後半から１９ページ中程まで、附則第１６条の２につきましては、

軽自動車税の賦課徴収の特例について、それぞれ法改正にあわせた規定の整備等と

なっております。 

１９ページでございます。１９ページ後半から２０ページ中程まで、附則第１６

条の３につきましては、上場株式に係る町民税の課税の特例について、提出された

申告書に記載された事項等を勘案して、町長が課税方式を決定できることを明確化

したもので、法改正にあわせた規定の整備等となっております。 

次の２０ページでございます。２０ページ中程から２１ページ中程まで、附則第

１７条の２につきましては、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長

期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を３年間延長するもので、法改正

にあわせて規定の整備を行ったものでございます。 
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２１ページでございます。２１ページ中程から２２ページ前段まで、附則第２０

条の２につきましては特例適用配当等に係る所得について、２２ページ中程から２

３ページまで、附則第２０条の３につきましては条約適用配当等に係る所得につい

て、提出された申告書に記載された事項等を勘案して、町長が課税方式を決定でき

ることを明確化したもので、法改正にあわせた規定の整備等となっております。 

２４ページでございます。２４ページから２５ページにつきましては、附則第５

条による改正でございますが、軽自動車の種別割に伴います軽自動車税の読替規定

でございます。平成２６年美里町条例第１６号、税条例の一部を改正する条例、附

則第６条につきまして、法改正にあわせて規定の整備を行ったものでございます。 

２６ページでございます。２６ページから２８ページまでにつきましては、附則

第６条による改正でございます。平成２８年美里町条例第２２号につきまして、附

則第１６条の改正にあわせて規定の整備等を行ったものでございます。 

改正条文のほうにお戻りください。 

７ページでございます。下から１１行目、附則でございます。施行期日としまし

て、第１条、この条例は平成２９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行するとして、第１号から第４号までそれ

ぞれの施行日を示したものでございます。 

８ページです。８ページ、第２条につきましては町民税に関する経過措置、同じ

く第３条につきましては固定資産税に関する経過措置、９ページの第４条につきま

しては軽自動車税に関する経過措置でございます。 

９ページ第５条及び１０ページの第６条につきましては、先ほど新旧対照表でご

説明いたしました部分でございます。 

以上で、議案第３０号につきましてご説明を終了させていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１３、議案第３０号、専決処分事項（美里町税条例の一部を改正する条



 － 42 － 

例）の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認することに賛成の

方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１３、議案第３０号、専決処分事項（美里町税条例の一

部を改正する条例）の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第３１号 専決処分事項（美里町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例）の報告及び承認を求めることについて 

○議長（中川政司君） 日程第１４、議案第３１号、専決処分事項（美里町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例）の報告及び承認を求めることについてを議題とし

ます。 

内容説明を求めます。向山住民課長。 

○住民課長（向山照美君） 議案第３１号についてご説明申し上げます。 

専決処分事項（美里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）の報告及び承

認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、美里町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し承認を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございますが、条例を制定するときは、地方自治法第９６条第１項の

規定により議会の議決を経る必要がございますが、緊急を要し、議会を招集する時

間的余裕がなかったため、同法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしまし

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

本議案につきましては、地方税法施行令などの一部を改正する政令が平成２９年

３月３１日に公布され、平成２９年４月１日から施行されたことに伴いまして、美

里町国民健康保険税条例を早急に改正する必要が生じたため、専決処分したもので

ございます。 

次のページをお開き願います。 

専決処分書でございます。専決第９号の専決処分書でございますが、平成２９年

３月３１日に専決処分をいたしております。 

次のページをお開き願います。 

美里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
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美里町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

以下、第２３条の改正規定でございますが、説明資料として提出させていただい

ております新旧対照表により説明させていただきます。 

別紙の新旧対照表をご覧願います。 

左の欄が改正前、右の欄が改正後の条文となっております。 

今回の改正は、第２３条の国民健康保険の減額の条文の１項の第２号及び第３号

の改正になります。第２号につきましては、国民健康保険税の５割軽減の対象とな

る世帯の所得合算額の上限を定めたものでございますが、１人当たりの加算額を２

６万５,０００円から２７万円に引き上げ、軽減枠を拡大するものでございます。

同条第３号の改正につきましては、２割軽減の対象となる世帯の所得合算額の上限

について、１人当たりの加算額を４８万円から４９万円に引き上げるものでござい

ます。 

次に、議案書をお開き願います。 

附則でございますが、施行期日第１項、この条例は平成２９年４月１日から施行

する。第２項につきましては、改正後の美里町国民健康保険税条例の規定の適用区

分を定めたものでございます。 

以上で、議案第３１号の説明を終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１４、議案第３１号、専決処分事項（美里町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例）の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１４、議案第３１号、専決処分事項（美里町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例）の報告及び承認を求めることについては、原案の
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とおり承認されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第３２号 専決処分事項（平成２８年熊本地震に係る災害被害者に

対する町民税等の減免の特例に関する条例の一部を改正

する条例）の報告及び承認を求めることについて 

○議長（中川政司君） 日程第１５、議案第３２号、専決処分事項（平成２８年熊本地

震に係る災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条例の一部を改正する

条例）の報告及び承認を求めることについてを議題とします。 

内容説明を求めます。向山住民課長。 

○住民課長（向山照美君） 議案第３２号についてご説明いたします。 

専決処分事項（平成２８年熊本地震に係る災害被害者に対する町民税等の減免の

特例に関する条例の一部を改正する条例）の報告及び承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年熊本地震に係る災害被害

者に対する町民税等の減免の特例に関する条例の一部を改正する条例について別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございますが、条例を制定するときは、地方自治法第９６条第１項の

規定により議会の議決を経る必要がございますが、緊急を要し、議会を招集する時

間的余裕がなかったため、同法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしまし

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

本議案につきましては、平成２８年の熊本地震で被災された国民健康保険の被災

者の被保険者の方の国民健康保険税の減免を実施した場合の国・県の財政調整につ

いての詳細が３月末に得られたことにより、平成２９年４月１日を基準日として賦

課されます国民健康保険税の減免について、平成２８年熊本地震に係る災害被害者

に対する町民税等の減免の特例に関する条例の一部を早急に改正する必要が生じた

ため、専決処分したものでございます。 

次のページをお開き願います。 

専決第１０号の専決処分書でございます。平成２９年３月３１日に専決処分をい

たしております。 

次のページをお開き願います。 

平成２８年熊本地震に係る災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条

例の一部を改正する条例 

平成２８年熊本地震に係る災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条

例の一部を次のように改正する。 
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以下、改正点につきましては、説明資料として提出させていただいております新

旧対照表により説明させていただきます。 

別冊の新旧対照表をご覧願います。 

左の欄が改正前、右の欄が改正後の条文となっております。 

第５条が国民健康保険税の減免になっております。 

今回の改正は、１ページの５条の次に、２ページ目になりますが、第５条の２と

しまして、減免措置の延長の特例を新設するものでございまして、平成２９年度に

賦課します国民健康保険税のうち、４月１日から９月３０日までの６カ月分の算定

額につきまして、５条の１の規定を準用し、減免をするものでございます。 

議案書にお戻り願います。 

附則でございますが、この条例は平成２９年４月１日から施行するとしておりま

す。 

以上で、議案第３２号の説明を終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１５、議案第３２号、専決処分事項（平成２８年熊本地震に係る災害被害

者に対する町民税等の減免の特例に関する条例の一部を改正する条例）の報告及び

承認を求めることについては、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求め

ます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１５、議案第３２号、専決処分事項（平成２８年熊本地

震に係る災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条例の一部を改正する

条例）の報告及び承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第３３号 平成２９年度美里町一般会計補正予算（第１号） 



 － 46 － 

日程第１７ 議案第３４号 平成２９年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号） 

日程第１８ 議案第３５号 平成２９年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号） 

日程第１９ 議案第３６号 平成２９年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号） 

○議長（中川政司君） 日程第１６、議案第３３号、平成２９年度美里町一般会計補正

予算（第１号）から日程第１９、議案第３６号、平成２９年度美里町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）までの４案件についてを一括して議題としたいと思

います。 

皆さんにお諮りします。日程１６、議案第３３号から日程第１９、議案第３６号

までの４案件についてを一括議題とし、本日は内容説明のみ行い、質疑・討論・採

決は最終日に行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３３号から議案第３６号までを一括して議題とし、本日

は内容説明のみ行い、質疑・討論・採決は最終日に行うことに決定いたしました。 

それでは、議案第３３号から議案第３６号までを一括して議題とします。 

まず、議案第３３号、平成２９年度美里町一般会計補正予算（第１号）の内容説

明を求めます。吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） それでは、議案第３３号についてご説明申し上げます。 

別冊の補正予算書の１ページをお開き願います。 

議案第３３号、平成２９年度美里町一般会計補正予算（第１号） 

平成２９年度美里町の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,０８

５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９２億３,７８５万円と

する。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

地方債の補正、第２条、地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

４ページをお開き願います。 

「第２表 地方債補正」でございます。公共土木施設等単独災害復旧事業債（震
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災分）につきまして、限度額４２０万円から８４０万円に変更するものでありま

す。 

７ページをお開き願います。 

２の歳入でございます。一番上の枠でございます。目の１総務費国庫補助金の説

明欄でございます。二つ目の地方創生推進交付金につきましては、財源の組み替え

になりますが、産業連携推進事業の財源とするため１００万円を計上いたしており

ます。 

次の枠でございます。目の４農林水産業費県補助金の説明欄でございます。青年

就農給付金につきましては、県の要綱の改正により名称が変更になりましたので、

１,３５０万円を減額し、新たに農業次世代人材投資事業補助金として１,３５０万

円を計上いたしております。 

次に、同じ枠の説明欄の一番下でございます。農村地域防災減災事業補助金につ

きましては、ハザードマップ作成業務に充当する財源としまして４８０万円を計上

いたしております。 

次に、下から二つ目の枠でございます。目の１基金繰入金の財政調整基金繰入金

につきましては、不足する財源に充当するため９５２万８,０００円を増額いたし

ております。 

次に、８ページでございます。目の７災害復旧債の説明欄でございます。公共土

木施設等単独災害復旧事業債（震災分）につきましては、４２０万円を増額いたし

ております。 

９ページをお開き願います。３の歳出でございます。一番上の枠の三つ目でござ

います。目の７情報推進費の１３節委託料２００万円につきましては、国の補助事

業を活用するため、節の１５工事請負費、観光施設等無線ＬＡＮ設備移設及びフリ

ーＷｉ-Ｆｉ環境整備工事の４１０万円を減額し、公衆無線ＬＡＮ環境整備事業設

計監理業務委託料として２００万円を新たに計上するものでございます。 

次に、１０ページをお開きください。上から二つ目の枠でございます。目の１災

害救助費の災害扶助費につきましては、火災等における扶助費といたしまして１０

万円を増額いたしております。 

次に、一番下の枠でございます。上から三つ目です。目の４農業振興費でござい

ます。説明の欄の一番上、青年就農給付金、それからその次の農業次世代人材投資

事業補助金につきましては、先ほど歳入でご説明いたしましたとおり、名称の変更

に伴う組み替えでございます。 

その下の説明事項でございます。経営体育成支援事業補助金につきましては、機

器の導入等に係る補助金１２５万６,０００円を増額いたしております。 
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次に、その下です。目の６農地費の説明欄でございます。農村地域防災減災事

業、ハザードマップ作成業務委託料につきましては、ため池２カ所を対象といたし

まして４９０万円を増額いたしております。 

次のページをお開き願います。上から一つ目の枠でございます。目の４林道維持

費でございます。１２節の役務費の林道土捨場用地立木伐採作業手数料、１３節委

託料の林道土捨場用地整備測量設計業務委託料、節の２２補償補填及び賠償金の林

道土捨場用地立木等補償費につきましては、林道災害の土捨場用地確保のための関

連費といたしまして、それぞれ計上いたしているところでございます。 

次に、下から二つ目の枠でございます。目の２教育振興費の節の１３委託料につ

きましては、県の事業の内示によりまして１９節の負担金補助金及び交付金の芸術

鑑賞補助金（砥用小分）を１５万１,０００円減額いたしまして、新たにいきいき

芸術体験教室事業委託料として８万円を計上いたしております。 

次に、１２ページでございます。上から一つ目の枠でございます。目の２公民館

費の節の１９負担金補助金及び交付金でございます。自治公民館再建支援事業補助

金（震災分）につきましては、中園コミュニティセンターの地盤復旧事業の補助金

といたしまして４２１万３,０００円を増額いたしております。 

以上で、議案第３３号の説明について終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、議案第３３号の内容説明を終わります。 

次に、議案第３４号、平成２９年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）の内容説明を求めます。向山住民課長。 

○住民課長（向山照美君） それでは、議案第３４号についてご説明申し上げます。 

別冊の補正予算書の１ページをお開き願います。 

議案第３４号、平成２９年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

平成２９年度美里町の国民健康保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２万

２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億９,６０１万

５,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

４ページをお開き願います。 

上の欄ですが、２の歳入でございます。一般会計繰入金の事務費繰入金につきま

しては、歳出の賦課徴収費の委託料の増額に伴い、同額の４２万２,０００円を増
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額したものでございます。 

次の下の欄でございます。３の歳出でございますが、国保税システム、減免の改

正によりますシステムの改修が必要になり、改修委託料としまして４２万２,００

０円を計上したものでございます。 

以上で、議案第３４号についての説明を終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、議案第３４号の内容説明を終わります。 

次に、議案第３５号、平成２９年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計補

正予算（第１号）の内容説明を求めます。北島水道衛生課長。 

○水道衛生課長（北島浩徳君） それでは、議案第３５号の説明をさせていただきま

す。 

別冊の補正予算１ページをお開き願います。 

議案第３５号、平成２９年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号） 

平成２９年度美里町の砥用西部地区簡易水道事業特別会計の補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５２万

５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４,３０８万

３,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

４ページをお開き願います。 

まず、歳入についてご説明いたします。 

繰入金、一般会計繰入金につきましては、歳出の増加に伴い５２万５,０００円

の増加としております。 

続きまして、歳出についてご説明いたします。 

総務費の一般管理費におきましては、人事異動に伴いまして人件費の職員手当等

につきまして合計５２万５,０００円を増額しております。 

以上で、議案第３５号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、議案第３５号の内容説明を終わります。 

次に、議案第３６号、平成２９年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）の内容説明を求めます。向山住民課長。 

○住民課長（向山照美君） それでは、議案第３６号についてご説明申し上げます。 

別冊の補正予算書の１ページをお開き願います。 
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議案第３６号、平成２９年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

平成２９年度美里町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２９万

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４,８９１万

５,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

４ページをお開き願います。 

上の枠が２の歳入、その下の枠が３の歳出でございますが、関連いたしますの

で、歳出のほうから説明いたします。 

歳出の款の諸支出金の目１の還付金と目２の還付加算金の補正でございます。こ

のことにつきましては、後期高齢者医療制度の発足以来、後期高齢者医療広域連合

電算システムの設定に誤りがあり、一部の被保険者について保険料の軽減判定が誤

って行われ、本来納付すべき金額と異なる保険料が賦課されていたことが判明しま

した。美里町では、その影響を受けた方が８名ほどおられ、保険料の減額対象とな

り、還付金とその加算金としまして２９万１,０００円の補正が必要になったもの

です。 

続きまして、歳入でございますが、歳出しました還付金及び還付加算金について

は、後期高齢者医療広域連合より市町村のほうに支払われますので、同額を諸収入

として増額補正したものでございます。 

以上で、議案第３６号についての説明を終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、議案第３６号の内容説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中川政司君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

皆さんにお諮りします。本日はこれで散会とし、この後、午後２時１５分より、

各常任委員会を委員長の指示により開いていただきまして、終了後は委員長の指示

により散会していただきたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、本日はこれで散会とし、この後、午後２時１５分より、各常任

委員会を委員長の指示により開いていただくことに決定しました。 

なお、常任委員会の会場は、総務常任委員会が委員会室、経済建設常任委員会が
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第１会議室、社会文教常任委員会が第２会議室をご利用ください。 

明日１４日水曜日は、午前１０時から会議を開きます。 

それでは、本日はこれで散会をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後２時０３分 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中川政司君） それでは、皆さん、おはようございます。本日の会議を開きま

す。 

   広報掲載のために、広報担当者の那須主事の議場内での写真撮影を許可いたしま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 一般質問 

○議長（中川政司君） 日程第１、一般質問を行います。 

通告があっておりますので、順次発言を許します。なお、発言時間は申し合わせ

事項により、答弁を含め１時間以内となっておりますので申し添えます。 

４番、濱田憲治君の一般質問を行います。濱田憲治君。 

○４番（濱田憲治君） 議長。 

○議長（中川政司君） 濱田君。 

○４番（濱田憲治君） ４番、濱田でございます。通告にしたがいまして、質問をさせ

ていただきたいと思います。 

今議会は、新しく課長さんになられた方が８名おられます。答弁される新課長さ

んは花の舞台であり、どうか前例踏襲ではなく、新しい考え方を持っていただき、

未来への美里づくりを共に議論していければと思っております。 

それでは、質問に入ります。始めに、熊本地震での復興についてお尋ねをいたし

ます。 

今回の質問は、災害公営住宅建設に絞ってお尋ねいたします。平成２９年度一般

会計予算で、工事請負費として災害公営住宅建設工事費として１億７,０００万円

の予算を確保されております。内容としましては、砥用地区に５棟、中央地区に５

棟、合計１０棟を建設するという説明があっております。美里町でも仮設住宅に入

居されて、やがて１年が経過しようとしております。この仮設住宅に入居できる期

間は原則、県から町へ引き渡されて２年間であります。すでに自宅を再建され、退

去された方もおられると聞いております。しかし、まだ生活再建の目途が立ってお

られない被災者も多くおられることだと思っております。期限は２年間とされてい

ますが、熊本県知事も「期限がきたからと追い出すことはしない。」という発言を

されております。このような中で被災自治体も、今後、災害公営住宅建設を進めて

いくようになられます。 

昨年、経済建設常任委員会では、長野県の栄村を訪れました。東北大震災３月１

１日の次の日にみまわれた地震で、多くの家屋が全壊になられ、家屋を失われた村
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でございます。その視察の中で、災害公営住宅の話もあり、当時、役場の職員さん

であられた方が、現在は村長を務めておられました。「災害公営住宅を建設したが、

住民の要望を取り入れることにより、集約して建設ができなかったことを今では後

悔している。」と話をされておりました。話では、高齢化の方々が多く入居され、

今後入居者が亡くなられたあとの活用が難しいなどの問題が残っていくことを懸念

しておられたところです。「やはり利便性のよい地域に、この災害公営住宅は集約

することが建設にあたり重要な要素ではないか。」と、問題提起をいただいたとこ

ろでございます。 

さて、美里町で建設される災害公営住宅の入居要件や、建設地要件、また建設に

あたっては、熊本型復興住宅などの要件を設けておられるのか。また、今後、１０

棟以上の希望が寄せられた場合、どのように対応されていくのか、お尋ねをいたし

ます。 

○議長（中川政司君） 長井建設課長。 

○建設課長（長井寿浩君） ご説明申し上げます。 

今回、本町では１０戸の災害公営住宅を建設する計画になっておりますが、これ

に対しての各要件等のご説明を申し上げます。 

まず、最初に、入居要件ですが、災害により滅失、全壊した住宅に居住されてい

た方が対象となります。大規模半壊、半壊であって解体を余儀なくされた方も対象

となっております。 

また、建設要件ですが、建設地の要件につきましては特に基準はありませんが、

高齢者等が多いことを考慮して、商店街の中心部や交通の便を考慮して計画をして

おります。なお、土石流警戒区域での建設も、警戒避難体制等の整備を行えば可能

となっております。また、建設要件につきましては、公営住宅建設に公営住宅法に

基づいて建設を行っていきます。なお、３年後から一般入居が可能となることを見

越した計画にする必要があると考えております。これにつきましては、今後の設計

の段階で調整をしていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今の建設課長のほうから説明がございましたけども、やはり一

番考えなければいけないのはその利便性だというふうに思っています。高齢者の方

が多く今入居、仮設住宅にされておりますので、先ほど説明がありましたが、商店

街であったり、あるいは公共の施設であったりですね、あとは交通、こういった要

因をですね、しっかりと考えて、利便性がいい所にやはり災害公営住宅を建設して

いくように考えなければいけないというふうに思っているところでございます。 
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なお、議員がおっしゃいました、例えば、今１０軒しか建てる計画はないけども、

それ以上増えたらどうするんだというような話でございますが、確かに美里町にお

きましては、すべて木造住宅で整備をさせていただきましたので完成が遅れました。

他の自治体に比べたらですね、遅れました。そういった意味では、非常に入居され

ている皆さんにはご不便をお掛けしたところでございます。しかしながら、見てい

ただければ分かりますように、本当に素晴らしい仮設住宅が建っております。そう

いった意味では、仮設住宅を退去されたあと、その仮設住宅をどう活かしていくか

ということも、これは一つの課題になってまいります。そういった意味で、そうい

った意味ではですね、県の蒲島知事のほうからも「現在の仮設住宅については、そ

の役目を終えたあとは、町に譲渡します。」というような意向を持っているという

ふうに伺っております。持っていらっしゃるというふうに伺っておりますので、現

在の仮設住宅をですね、改修等させていただいて、予備の災害公営住宅として、そ

の時は使用させていただければというふうに思っております。いずれにしましても、

まだ入居されて１年経っておりませんし、ご高齢であったり、あるいは一人暮らし

であったりで、これからやっと次のことを考えられるという方も大勢いらっしゃる

のではないかなと思います。そういった意味では、１０軒で足らなければ、今の仮

設住宅をいろんな意味で利用させていただいて、そういった方のニーズにも応えて

いきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（中川政司君） 濱田君。 

○４番（濱田憲治君） 半壊以上の方が、認定された方がこの公営住宅には入居できる

というようなことと、利便性のよい地区に建設をしたいという思いを聞かせていた

だきました。また、１０戸以上希望があったときには、仮設住宅をリフォームして、

そこを災害住宅に充てるというようなことでございます。 

経済的にですね、本当にもう高齢になり、経済的だったりとかいろいろな方がお

られると思いますので、できるだけ被災者の人に寄り添ったかたちで、この公営住

宅の建設をしていただければと思っております。 

簡単に１０軒で１億７,０００万ということになりますけども、単独で建てられ

るような計画なのか、またアパート的なような要素も考えておられるのか、ちょっ

とお尋ねをしたいと思います。 

まだ何もなければ、まだ未確定であるということでも結構でございますけども。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） この予算に関しましては、国のほうからのですね、補助が確か

ございます。確か４分の３だったろうと思います。これは被災の程度によってです

ね変わってまいります。例えば、全壊世帯がもっと美里よりも多い自治体になって
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きますと、その補助率は嵩上げをされますが、美里町は確か４分の３だったのでは

ないかと、これははっきり今覚えておりませんが、ただ、この建設に当たりまして

は、県のほうにですね、委託をし、仮設住宅と同じような考えです。県のほうに委

託をし、県のほうで整備をしていただくというような今方向で考えているところで

ございます。じゃあ、町の意見といいますか、思いが組み込まれないかといえばそ

うではなくてですね、しっかりと県のほうと話し合い、打合せをさせていただきな

がら、施工は県が担当していただくというような形になるというふうに考えており

ます。 

○議長（中川政司君） 濱田君。 

○４番（濱田憲治君） 県が造っていくような形で、町と共同してされるということで

ございます。例えばこの予算、１億７,０００万、土地を新しく求めていくことも

考えられると思いますが、それはそれで、また別の予算を組み上げられるというよ

うなことで、理解をしてよいのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） この災害公営住宅の敷地、宅地につきましてはですね、これか

なりいろんな自治体も国に対して要望活動を行いました。それは、災害公営住宅を

建てるのであるから、その助成、補助をしてほしいと。土地の取得に関してはです

ね。やはり町営の土地がもう、今仮設住宅で埋まっていてですね、新たな土地を求

めなければいけないという自治体が、熊本県でもかなりの数ございまして、そうい

った意味では、新しい土地を求めなければいけないので助成をしてほしい、補助を

してほしいという話を、要望を国のほうにもしたんですが、これは最終的には、災

害公営住宅は家賃を取るので、その家賃でその土地の取得を賄っていかなければい

けないという考えで、要はそれぞれの自治体が手出しをしなければならないという

ことになったわけでございます。 

今回の１億７,０００万の予算に関しましては、災害公営住宅の建設の費用であ

りまして、その土地の取得に関しては、まだ計上させていただいていない、今交渉

をさせていただいている状況でありますので、まだ計上していないという状況でご

ざいます。 

○議長（中川政司君） 濱田君。 

○４番（濱田憲治君） 内容については、十分に分かりましたので、建設に当たりまし

ては、早めに、できるだけ早めに建設を着工していただき、完成をされて、そして

被災者の方が入居できる環境づくりに進んでいただければというところに思ってお

ります。 

それでは、次の質問に入りたいと思います。次の質問は、地方創生について３点
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お尋ねをいたします。 

まず、空き家バンクの現状と課題についてをお尋ねしたいと思います。 

熊本地震で多くの家屋が損傷を受け、解体をいたる所でされております。景色が

まるで変った地区もあり、震災の爪跡を感じる所も多く見受けられるようになりま

した。その中には、空き家バンクに登録しようとされていた物件もあったかもしれ

ません。こうした状況ではございますが、私の知り合いや、同僚の議員さんの中か

らも「住める家があれば紹介してほしい。」と言われております。空き家は多く見

受けられますが、貸せる物件はなかなか見つかりません。貸せない理由は何だろう

かと考えております。家具類がそのまま家に残っておることや、仏壇があるとか、

様々な要因が考えられることだと思います。しかし、そのまま空き家であれば、住

んでいない家屋は早く傷みが発生し、朽ち落ちることにもなりますので、この問題

点をいかに克服するかが鍵となるのではないでしょうか。 

また、貸出しをするにはリフォームが必要な部分もあり、予算的なところから諦

められている所も多くあると思っております。私の親戚にも空き家があり、家具類

はそのままで、水回りをリフォームしないと貸し出せないのが現状であります。多

くの物件が、予算的なことが一番の問題だと感じております。これからは、経済的

な支援も考え、一人でも町外から移住を促進する環境づくりを整える必要があるの

ではないかと思います。この空き家バンクの現状と課題について、現況の報告を求

めたいと思います。 

○議長（中川政司君） 大西企画情報課長。 

○企画情報課長（大西 茂君） ご説明いたします。 

まず、空き家バンクの現状でございますが、空き家バンク制度は、平成２７年１

０月に制度を開始しましたが、これまでに登録の申し込みが１３件、登録を行った

物件が５件、うち成約した物件が２件、所有者自身で個人的に借主を見つけたいな

どの理由で、登録を取り消された物件が１件、熊本地震により空き家が被災し、登

録を取り消した物件が１件、現在登録中の物件が１件でございます。また、事前調

査の結果、登録に適さなかった物件が４件、登録前に申し込み取り消しの希望があ

った物件が２件、残りの２件は現在調査中でございます。 

また、課題といたしましては、制度についての認知度が低いこと、今も定期的に

帰ってこられること、他人に貸すことへの抵抗感、経年損耗等による改修の必要性、

家具・家財等の整理などが考えられます。 

また、熊本地震後の特殊事情としまして、空き家の被災や、被災された他市町村

の方、こういった方々が美里町内の親戚等の空き家等へ転居されていることによる

利用、こういったことなども考えられているところでございます。 
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以上でございます。 

○議長（中川政司君） 濱田君。 

○４番（濱田憲治君） 現状をお聞きしました。思ったよりも登録数は少なくて、利用

しておられるのも少ないというようなところでございます。加えて、熊本地震でや

はり損傷をされて、それがなかなかリフォームだったり資金的な面がやはり大きく

乗っかかっているのかなと思うところも感じたところです。 

しかしながら、この空き家は今からもずっと出てくるようなことになりますので、

この空き家バンクをいかにして立ち上げていくのかが、私は重要なプランだと思っ

ております。他の自治体を見ますと、成功をしておられる自治体もあられますので、

ぜひともそこのところを学んでいただいて、この空き家をうまく活用し、そして一

人でも多くの移住の方々が美里に受け入れができるような環境づくりが必要ではな

いかと思っておるところでございます。 

しかしながら、経済的なところでも難しいということであれば、なかなかこの制

度はうまく回っていかないのかなと、今聞いていて思ったところでございます。 

町長におかれましては、この空き家バンクについては、もうちょっとどぎゃんか

していかなければいけないとか、何か感想でもよろしいですので、何かありません

でしょうか。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） やはりこの空き家バンクに関してましては、いろんな自治体も

ですね、苦慮されているところだと思います。先ほど担当課長のほうから説明もあ

りましたけども、中にある物をどうするかとか、やっぱり仏壇等があってなかなか

貸せないと、年に１回は帰ってくるのでというような方もいらっしゃいます。そう

いった意味では、そのへんをクリアしていくことが、先に進む大きな要因ではない

かなと思っております。仏壇とは離れますけども、空き家の改修費であったり、不

要物の撤去費に対する補助制度を創設できないかということで、現在要綱の整備等

も含めて検討をしているところでございます。まだまだ予算的なものとかは決まっ

ておりませんけども、まず一歩進むために、中にある物をどうするんだとか、そう

いった、あとは傷んでいる所を改修したら貸せるんじゃないかとか、そこらへんを

クリアするための制度ができないかということで、現在検討をしているところでご

ざいます。 

○議長（中川政司君） 濱田君。 

○４番（濱田憲治君） 行政のほうも、もう一歩踏み込んだ先まで考えておられるとい

うことになっておられますので、ぜひその制度設計をしていただいて、そして今後

は空き家の対策に経済的な支援をしていっていただければ、もっともっとこの空き
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家バンクの意義が上がっていくものだと思いますので、できる限りの考え方をまと

めていただいて、ご提案をしていただければと思っております。 

次に、定住・移住に対する係の新設についてをお尋ねをしたいと思います。 

先ほど空き家バンクの現状と課題をお尋ねし、いかにして課題を解決するかが重

要であるかと感じました。現在では企画情報課の中で政策企画係が空き家バンクを

はじめ、まちづくりのことや企業誘致など、多くの係を担っておられます。町が地

方創生過疎化交付金、総額で１,２５６万円を活用され、町の予算と合わせて総額

で１,３６９万５,０００円を予算化され、観光アプリ「みさとりっぷ」や「町ＰＲ

動画」をつくられ、全国へ発信をされております。観光アプリは、観光施設や店舗

の検索機能、くまモンと一緒に記念写真が撮れる記念撮影機能、御坂遊歩道３,０

００段の石段を上るのに要した時間などの機能、フォレストアドベンチャーの案内

機能など多くの機能を有しており、町の観光地等をＰＲし、交流人口の増加を促す

ようなアプリであり、良いものができあがっていると思っております。町ＰＲ動画

「恋する美里」は、町の魅力発信と知名度向上による観光客、移住定住希望者等の

誘致増加を図ることを目的として作成されています。全国の方に美里をまず知って

いただくきっかけづくりになり、美里町が観光地や移住候補地の一つになるきっか

けを期待されておるところでございます。この動画は、全国で多くの方々に見られ、

一時は５００本ある中で３位まで閲覧されている状況で、美里の魅力を十分に発信

されていることだと思っております。今後、交流人口の増加と移住先を美里町に選

ばれていけるように、さらに努めなければならないと思います。町の情報発信は、

うまく発信しつつありますが、対応する受け口が不十分であるならば、絵に描いた

餅ではないでしょうか。ＰＲ動画は専門の会社に委託し、町と連携されできたもの

だと思います。このように専門性がある会社が取り組まれたことにより、クオリテ

ィが高く、多くの人に見られる画像になっているのではないでしょうか。美里町の

ことなら我々町民や、そして行政の職員の方々が多くのことを知っている人だと思

います。空き家バンクの課題を一つずつ解決し、１件でも多くの空き家を利用でき

る環境をつくらなければならない状況であると考えます。移住定住を進めるならば、

専門の係を新設し、一人でも多くの移住者を迎えることが必要ではないでしょうか。

熊本地震の復旧・復興で、他の自治体から応援を受けている状況ではありますが、

数年後には必ずや必要となる係だと思います。美里の未来を描くためにも、新しい

係の新設はできないのか、お尋ねをいたします。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 定住・移住に対する係の新設について、というご質問でござい

ますが、確かに移住・定住を専門的にサポートしていく係等を新設できれば、人口
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減少であったり地方創生の観点からも、これは理想であるというふうに考えます。 

しかしながら、ご案内のとおり、現在美里町におきましては、熊本地震とそのあ

との豪雨災害からの復旧・復興のために、他の自治体等に人的支援を要請している

状況でございます。そのような状況の中でですね、今すぐに新たな係の創設という

のは、現時点では非常に難しいと考えておりますけども、これから、例えば、まだ

分かりませんけども、そういう部署がですね、つくられれば、それはそれで非常に

素晴らしいことだと思っておりますが、とにかく現時点では非常に人的に不足をし

ておりますので、難しい状況であるという状況でございます。 

○議長（中川政司君） 濱田君。 

○４番（濱田憲治君） 現時点ではマンパワーが足らない部分がありますので、厳しい

というご返答でございます。そうならば、という考え方の話なんですが、後ほど次

の松永議員が質問されますが、地域おこし協力隊、この地域おこし協力隊の役割の

中の一つとして、この移住・定住というテーマをもった方を、この美里町に呼び込

んでいただいて、係ができるまで、そのことを前準備のようなかたちでできるなら

ばなと私の中で考えたことでございます。地域おこし協力隊の中身は、若干知らな

い部分もありますけども、そういうことが可能であれば何かできていくんじゃない

かなと思ったところでございます。次の議員の方が質問されますので、答弁は求め

ませんけれども、この地域おこし協力隊については、考えていくことも必要ではな

いかと思っております。 

それでは、次の質問に入りたいと思います。 

行政と民間が共働で取り組む事業ＰＰＰや、ＰＦＩを取り入れた町営住宅等の建

設について、お尋ねをいたします。 

数日前、熊本県の自治体の中で、高齢化が高い自治体が発表されました。最も高

いのは五木村であり、続いて山都町、そして美里町でございました。町村合併の影

響もあると思いますが、熊本市に車で５０分程度で通える距離でありながら、高い

高齢化率でございます。町でも若者定住住宅地を造成したり、子育て支援も他の自

治体にも負けない支援をしているものの、就職事情などで町外へ住まわれる若い人

も多いと言えます。この高齢化率の高いことは、町の一つの課題だと考えます。い

かに美里の若い人たちを外に出さないように、職場の確保、町営住宅の新設も考え

るべきだと思います。旧東南産業跡地には、サクラ化学工業が進出をされておりま

す。第二の企業誘致も、今後は目指さなければならないと思っております。国道２

１８号線沿いの旧パチンコ店周辺の土地は、美里町の中でも一番魅力ある土地であ

ると思います。この土地は民有地でありますが、町の発展のためには企業誘致や、

新しい商業施設、住宅地として活用されればと思っておられる町民の人も多いこと
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だと思っております。 

また、中央庁舎裏の仮設住宅の西側は町有地であり、若者定住住宅地として整備

することも可能であります。また、現在ある町営住宅は建設から４０年以上経過し

ている所もあり、古い所から建て替える時期にもきている状況でございます。新し

く建設する運びとなった場合、これまでの補助制度のつくりではなく、多くの自治

体が取り入れられている行政が基本的な事業計画を立て、民間事業者は資金やノウ

ハウを提供する方法、ＰＦＩ方法や、行政と民間事業者が事業の計画段階から共同

で事業を進めるＰＰＰ方式がございます。このＰＰＰ方式を取り入れた有名な自治

体が、岩手県の紫波町にありますオガールプロジェクトです。ＪＲ駅前の町の土地

を利活用するために、ＰＰＰ方式を取り入れた事例でございます。ＪＲと広大な町

有地があったからの事例で、スケール的にはまねすることはできませんが、取り組

まれた過程が重要だと思い、紹介をいたしました。年間多くの自治体から視察研修

を受け入れられる自治体で、美里町でもこのオガールプロジェクトの建設過程や思

いを学ぶことは大切だと思っております。今後、町営住宅の建て替えや、新しい町

営住宅の新設が出てきた場合、ＰＦＩ方式やＰＰＰ方式を取り入れた事業を考えて

おられるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（中川政司君） 長井建設課長。 

○建設課長（長井寿浩君） ご説明申し上げます。 

町営住宅の建設につきましては、平成２４年度に作成した公営住宅長寿命化計画

を本年度見直しを行い、公共施設等マネジメント計画との調整を行い、計画的に建

て直しを検討していく予定です。また、建設方法としては、今、議員がおっしゃら

れましたＰＰＰやＰＦＩ方式など、民間の資金、経営能力及び技術能力を活用し、

効率的な、効果的な建設が行えるように、今後研修会や勉強会などに参加をし、検

討していきたいと思っております。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今説明がありましたが、このＰＰＰ、あるいはＰＦＩを使った

ですね、町営住宅等の整備というのは、やはり今の時代でありますので、もちろん

しっかり考えていっているところでございますし、以前にもそういった質問もいた

だいております。今、おそらく熊本県では、長洲町あたりが非常に先進的な取り組

みをされているのではないかと思いますし、現に九州の中でも、そういった自治体

がありますので、視察をさせていただいたり、そういう研修にも参加をさせていた

だいたりしているところでございます。 

これから、おっしゃいますように、例えば初期投資をですね、少なくして、家賃

のところをしっかり町が担保することで、民間の方が参入しやすいというようなや



 － 65 － 

り方であったり、いろんなやり方はあると思います。そういった意味では、ＰＰＰ

であったりＰＦＩを念頭において、今後の整備というのものは考えていかなければ

いけないのではないかと思っております。 

なお、先ほどパチンコ店跡の話もありましたけども、議員がおっしゃいますよう

に、あそこは民間の方が土地を所有していらっしゃいます。しかし、おっしゃいま

すように本当に素晴らしい、立地的にも素晴らしい場所でありますので、将来的に

企業が来ていただいたりですね、やはり働く場というのは絶対に必要なことでござ

いますので、企業が来ていただいたり、あるいは住宅用地として活用していただけ

る、それはまた話合いが必要になってくると思いますが、そういうことができれば、

町の発展にも大きく寄与できる、そういう土地じゃないかなと思っているところで

ございます。 

○議長（中川政司君） 濱田君。 

○４番（濱田憲治君） 町営住宅については、建て替える時期になっておるということ

で、このＰＰＰ方式やＰＦＩ方式を念頭に検討していくというようなことでござい

ます。財政が厳しいという中でも進んでいかなければならないこの問題だと思いま

すので、係におかれましては研修会等で、十分にスキルをとっていただいて、それ

を反映して建設にあたっていっていただければと思っております。 

先ほど紹介しました岩手県の紫波町にあるオガールプロジェクトというのがござ

います。盛岡の傍に隣接するベッドタウンとなられる町でございますけども、美里

町にはないＪＲが通っていたり、広大な面積があるというような所で、物的には到

底まねできない部分がございますけれども、その自治体が取り組んでこられた中身

をですね、どうか町長には学んでいただいて、どうやってこういうのができてきた

のかなというのを、感じ取られてもらいたいという思いで紹介をしたところでござ

いますので、町長は宮城県の女川町とは近い関係で、うちの職員も行っておられま

すので、距離的にはそう遠くございませんので、ぜひとも岩手県のほうにも足を運

んでいただいて、その視察をしていただければなと思っておりますけども、このオ

ガールプロジェクトについてとか、視察について何か考えをもっておられるのか、

お尋ねをいたします。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） このオガールプロジェクトは地方創生のいろんな本を読みまし

ても、最先端の取り組みということでですね、いろんな本にも紹介をされておりま

す。そういった意味では、一度やはり今後のまちづくりを考えていく上でも、いろ

んな勉強をするのは必要だと思っておりますので、機会があれば視察をさせていた

だいて、学ばせていただければというふうに思います。 
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○議長（中川政司君） 濱田君。 

○４番（濱田憲治君） 町長も見に行っていただくようなことになれば、我々議員も一

度は足を運んでいきたいなと思っておりますので、勉強していきたいと思っており

ます。 

それでは、最後の質問に入りたいと思います。 

中央小学校周辺等の児童の安全確保についてを、お尋ねをしたいと思います。 

中央小学校の西側を通る町道乙女線が、延長先である甲佐町船津地区が開通した

ことにより、以前より多くの車が通行するようになりました。大型車両も多く、益

城橋へ下る場合、スピードも一段と速くなる状況です。下り坂を少し進めば、横断

歩道や地区の公民館があり、児童や高齢の方々が乙女線を横断される状況にありま

す。このような中、町道乙女線沿線の下中郡区、馬場区、堅志田区の区長さんの連

名で、町道乙女線速度規制に関する要望書を、５月２６日に提出をされておられま

す。内容としましては、「宇城市方面から上益城方面への主要道路となり、交通量

も想定を大幅に上回り、大型車両の通行も非常に多くなっている。速度も高速で走

る車両も多く、カーブでも平気で追い越しをかける車両も数多く見受けられる。学

校への通学路でもあり、安全確保のためにも速度規制を要望する。速度規制ができ

なければ、追越し禁止等の措置をお願いしたい。」との内容であります。要望書に

はありませんが、堅志田保育園は学童保育を実施されております。１年生から３年

生までが、月曜日以外は子どもたちだけで堅志田保育園に通っておられます。児童

は登校坂を下り、町道乙女線を横断し、堅志田の里道を通り、町道堅志田線を横断

し、町道裏原大沢水線を通り、町営住宅の前から保育園へ通うそうでございます。

小学校に聞きましたならば、月曜日は１年生の担任の先生も保育園まで送られて、

１年生だけで通園する曜日では、担任の先生が町道乙女線を横断するのを確認して、

学校へ帰られると聞きました。これまで大きな事故は発生していないと思いますが、

学童保育が通る町道及び里道は道幅も狭く、また見通しの悪い所が多くあります。

見通しの悪い所は、町道の改良工事で対処できますが、ドライバーには学校周辺の

安全対策をとる必要があると考えます。町道乙女線を含む中央小学校周辺の児童及

び高齢者の安全確保について、どのような考えをもっておられるのか、お尋ねをい

たします。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 議員がおっしゃいますように、地元からも要望書も挙がってき

ております。まずは現地を確認させていただきまして、学校、保育園、あるいは地

元の区、そして警察等々の機関と協議をさせていただきたいというふうに思ってい

ます。なお、やはりおっしゃいますように、私その沿線に住んでいるんですが、夜
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遅くでもですね、非常に多くの車がひっきりなしに往来をしておりますし、非常に

大型車も通ります。そういった意味では速度規制、これを非常に強く前から地元か

らも要望を受けておりますけども、この速度規制に関しましては、すでに宇城署と

は協議、あるいは要望をしているところでございまして、近いうちに現地調査を行

われる予定であるというふうに聞いております。その他の、例えば町道等の見通し

が悪い所等につきましては、簡易な例えば工事で済むような話であればですね、現

場を確認させていただいて、やはり人の命に係わる話でございますので、できるだ

け早く対応ができればというふうに考えているところでございます。 

○議長（中川政司君） 濱田君。 

○４番（濱田憲治君） 要望を受けられて、警察とも協議をされておるというようなこ

とでございます。プラス町道の改良ということは、そこもまた現地を視察していた

だいて、見通しのよいようなかたちをとっていかなければいけないというようなお

話でございます。 

それにプラスして、ゾーン３０というのがございます。各地区で学校の周辺では

取り入れられている制度でございますけども、速度を３０キロ以内に制限するとか、

標識を数多く付けるとか、道の外側線あたりに色付けをするとか、そういったこと

でそのエリアの中は、３０キロでございますよというようなかたちがゾーン３０で

ございます。近い所では、宇土市にもこのゾーン３０は設定しておられますので、

この町道乙女線から下の部分、特に学童保育に通る所は本当に曲がり曲がりで堅志

田保育園まで行かれますので、ぜひともそのゾーン３０が適用できないのかなと個

人的に思っておりますけども、教育課の視点からでも結構でございますが、このゾ

ーン３０とか何か検討する値にならないかなと思っておりますけども、ご返答があ

ればなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（中川政司君） 吉永教育長。 

○教育長（吉永公力君） お答えいたします。 

今、議員がおっしゃられたゾーン３０というのは、いろいろな条件が必要だろう

と思いますので、調べまして可能であれば一歩進めてみたいというふうに思ってお

ります。ほかの市町の状態も把握をして、調べていきたいというふうに思っており

ます。 

それから、先ほど学童保育のことについてお話がございましたけども、先週、学

校のほうに行きまして、ちょうど下校の時間を視察をいたしました。ちょうど月曜

日だったもんですから、１年生の担任の先生が学童保育のある保育園のほうまで引

率をして行かれておりました。確かに通行量が多い学校横の町道は、非常に危険な

場面がありますけども、それ以外の日はですね、国道を渡す横断歩道を渡すまでは
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学校の教員が見守るということ、そしてあとは慣れている２年、３年生の子どもが

一緒に渡って保育園まで行っておりますので、ある程度危険はありますけども、そ

ういった状態で１年生だけではないということです。 

ただ、子どもたちは、ある意味、成長も促さなければなりませんので、自分の身

は自分で守るというようなことも指導しながら、学校のほうには安全で見守れるよ

うな、そういった状態をですね、つくっていただきますように、これからもお願い

をしていきたいと思いますし、併せて保育園とのですね、そういう確認もですね、

校長と園長でぜひ早くしてくださいというようなお話もしているようなところでご

ざいます。 

○議長（中川政司君） 濱田君。 

○４番（濱田憲治君） はい、ありがとうございました。検討、ゾーン３０については、

調べていただけるというようなことにお聞きしましたので、検討をお願いしたいと

思います。 

学童保育については、学校側が例えば１０人行ってますよと、１０人保育園から

来ました、受け入れましたという、やはりそういう意思疎通、確認作業というのも

大事なところではないかなと思ったところでございます。砥用小学校も学童保育も

行われておりますので、今年は、去年ですかね、去年一昨年が、幼・小・保・中連

携がありましたので、できる限り連携を密にしていただいて、安全・安心な受け入

れ態勢ができていくような仕組みもつくることも大事かなと感じましたので、要望

していきたいと思います。 

以上で、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（中川政司君） これをもちまして、濱田憲治君の一般質問を終わります。 

ここでしばらく休憩いたします。再開を１１時といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４７分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中川政司君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問の途中でしたので一般質問を続けます。 

次に、６番、松永正憲君の一般質問を行います。松永正憲君。 

○６番（松永正憲君） 議長。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） ６番、松永でございます。通告しておきました４点について質

問をさせていただきたいと思います。 
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まず始めに、地域おこし協力隊について。 

これは総務省の概要としまして、平成２１年に制度化され、平成２７年には全国

６７３の自治体で、２,６２５人の隊員が活躍をしています。２８年度は８８６の

自治体で、３,９７８人が従事をしているということでございました。地方自治体

が募集を行い、地域おこしや地域の暮らしなどに興味ある都市部の住民を受け入れ

て、地域おこし協力隊として委嘱するということでございます。そして、隊員には

地域ブランド化や地場産品の開発・販売、都市住民の移住・交流の支援、農林水産

業への従事、住民生活の維持のための支援などの地域協力活動に従事してもらい、

併せて隊員の定住定着を図り、一連の活動を通じて地域力の維持、強化を図ること

を目的としております。 

美里町の２９年度の予算の中で、地域おこし協力隊関連の予算は約１,４５０万

計上されておりますが、現在何人が従事をして、またどのような活動をしておられ

るのかを、お尋ねしたいと思います。 

○議長（中川政司君） 大西企画情報課長。 

○企画情報課長（大西 茂君） ご説明いたします。 

現在は男性３名を委嘱をしております。１名の方は６０代で千葉市から、２名の

方は２０代で、１名は岡山市から、１名は御船町からでございます。いずれも町内

に住所を移し活動をしています。 

主な活動は、物産館「よんなっせ」での業務や、いきいきサロン等での意見交換

などを通じた東部地区活性化の支援、フォレストアドベンチャー事業の支援、地域

おこしなどにつなげるための地域資源調査やイベントの提案、またフェイスブック

での町のイベントや観光などの情報発信なども行っております。また、広報みさと

では協力隊日記を掲載し、協力隊員の活動や活動の周知や、地域おこしに取り組ま

れている団体の紹介なども行っている状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） 地域おこし協力隊が活動を行う期間は、概ね１年以上３年以下

であります。隊員の４割が女性で、８割が２０代から３０代であるということでご

ざいます。また、平成２７年度の調査では、５割が任地の自治体に定住し、定住し

た隊員のうち５割が就業し、２割が就農または起業をしているということでありま

す。今、３名の隊員がおられるということで、まだ任期はございますでしょうし、

任期終了後、美里町に来ている隊員として、就業、就農、起業を起こすというよう

な可能性はあるのか。課長の判断でいいんですけど、お尋ねしたいと思います。 

○議長（中川政司君） 大西企画情報課長。 
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○企画情報課長（大西 茂君） ご説明いたします。 

現在、委嘱しています３名のうち、１名が委嘱期間１年７カ月、２名が委嘱期間

１年４カ月となっており、それぞれ東部地区活性化やフォレストアドベンチャーの

支援、また地域支援調査などに携わりながら、任期終了後、何がやりたいのかなど

の模索をしている状況ではないかと思います。現在は、毎週１回担当者とミーティ

ングを行い、今後の活動方針等の確認を行ったり、就業等についての相談にも応じ

ています。また毎朝、その日の活動予定を担当者と確認をしております。さらに毎

月提出をしてもらっています活動報告書では、美里町の多様な地域資源等を活用し

た新たな商品開発や観光業への展開、農業への思い等が報告されていますし、２年

目を委嘱するにあたって、各隊員から提出をしてもらいました地域協力活動の目標

では、各隊員が本年度中に３年目を迎えることから、３年目、またその後の定住、

そして就業等を目指して活動を行っていく意欲が記載されておりますので、現時点

では可能性は高いというふうに考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） この地域おこし協力隊につきましてはですね、段々増えてまい

っておりますけど、その中でビジョンを持たない自治体がですね、臨時のお手伝い

さん感覚で協力隊を受け入れるという例が多いそうです。費用は国が負担してくれ

るし、人手不足でとりあえず財源で補うとする地域が目立っていると。また、隊員

の意識不足で辞めていく隊員も増えている。そこで、いろいろ課長から説明いただ

きましたけど、美里町がですね、募集を行うとき、どのような条件とか要望をした

のか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（中川政司君） 大西企画情報課長。 

○企画情報課長（大西 茂君） ご説明いたします。 

町では平成２７年度に募集を行っておりますが、その際の募集要項において、募

集対象と業務概要、活動内容でございますが、こちらを示しております。募集対象

は、年齢２０歳以上の方、三大都市圏を始めとする都市地域等に居住しており、委

嘱後に町へ生活の拠点を移し、住民票を移動することができる方、委嘱期間終了後

に美里町に定住する意志のある方、過疎地域等の振興に意欲があり、地域住民との

親交を深める意志のある方などを要件として募集対象をしております。 

また、業務概要、活動内容でございますけども、こちらは３つの重点業務をお示

しをしております。１点目は、東部地区活性化の支援でございます。町内でも地域

力、まあ過疎化が進んでおります東部地区の振興を目的として設置した物産館にお

いて、業務の手伝いを行いながら、情報発信やそばを含む農林産品のブランド化、
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イベントの企画、提案と実践、物産館を核とした高齢者支援の企画提案と実践など、

東部地区の活性化につながる活動を行うこと。２点目は、平成２７年５月に開業し

ましたフォレストアドベンチャーで、管理運営業務やインストラクターとしての支

援を行うこと。３点目は、著しい人口減少に歯止めをかけるために、町が行う地方

創生事業の推進、支援を行うこととしております。また、これ以外にも一般業務と

して、美里町が行う地域おこしの支援や提案・実践、地域自主組織及び地域づくり

団体等との連携協力、住民の生活支援、地域活動への参加及び参画、その他目的達

成に資する活動を行っていただくことを業務概要として示して募集を行っておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） 優秀な人材でやる気のある隊員もきっとおられるかと思います。

こういう質問をあてたのは、そういう３名が今就業されていて、私たちがなかなか

触れ合いがないというような気持ちがありましたので、そのような優秀な人材が来

ていただいておるならば、今後そういう人たちが、自治体側とですね、とことん美

里をどう変えたいのか、そういうお話を進めていただいて、主体性をですね、やっ

ぱり持っていただいて、活動をされ、そして美里町にですね、やっぱり残っていく

人事に育てていっていただきたいという思いがありましたので、質問をさせていた

だきました。 

町長の見解は。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 確かに、議員おっしゃいますように、定住をしていただく、最

終的には定住をしていただいて、そして起業をしていただく。あるいは農業に就業

されてもいいのではないかというふうに思います。そういった意味では、今来られ

ている３名の方、もう１年をそれぞれ過ぎて、もう２年目に突入をされておりまし

て、非常にやる気をもって汗をかきながら頑張っていらっしゃるというふうに聞い

ておりますし、実際そういう場面も見ております。そういった意味では、議会の皆

さんともそういう触れ合う機会といいますか、いろんなイベントで皆さんと顔を合

わせるような機会がある、そういう機会をですね、今後、そういうイベント等にも

顔をまた出していただくように話をしたり、あるいは自分の思いを述べる、そうい

う場面が、これはできるかどうかっていうのはまた分かりませんけれども、そうい

う汗をかいているところをちゃんと見ていただくような、そういう機会っていうの

はやっぱりつくっていく必要があるのかなというふうに感じたところでございます。 

○議長（中川政司君） 松永君。 
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○６番（松永正憲君） 過疎化が進む我が町でございますので、ぜひですね、こういう

若い人たちが入ってきていただいて、定住されて、農林業といいますか、そういう

ものに従事をしてリーダーシップをとってですね、町を引っ張っていくような人材

を育てていただきたいというふうに思います。 

続きまして、フォレストアドベンチャーについて、お尋ねをしたいと思います。 

２８年度におきましては、地震災害や豪雨災害がありまして、施設使用料も２,

３００万円ですかね、ぐらいだったと思います。本年度は利用者数も多いと聞いて

おります。いろんなことでリピーターも増えてきたんじゃないかと思われます。本

年度の予算で３,８５０万円計上されております。昨年度より１,０００万円増えて

おりますが、その増えた理由と内訳をお尋ねしたいと思います。 

○議長（中川政司君） 下田林務観光課長。 

○林務観光課長（下田幸輔君） ご説明いたします。 

この歳出額につきましてですが、平成２８年度におきまして、運営スタッフの必

要数の確保と広告宣伝費の補正予算の追加を行っております。この執行額を基に算

出した予算額となったところです。 

その経緯ですが、フォレストアドベンチャー美里の平成２７年度オープン当初の

運営にあたりましては、期間を限定した運営指導を兼ねて、他の県のフォレストア

ドベンチャーからの応援スタッフと、４名程度の非常勤雇用とアルバイトで対応を

しておりました。また、連休や祭日の繁忙期における対応につきましては、林務観

光課の職員を当該業務に充てて、応急的に対応をしてきたところでございます。 

しかしながら、平成２８年度は震災及び豪雨災害の発生に伴いまして、担当課の

職員はその対応業務に専念することとなったことと、今後の安定的な管理運営のた

めに、また雇用の場の創出等を念頭に、当該施設の専任職員の増員について、増額

補正において対応してまいりました。併せて、災害等による利用客数の減少や影響

を極力取り戻す目的で、メディアを通じた広告宣伝を行うために、増額補正により

幅広く周知を図りました。これに伴いまして、平成２８年度においての最終的な支

出額は、本年度の予算額を上回ることとなったところでございます。 

ご質問の増額につきましては、このような経過を踏まえて予算計画を行っている

ため、当初予算での比較では１,０００万円の増額となっているところでございま

す。 

以上です。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） 本年度の使用料は、一応３,０００万の収入を見込んであると

いうことでございます。 
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しかしながら、この事業というのは、補助事業じゃないわけですね。そういう中

で、一般財源から８００万以上毎年繰出しているということでございます。総収入

が４,０００万あれば、３,８５０万の予算でもいいんですけど、結局はこういった

状態をずっと続けていけば、結局いつまで経っても事業としての成立はないと思う

んですね。だから、商売とすれば、もうとっくに倒産せにゃいかんというようなこ

とでもございますので、私が言いたいのは、こういう直営の事業でございますので、

最終的にはやっぱり１円の利益でも出すというようなことを基本において考えてい

かないと、やはりこれは将来的にこれは、事業はにぎわっても町としてはやはりで

すね、赤字経営になってしまうというような考えですので、このことをですね、や

っぱり頭に、年頭において損益分岐点を考えて予算計上するとか、そういうことを

しなければいけないというふうに思いますが、その点についてはいかがですか。 

○議長（中川政司君） 下田林務観光課長。 

○林務観光課長（下田幸輔君） ご説明いたします。 

この施設につきましては、ご質問のとおり収支内容についての損益分岐点の精査

等が必要と考えているところでございます。平成２７年度にオープンしまして、平

成２８年度においてはロングジップを新たに増設し、管理運営の体制も整いつつあ

るところで、そういうところでしたので、本来２年目となる平成２８年度において、

成果の検証を行い、運営内容の検討を行うべきところでしたが、先ほどご説明しま

したとおり災害等の影響もありまして、一時期利用者の低迷が見られたため、その

検証に至るデータが不十分な年度となりました。本年度は昨年度のような影響もな

く営業を行っておりまして、収支内容と損益分岐点の検証に取り組むこととしてい

るところでございます。 

なお、本年度５月末までの運営の現状としましては、ネットユーザーによるユー

チューブでの体験情報の発信など、ＳＮＳによる情報拡散の影響などもありまして、

過去２ヶ年の同時期をはるかに上回る利用状況となっておるところでございます。

さらに今後の利用客の増を図るため、メディアの利用や各観光連携協議会、県など

と連携して、国内外を問わず売り込みに努めまして、本年度の成果を検証すること

としております。 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 議員ご指摘のとおり、収支のバランスに関しましては、今、入

を出が大分上回っているような状況でございます。 

しかしながら、本施設のオープンによりまして、町での交流人口というものは確

実に増加をしておりまして、その波及効果も大きいというふうに考えております。
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まずは美里町にあるフォレストアドベンチャーを知っていただくこと、そして足を

運んでもらうこと、そして安心して楽しんでもらうことを念頭に、ＰＲ活動やスタ

ッフの育成に努めているところでございます。 

なお、今説明もございましたけども、一定の期間を見たあとに、民間への委託等

を検討していかなければならないというふうに考えているところでございます。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） 臨時職員のですね、賃金が２,２００万、本年分計上されてお

ります。広告宣伝費が４００万、宣伝費につきましては先ほど課長から内容を言わ

れましたけど、これを継続して利益を出すということになれば、このへんをやっぱ

り絞り込まないと、ただ人間が足らん足らんというような考えで入れたら、やっぱ

り私は独立採算制は取れないんじゃないかなと。 

これには載ってない、直営ですから、何人か職員も派遣されとると思うんですね。

なおさらそういうことであれば、今後、今町長が指定管理に最終的には移行したい

と。これは議会でも何度もそういうことは言われたと思うんですけど、やっぱりそ

ういうことであれば、やっぱりこのへんをやはり新課長において、予算は組んであ

るけどそのへんをどう絞っていくか。土日は忙しいけど、平日はそうでもないんじ

ゃないかというようなことで休みをやったり、人間を減らしたり増やしたり、その

へんのですね、ことを考えていかないといけないと思いますけど、そのへんについ

てはどうでしょう。 

○議長（中川政司君） 下田林務観光課長。 

○林務観光課長（下田幸輔君） ご説明いたします。 

ご質問のとおり、こういう運営をするにあたっては、一番まず人件費等が一番の

課題かなと思っております。現在ですが、常勤の臨時職員が６名、ゴールデンウィ

ークや連休、夏休みなど、繁忙期の人員確保につきましては、アルバイト９名、そ

の時のみ雇用するというかたちで対応をしているところでございます。なお、臨時

職員につきましては、予定人員に８名に達していないため、今現在は公募中でござ

います。 

それと、広告宣伝費等も今回予算の中でも、２８年度と同じようにしておりまし

て、この２点についてが今後課題のものかと思っておりまして、人員につきまして

は、一番繁忙期で２０名をスタッフとして、最低２０名を必要としている状況でご

ざいまして、その対応につきましては、うちの担当課職員のほうで代休を取りなが

ら対応している状態でございます。ただ、臨時職員につきましても代休を取りなが

ら、それと休息時間等がなかなか取れないような状況がゴールデンウィーク期間は

ありまして、最低限必要な職員数を確保したいというところで、予定人員８名を今
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計上しているところでございます。 

以上です。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 議員がご指摘のとおりですね、やはり人件費というのが非常に

大きくなっております。また町からもやはりその担当というようなかたちで、時間

を使ってですね、フォレストアドベンチャーの業務にも携わるわけですので、そう

いった人件費も含めると、非常に人件費等で予算が膨らんでいるのかなというよう

な思いもございます。 

やっぱりそういったことを考えますと、やはり今町がスポット的に、今フォレス

トアドベンチャーだけを運営、直営で運営しているというようなかたちになるんで

すが、他の施設等ともですね、連携をしながら運営が、一体としてできるようにな

れば、忙しい時には応援に行く、少ないときは他の施設をしっかりと管理していく

というようなこともできるのではないかなと思います。そういった意味では、やは

りできるだけ検証を早くさせていただいて、早い時期にやはりこの民間にお任せを

して、で利益をしっかり上げていただくようにするような必要はあるというふうに

考えております。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） 現在のフォレストアドベンチャーにつきましては、施設使用に

おいてですね、身長１４０センチ以上とか、小学４年生以上などの制限がございま

す。家族連れで利用されるとすれば、その要件に当てはまらない人が、幼児がいら

っしゃるかと思うんですけど、そういう人たちがちょっと退屈しないで遊べるとか

いうようなですね、ことを考えたらどんなかなと。そうすれば、家族連れの利用も

増えるんじゃないかなという思いがございますけど、そのへんについて、町として

は、周辺整備といいますか、そういうことを考えていらっしゃるのか、お尋ねをし

たいと思います。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 現在、フォレストアドベンチャー美里につきましては、安全か

つスムーズに楽しんでもらうために、小学４年生以上、身長１４０センチ以上、２

０歳未満は保護者同伴での利用などの制限がございます。来場者の中にはその制限

により利用ができず、同伴者が終わるのを待っていらっしゃる、そんな光景も目に

付きます。町といたしましては、ご来場いただいたすべての方に楽しんでもらいた

いという思いが強くございますので、これは以前もお話ししたことがありますが、

例えば、ダムの艇庫を使って楽しんでもらう。あるいは小さいお子様連れの親子等

でも利用できるコースづくり、あるいは遊具の設置、そういったものを検討してい
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く必要があると考えております。 

しかしながら、ダム湖の艇庫を使うためには、またじゃあどこがそれを請け負う

のかということもありますし、遊具の設置であったり、新たなコースづくりとなり

ますと、また予算も伴うことでございますので、検討させていただいて議会のほう

にもしっかりと相談をさせていただいて、進めていければと考えているところでご

ざいます。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） あのへんにはキャンプ場もございますし、そのへんを夏休みと

かフル活用されて、連携で泊って遊べるというようなかたちを考えていったらどう

かなというふうに思います。 

いずれにしましても、今後は独立採算制で運営ができるような事業として確立さ

れて、指定管理者も、町長も言っておられましたように、指定管理者に早く委託で

きるように、各担当課の一致集結した努力をお願いしたいというふうに思います。 

続きまして、復旧・復興につきまして質問をいたします。 

先月の５月２０日に金子代議士が美里町の被災箇所の視察に来られ、上田町長は

じめ議会も同行をいたしております。今後、拡張予定の道路や新しく架け替える橋

梁、現在復元中の二俣橋、勢井下福良線はまだ通行止めとなっておりました。完成

間近の箇所もあり、手付かずの箇所もございました。先般、全員協議会で提案され

承認されました勤労者体育センター、美里公民館砥用分館の視察も行いました。勤

労者体育センターにおきましては、先の全協で解体したがいいんじゃないかという

ようなことでございました。そのいずれ解体するとしたあとのですね、利用につき

まして、災害公営住宅建設１０棟分についてですね、何とかその場所に建設可能で

はないかというふうに思います。その理由といたしましては、砥用地区の中心地で

もございますし、商店街、金融機関、いろいろな施設も隣接地にございます。利用

者にとりましても生活維持の場所としては最高の場所じゃないかというふうに思わ

れますので、町長の見解をお尋ねしたいと思います。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 昨年の熊本地震によりまして、勤労者体育センター、あるいは

砥用分館は甚大な被害を受けており、現在も閉鎖中でございます。復旧も考えまし

たが、年々利用者も減っている状況であり、管理運営費等を鑑み、解体を決断いた

したところでございます。今、議員がおっしゃられましたとおり、跡地利用につき

ましては、この勤労者体育センター、あるいは砥用分館の跡地は、今建っているそ

の土地はですね、商店街にも近いですし、社会福祉協議会であったり、文化センタ

ーひびき、あるいは銀行、あるいは郵便局等の公共的な施設にも近く、非常に利便
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性もいい、そういう立地であるというふうに考えております。そのような意味では、

今後町が計画しております災害公営住宅の建設、あるいは残った所を宅地にすると

か、町営住宅を考えるとか、いろいろそういうふうに今後は宅地、人がそこに住め

る、そういう立地でありますので、災害公営住宅、あるいは住宅地等の場所として、

商店街を含めた振興ができる、そういう土地になるのではないかなと考えていると

ころでございます。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） 解体後の利用ということでお尋ねしましたけれども、町有地で

ございますので、新しく購入する費用もいらないというような前提で、ぜひお考え

をいただきたいというふうに思います。 

続きまして、名越谷線の道路拡張に伴う地区の再建ということでお尋ねをしたい

と思います。 

名越谷線のですね、道路拡張の箇所を視察をしております。交差点会議において、

十字路の改良のため、名越谷生活改善センターが立ち退きになるという説明を受け

ております。移転建設をするのであればですね、名越谷小学校を解体してですね、

跡地に建設したらどうかなというふうに現地で思ったことでもございます。 

昨年の地震では、本村地区、５件の全壊があっております。今春、こばと保育園

も廃園になりましたし、まず三渓地区の中心でもあります。学校の跡地ということ

で駐車場もございますし、今後利用するとすれば避難所も広いですので、ここにで

すね、改善センターを直すというようなこともできるんじゃないかなというふうに

思っております。 

それから、三渓地区の文化財が学校に保管をされていると思います。三加の大名

行列、名越谷のガメ、古閑の大蛇ですかね。そういう文化財が、大事な文化財が保

管されていると思いますので、ぜひそういうことも含めてですね、名越谷地区の、

三渓地区の中心として、そのへんの地域再建を含めてやったらどうかなというふう

に思いますので、町長の見解をお尋ねします。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今、名越谷線のほうが道路、地元の皆さんのご協力のお陰をも

ちまして、道路が鋭意、拡張ができている、拡幅ができているところでございます。

その中で、今議員ご指摘のとおり、移転を余儀なくされる、そういう施設もござい

ます。現在、三渓地区の区長さんからもですね、３つの区の区長さんからも要望が

挙がっているところです。その要望内容といたしましては、三渓こばと保育園の建

っていた、三渓こばと保育園あるいは三渓文化財保管庫、こういったものを解体を

して、そしてその跡にやはり名越谷地区の公民館であったり、文化財の保管庫も含
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めて建設をして、やはり三渓地区の拠点となる、そういう施設ができればというよ

うなご要望をいただいているところでございます。町といたしましては、その要望

を受けて、今協議をですね、進めているところでございます。やはりその跡地をど

う利用していくかというのは、今後、できれば拠点となるようなそういうものがで

きれば、一番素晴らしいのではないかなというふうに考えております。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） ３地区からそういう要望が出ているということでございますな

らば、ぜひ、前向きな検討をお願いしたいというふうに思います。 

続きまして、緑川ダム堰堤の工事による影響と、それに伴う要望でございますけ

れども、現在緑川ダムの堰堤の工事が行われております。ここは地震被害で亀裂が

できて、修復まで大分かかるそうでございます。通行止めが３月、５月まで、１１

月と、何回も工期延長がされております。工事をされる状況の中で延期をされてお

ると思うんですけども、柏川地区や藤木地区の住民は不便を強いられているという

ふうに聞いてもございます。緊急性の事態も考えますと、補助ダムにですね、下り

る道路をつくれば、不便さも解消できるんじゃないかなというふうに思いましたの

で、これは町の管轄ではなく国交省の事業ではございますけれども、ぜひ町からも

そういうことを、今後のためにもですね、要望をしていただけたらというふうに思

います。 

やはり、あそこの下は遊歩道みたいに少しはできておりますね。そのへんの拡張

をすれば、何とかできるんじゃないかなというふうなことを思いましたので、ぜひ、

上田町長は国交省に対しての要望は優れていると聞いておりますので、ぜひそうい

う見解をですね、要望していただきたいというふうに思いますので。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今、お話がありましたが、この緑川ダムの堤防の工事につきま

しては、３月３１日から５月３１日になって、それが１１月２９日までということ

で工期が延期をされているところでございます。それによりまして、洞岳地区及び

柏川地区の住民の皆さんには、大変ご迷惑をおかけているところでございます。今、

議員がおっしゃいました要望の、脇を通って上がっていくという件でございますが、

しっかりと受け止めて、緑川ダム工事事務所のほうにですね、一度要望に行きたい

というふうに考えたところでございます。 

○６番（松永正憲君） はい、ぜひ要望をお願いしたいと思います。 

続きまして、中学校統合につきまして質問をいたします。 

砥用中学校、中央中学校の両校が統合ということで検討をされていると思います。

毎年生徒数も減少し、クラブ活動が維持できないなどの理由があると聞いておりま
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す。地域住民の意見、保護者の意見、地理的な問題、検討する課題がいっぱいある

と思われますけど、現在どこまで決定をしているのか、進んでいるのか、いつを目

途に最終決定をなさるのか、お尋ねをしたいというふうに思います。 

○議長（中川政司君） 吉永教育長。 

○教育長（吉永公力君） お答えいたします。 

美里町中学校統合審議会という組織を、昨年の１０月につくりました。この組織

は、１７名の委員さんによって構成されておるわけですけども、その中で審議して

いただきますものは、新しくつくる統合中学校の位置、場所でございます。それと、

いつから正式に統合するのかという統合時期、そして、どのような中学校をつくっ

ていくのか、中学校のあり方について審議していただくということでスタートした

わけでございますけども、昨年の１０月からこれまで４回、審議会を開催をいたし

ました。かなり議論は進んでいるわけですけども、残り３回開催をしまして、審議

会としての結論を、答申というかたちでいただく予定です。そして、１２月頃にな

ると思いますけども、その答申を、結論を教育委員会に提出していただくと。教育

委員会で意見書としてまとめて、町長に提出すると。最終的には町長が最終判断を

するというような流れになっているところです。 

なお、このことにつきましては、住民の方も昨年はあまり知られてはおりません

でしたから、いろいろなかたちでお知らせしたほうがよろしいだろうというふうに

思いまして、今年の２月、広報みさとの２月号でお知らせをしたところです。それ

から、すべての小中学校の保護者に対しても、正式なかたちで４月に文書として配

付をいたしました。 

また、現在の進捗状況につきましては、広報みさとの７月号、今月の末には発行

されると思いますが、その中でもお知らせをしていく予定にしているところでござ

います。 

以上です。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） 最終決定は町長ということでございますので、町長の見解は。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今、教育長からも説明がありましたが、１２月頃に教育委員会

へ答申があって、その後、教育委員会で内容を検討して意見書として、１月に上が

ってくるという話であります。その上がってきたその意見書を見て、できれば１月

なのか、あるいは２月にずれ込むのか、この前の議論が仮に少しずれ込んできたら、

決定するのも遅れてくると思いますけども、意見書が出てきたら速やかに方向性を

見出していきたいと思っております。 
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ただ、一つだけこの合併問題、統合の問題について話させていただきますと、こ

の統合問題は何のために議論していて、誰のための統合かということ、これだけは

置き去りにしてはいけないというふうに思っております。私もまだ子どもを育てて

いる一人として、やはりこの誰のためにやるのかということを、これだけは忘れて

はいけないというふうに思っております。議員もおっしゃいましたが、少子化の中

でクラス替えもできない、部活動も成り立たない、競争心も生まれない、こういう

状況ではいけないということで、この議論はもう、おそらく大分前、５年ぐらい前

から始まってスタートしたんではないかなというふうに思っています。そういった

意味におきましては、美里町の子どもたちをたくましく成長させて、そして高校で

あったり、社会に進んだ時に、自分に自信と誇りをもって生活していける、そうい

う美里町の子どもを育てるための統合でございますので、ご理解あるいはご協力の

ほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） 町長がおっしゃるように、最終的な問題としては、子どもたち

の主体性だろうと思うんですよね。そういうことで、これは大人が決めることかも

しれませんけども、そういうことであれば、やはり子どもたちの将来のことを考え

ながら、そして美里の将来のことを考えながらですね、やっぱり決定をしていただ

きたいというふうに思います。 

それと同時にですね、どちらかがどちらかに統合するとした場合、どちらかの学

校が残ると。現在ですね、多分給食調理員の人が退職されて、足りないというお話

も聞きました。最終的にはですね、どちらかを、残った学校を給食センターみたい

に改造するなり、統合するなりすれば、私は十分調理員は足るんじゃないかなと、

合理化すればですね。そういうことも含めて、やっぱり関連性のあることをですね、

同時進行して考えていただければというふうに思いましたので、そういう質問をし

たわけでございます。その点に関しては、町長いかがでしょうか。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 給食調理員さんについて。残った所をどうするか。 

○６番（松永正憲君） いや、だから残った学校を、どちらかが残るか分かりませんけ

ど。 

○町長（上田泰弘君） 統合決断したあとには、どちらかの校舎が残るということにな

ります。それぞれの校舎におきまして、機能性や利便性が違います。今おっしゃい

ました給食センターの問題も絡んでくるのかもしれません。ただ、その活用方法に

つきましては、まずはどっちに統合するという結論が出たあとにですね、これは速

やかに、今文部科学省が実施しております全国の廃校情報を集約して、活用ニーズ
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とのマッチングを図る、未来につなごう「みんなの廃校」プロジェクト、サテライ

トオフィスであったり、美里もネット環境が整いますので、例えば、四国のほうで

もあったような、ネット環境がいいので、一つの教室をオフィスとして貸し出す、

そういったことも考えられるのではないかなというふうに思います。そういった意

味で、廃校が利用できるように、いろんなアンテナを張って努力をしていかなけれ

ばいけないと考えております。 

○議長（中川政司君） 松永君。 

○６番（松永正憲君） 私が言ったのは、給食センターをつくれということじゃなくて、

そういう町長が言われたように、いろんな考え方があると思うんですね。新しいう

ちにすぐやっぱり考えていかないと、何年も経ったら、また改装がいったりいろい

ろございますので、そういった点を含めてお考えいただきたいというふうに思いま

す。 

これで、私の一般質問は終わります。 

○議長（中川政司君） これをもちまして、松永正憲君の一般質問を終わります。 

ここでしばらく休憩いたします。再開を午後１時といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４６分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中川政司君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問の途中でしたので一般質問を続けます。 

次に、３番、坂田竜義君の一般質問を行います。坂田竜義君。 

○３番（坂田竜義君） はい、３番、坂田竜義でございます。 

○議長（中川政司君） 坂田君。 

○３番（坂田竜義君） 一応、質問の通告をしておりますので、それにしたがいまして

質問を行いたいと思います。 

まず、第１点は、この地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う課題について、ということでございます。 

総務省におきましては、地方公務員の臨時非常勤職員及び任期付職員の任用のあ

り方に関する研究会の報告書ということで、平成２７年１２月７日に報告書が出た

ところでございます。内容的には、任用の明確化とともに、給付体系の見直し、適

正な勤務条件の確保を求めるというのが目的ということになっております。現在、

臨時非常勤職員が全国の自治体に６４万人おるということで、総務省の資料に出て

おるところでございまして、公共サービスの提供に欠かすことのできない存在とい
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うことになっておりますけれど、任用根拠すら明確に位置付けがなく、勤務条件の

劣悪さから、官製ワーキングプアというふうに称される部分もあるわけでございま

す。 

今回の改正におきましては、公務員法に初めて法律上その存在が明確に位置付け

られたものであるというふうに認識しているところでございますが、現在、町の役

場におきまして、臨時非常勤の職員がおられますけれど、そのそれぞれの任用の根

拠、それから各法律、条文ごとの内訳、これがどうなっているか、まずはお尋ねを

いたします。 

○議長（中川政司君） 吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

現状の臨時非常勤職員の任用根拠ということでございますけども、臨時非常勤職

員につきましては、地方公務員法に基づく制度的な位置付けとして、臨時的、補助

的な業務、または特定の学識、経験を有する職務に任期を限って任用すると介され

ております。それぞれの任用根拠につきましては、特別職、非常勤職員は、地方公

務員法第３条第３項第３号、一般職非常勤職員は同法第１７条、臨時的任用職員は

同法第２２条の規定に基づくものであります。現在、本町では地方公務員法の根拠

規定、並びに関係条例、規則の規定に基づきまして、特別職非常勤職員１名、一般

非常勤職員６１名、臨時的任用職員２名を任用しているところでございます。 

以上でございます 

○議長（中川政司君） 坂田君。 

○３番（坂田竜義君） 今、各３条に基づくものが何人とか、そういう情景をお願いし

たいと思いますが。１７条の関係が何人、２２条が何人と。 

○議長（中川政司君） 吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

まず、地方公務員法第３条第３項第３号特別職の非常勤職員でございますけども、

本町では１名の任用をしております。それから、地方公務員法第１７条一般職の非

常勤職員でございますが、６１名でございます。それから、地方公務員法第２２条

の規定に基づく臨時的任用職につきましては、２名を任用しているところでござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 坂田君。 

○３番（坂田竜義君） 一応、法律がですね、この先月５月１１日に、これは参議院の

先議事項でございまして、衆議院で５月１１日に成立したということですが、一応

施行日が平成３２年４月１日ということで、約３年後に実施、施行がされると、こ
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ういうことになっております。一応その、新たに位置付ける会計年度任用職員とい

うことで位置付けられますけれど、この場合の再度の雇用ですね、これはどうなっ

ておるでしょうか。 

○議長（中川政司君） 吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

改正地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の任期につき

ましては、同条第２項において、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの

期間の範囲内で任命権者が定めると規定されておりますので、任用期間につきまし

ては、最長で１年というふうに認識をしております。ただ、任用後の同一の職に再

度任用されるということ自体は、排除されるものではないというふうに認識をして

おります。 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今、総務課長のほうからも説明がありましたけども、この場合

につきましては、その対象となる職員に対して、任期の延長ではなくて、あくまで

新たな職に改めて任用されるものであることを説明する必要があると考えておりま

す。また、再度の任用につきましては、平等取扱いの原則や成績主義の下、人事評

価であったり面接試験などの客観的な能力の実証を得た上で行うべきではないかと、

現在のところ考えているところでございます。 

○議長（中川政司君） 坂田君。 

○３番（坂田竜義君） 特にこの法改正の主な内容につきましては、もう繰り返しませ

んけども、非常に３条、地公法の第３条の関係では、専門性の高いものに限定をし

たと、それから臨時的任用の関係については、常勤の職に欠員を生じた場合に限定

するとか、あるいは会計年度任用職員に係る規定の新設、給付体系の変更というこ

とで、フルタイムの場合は要するに期末手当も払っていいよと、こういうかたちに

ですね、大体主な改正としてなったところでございますけれど、期末手当の支給が

今言いましたように可能になりますけれども、これは給料手当か、もしくは報酬、

費用弁償で払うのか、どちらでしょうか。 

○議長（中川政司君） 吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

新たに設けられる会計年度任用職員につきましては、これまで一般職の非常勤職

員で任用しておりました短時間任用に加え、フルタイムでの任用が可能であること

が法律上明記をされております。改正後の地方自治法第２０３号の２第４号では、

短時間任用の会計年度任用職員に対しまして、これまで支給が可能であった報酬及
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び費用弁償に加え、期末手当を支給することができると規定されておりますので、

短時間任用の会計年度任用職員に支給する期末手当につきましては、報酬ではなく

職員手当にあたるというふうに考えております。 

また、フルタイム任用の会計年度任用職員につきましては、これまでもフルタイ

ムの一般非常勤職員につきましては、給料手当の支給が可能というふうに介されて

おりますので、フルタイム任用の会計年度任用職員については、給料手当の支給が

可能というふうになると認識をしております。 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 坂田君。 

○３番（坂田竜義君） 一つは、なぜお尋ねしたかと言いますとですね、結局、給料手

当、いわゆる交付税の関係で、要するにきちんと手当を新たに出すということにな

るわけですから、その分はきちんと基準財政需用額に算定されて、交付税の対象に

なるようなことにすべきではないかという視点で言っておりますので、ぜひそうい

う観点からですね、やっていただきたいと、このように思っております。 

それから、要するに短時間、フルタイムでなくてですね、短時間職員の関係につ

いて、給料手当の対象とせずに、報酬・費用弁償の対象に定めているということで、

研究会の報告、あるいは政府が今進めております働き方改革の議論から、ちょっと

離れているような面もございます。そういったことで、先ほどの一般職非常勤職員

のいわゆる会計年度任用職員についての任期が切れた場合の、要するに再度の雇用

ですね、雇用の延長ということじゃなくて、再度の雇用ということではありますが、

やっぱりこれは基本的に雇用の安定につながらないというふうに思われますので、

できるだけ雇用の安定につながるような方策を講じていただきたいと、このように

思いますし、短時間の関係についても、この報酬・費用弁償ではなくて、給与手当

の部分からですね、出すような方向の検討、こういった、まだ法律が施行されてお

りませんからですね、今答えられる限界があると思いますけど、その点について、

何か見解はありますか。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 議員、おっしゃいますように、これは平成３２年４月の施行に

向けてこれから取り組んでいかなければなりませんが、やはり今現時点でちょっと

人のことを考えてみますと、なかなかやはり都市部にはたくさん人が集まられます

が、地方にはなかなかいらっしゃらないということもありますし、あるいは近隣の

自治体との差というものも出てまいります。そういった意味では、近隣の自治体あ

たりともですね、連携をしながら、そして美里町で働きたいと言っていただける、

そういった仕組みづくりに努力していかなければいけないと考えております。 
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○議長（中川政司君） 坂田君。 

○３番（坂田竜義君） 先ほど１７条の関係が６１人ですよね。結局、今職員定数は１

２３か４か、そこらへんですかね、１２０何人ですね。それの半分ぐらいが、言う

ならば臨時職員と、こういうことですから。言うなら、本来ならば正職員を入れな

きゃいけないところをですね、臨時職員に置き換えているというふうにも見えます

し、それはそれで安上がりだからと言われるかもしれませんけれど、全国的にも、

先ほど言いましたように、６４万人ですね、臨時非常勤職員がおるというような状

況でございます。ですから、安易に本当に必要な人員はですね、当然正職員で入れ

るべきと思いますし、いろいろ行革や何だということで正職員が入れにくいから臨

時職員で間に合わせておるというのは、ちょっとこれはいかがなものかと、私は思

っております。それぞれ考えが違いますからですね。今後当然３年後の施行に向け

ての賃金、今から検討される、あるいは総務省あたりからマニュアル等も当然出て

くると思いますし、今申し上げましたようなことをぜひ、検討の課題の一つに据え

ていただいてですね、ぜひ対応をお願いしておきたいと、このように思います。 

それでは、２番目の子どもの貧困対策というようなことで、お尋ねをいたします。 

子どもの貧困というと非常に違和感、貧困という言葉自体に違和感があるという

ようなこともあるかもしれませんけれど、ただ法律がですね、子供の貧困対策法と

いうのが施行されて、もう３年経つわけですね。２０１４年の１月１７日に施行さ

れております。とにかくこれを議題に挙げたのはですね、一つは、切り口が二つあ

りまして、一つはですね、この子育て環境の先進的な取組みということで、出生祝

い金であるとかですね、保育料の減免であるとか、今医療費の無料化も中学から高

校まで１８歳までされております。これは非常にいい政策であります。そういうこ

とで、午前中の質問にもありましたように、要するに人口減に歯止めをかけてです

ね、他地区からやっぱり移住定住でこちらに人を入れていこうというためにはです

ね、やっぱり子育て環境をさらに充実させる必要があるという観点が一つです。そ

ういう意味で、出生祝い金、保育費の減免、医療費の１８歳までの無料化、非常に

これはいい制度ですから、これは継続させていかなければなりませんけれど、あと

でいろいろ触れますけども、教育の無償化という中でですね、このいわゆる給食費

の無料化ですね。給食費の無料化あたりもこの、せっかく子育て環境を先進的に取

り組もうと、そして人口減に歯止めをかけて呼び込もうというからにはですね、も

っともっといろんな施策を講じて、そういうことならば、なら美里に住んでみよう

かという施策がいくつかまだやるべきことがあると思うんですよね。そういう視点

からが一つです。もう一つは、ここに書いてあるように子どもの貧困対策というこ

とで、一つはこの就学援助費の問題を中心にしてですね、そういう対応について、
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いくつかお尋ねをしていきたいと思っております。 

まず、子どもの貧困の現状というのをですね、町としてどのように認識されてお

るのか、お尋ねをいたします。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今議員がおっしゃいましたように、これは国の、厚生労働省の

報告によりますと、日本の子どもの想定的貧困率は１６％で、子どもの約６人に１

人が貧困状態にあると報告が上がっております。ちなみに、美里町におきましては、

子どもが貧困に瀕している世帯、あるいはその子どもが何人いるかということは把

握しきれていない、把握していない状況でございます。 

○議長（中川政司君） 坂田君。 

○３番（坂田竜義君） 捉え方の問題だからですね、あれですけど、一応先ほど言いま

したように、子どもの貧困対策法が施行されて３年ということで、それに伴いまし

て、子どもの貧困対策に関する大綱というのが閣議決定され、そしてそれを受けて

県では子どもの貧困対策についての計画というのが策定されております。この子ど

もの貧困対策そのものは、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右され

ない社会を実現することということで書いてございまして、大綱の中には、教育の

支援、これは学用品費、修学旅行費、学校給食費、クラブ活動費、そういったもの

が入ります。それから、生活の支援として相談業務とか、交流機会の提供とかが入

ります。それから３点目は保護者に対する就労支援、それから４点目が経済的支援

ということで、児童手当、児童扶養手当、その他と、こういうことが具体的に列挙

されているところでございます。先ほどもありましたように、ＯＥＣＤ、いわゆる

経済協力開発機構加盟の３５カ国の中ではですね、１６.１％ということで下から

４番目ということになっておるところでございます。相対的貧困という言葉がござ

いますけれど、これはどういうことかと言いますと、所得の平均値の半分以下の世

帯と、これが相対的貧困と言われておりまして、金額的には１００万から１１０万

以下の世帯、これが大体相対的貧困の家庭と、こういうことに一応位置付けられて

おるところでございます。そういうことで、ほとんどひとり親世帯の半数以上が貧

困世帯にあると、このような指摘もあるわけでございまして、所得が１１０万以下

のところですね、そういったところが非常に実態としてございますので、これは税

務課を調べればですね、すぐに１００万以下、１１０万以下の世帯がどのぐらいが

あるかすぐ分かるわけでございまして、それはもう言いませんけれど、宇城市では

ですね、そのあたり全部詳しい資料が出ておるわけでございます。宇城市におきま

してはですね、この全部、就学援助の一覧表もこのように全部、学校別にですね、

全部詳しく出されておりまして、これいただいておるところでございますが、一応
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事前に教育委員会にお尋ねいたしましたけれど、学校ごとの数はちょっと出せない

ということでしたので、パーセント、パーセントは一応聞きました。１２.何％と

１６％ということで、世帯数はそれで児童数×の率でしていきますと、世帯数が出

ますけれど、大体そういう数が大体一応把握ができているというようなことでござ

います。そういうことで、子どもの貧困対策として、具体的に今町の施策としてで

すね、主にはあとで出てきます就学援助は最たるものですけれども、子どもの貧困

対策として具体的に町としてどのような対策を講じているか、お尋ねをいたします。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 先ほど議員のほうからもいい制度だと言っていただきました。

様々な制度がございます。ただ、これは貧困対策に特化しているわけではございま

せん。ございませんが、まず教育支援としては保育所、幼稚園の利用者負担料の軽

減及び市町村税の非課税世帯については、第２子を無料化し、また町独自で第３子

以降の児童が入所した場合の利用料を無償化しております。 

次に、経済支援といたしまして、第３子以降出生時祝い金として、第３子に１０

万円、第４子以降に２０万円を支給しております。また、１８歳までを対象として、

医療費の本人負担額を実質無料としているところでございます。併せて、ひとり親

家庭の支援といたしまして、医療費の一部負担金の３分の２を助成しているところ

でございます。 

最後に、就労並びに生活支援といたしまして、保育所、幼稚園での学童保育や延

長保育、一時預かり保育や病後児保育等を行っております。ただ、最初に言いまし

たように、制度等は、この今申し上げました制度等は、貧困対策として行っている

わけではございませんので、貧困対策に特化した具体的対策というものは、現在の

ところ設けていないのが現状だというふうに理解しております。 

○議長（中川政司君） 坂田君。 

○３番（坂田竜義君） 確かにそういうことで、私も理解はしております。子どもの貧

困ということで、問題はその医療費の無料化、これは１８歳までですから非常にい

い制度ですから継続してほしいとこのように思いますし、もう一つは、義務教育に

ついては無償にすると、憲法では書いてございますけども、ただ現実的にはいろん

な修学旅行費、学用品代とかですね、いろんなことで保護者、あるいは保護者の負

担というのが実際あるわけでございます。その中で、一つはこの、片方ではですね、

生活困窮者自立支援法というのが２０１５年４月１日に施行されております。この

中でもですね、この中では特にいくつかの具体的な事業が出されておりますが、一

番この生活困窮者自立支援法の考え方の中枢になりますのはですね、やっぱりこの

就労支援と、やっぱり例えばひとり親、母子家庭等におきます就労支援というのに、
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非常にこの力点が置かれている法律なんですね、これは。そのあたりについては、

非常にこの子どもの貧困対策法との関連もございますけれど、やっぱり就労支援と

いうことに力を入れるためにはですね、例えばハローワークにおられた方のＯＢと

かをやっぱり、例えばですよ、相談員とかで雇ってでもですね、やっぱりそういう

就労支援に力を入れて、そして各、それぞれ１１０万以下の相対的貧困家庭といわ

れる人たちの、やっぱり賃金をですね、生活収入を上げてやると、そういうことを

非常に大切なことだと思うんですね。ところが今、町の現状ではそういう係、福祉

課にそれをやれって言って、なかなか無理なところもありますけれども、そういう

就労支援の専門の要員をですね、これはもうＯＢで何でもいいわけですから、そう

いうことでやっぱりぜひ力をですね、入れるべきじゃないかとこのように今考えて

いるところでございます。 

あと３点目、教育扶助費というところ、予算上は教育費の扶助費の項に挙がって

きますけども、小学校の中、あるいは中学校で区分して出ておりますこの教育費の

扶助費の現状っていうのはどうなっているのか、お尋ねをいたします。 

○議長（中川政司君） 吉永教育長。 

○教育長（吉永公力君） お答えをいたします。 

教育費の扶助費と申しますと、就学援助費関係だろうというふうに認識をいたし

ております。美里町では国の法律に基づきまして、就学援助費の扶助要綱というの

をつくっておりまして、その中には経済的な理由によって就学が困難と認められる

児童生徒の保護者に対して、就学に必要な費用を援助すると、そして義務教育の円

滑な実施に資するということが謳ってありますので、これに基づいて就学援助費を

支給しております。ただ、申請ということがその前に出てまいりますけども、すべ

ての保護者に文書をもって周知をしまして、そして保護者のほうから申請書を出し

ていただきます。その中身ですけども、世帯票兼委任状というのがございまして、

民生委員とか学校長の意見書というのも出していただきますが、その中にですね、

世帯全員の前年の所得額を算定できる資料も添えていただくというふうになってお

ります。そこを出していただいたものは、最終的には教育委員会の中で諮って、そ

の申請を受理するのかどうかということを決めるというふうにしているところです。

この、もし認められた場合にはですね、その申請書と申しますのは、先ほど議員が

おっしゃった学用品、それから給食費というものが中心でございます。この、じゃ

あ幾らなのかということですけども、国の基準額に沿っております。小学校は１万

５,２２０円、中学校は２万６,８２０円、これを年間３期に分けて、つまり３回に

分けて支給するというような仕組みになっているところです。ちなみに、前年度の

実績でございますけども、小中学生合わせて約１１.３％で支給をしているという
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実績がございます。それを経済的な理由ということでございますので、有効的に活

用していただいているというふうに思っております。先ほど申しました給食費のほ

うですけれども、これは実費を全額支給するというふうになっております。実費と

申しますと、小学校は給食費４,３００円、中学校は４,８００円、年、夏休みは除

いて１１カ月分ということになっているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 坂田君。 

○３番（坂田竜義君） 大体分かったんですが、結局基本的に申請主義ということでで

すね、手を挙げなければ対象としないというのが今建前ですよね。結局、ここにで

すね、文科省が出しております基準というのが、私持っておりますが、要するに判

定の基準というのがですね、学校費の、要するに学校納付状態が悪い世帯、あるい

は昼食とか被服等が悪い、学用品・通学用品等が不自由している者、保護者の生活

状態が極めて悪いと認められる者、こういったところはですね、やっぱりきちんと

冒頭の生活困窮者自立支援法の考え方もそうですけども、子どもの貧困対策法も共

通しておりますけども、やっぱりここは校長とかがですね、認定する側、あるいは

保護者に対してもきちんと説明をしてですね、やってほしいというふうに思います

し、校長、認定する側がですね、今私が言ったような基準の物差しによって、結局、

職権で認定もできると書いてあるんですね、文科省の基準では。ただ、そりゃそう

です、生活保護もそうです。いかに困っとってもですね、うちは絶対生活保護を受

けないという方もおられるわけですよね、私は知っていますよ。ですからこれと一

緒でですね、困っとってもそういう給食費とかですね、一応免除してもらわんでい

いという方がおられるけれども、ずっと今私が文科省の基準で、校長が見た場合に

ですね、基準にみんな当てはまる人がほかにもいろいろおられるわけですよね。そ

ういったときには、保護者が申請しなくてもですね、生活実態から職権で認定する

というようなことも、ぜひですね、検討していただきたいというふうに思うんです

よ。実際それは我慢せろ、我慢せろと、我慢もいいけれどもですね、そういう子ど

もの時の投資というのはですね、非常にわずかな額の投資であってもですね、統計

的にはこの人たちが学校に行って、就職してですね、やっぱりきちんと職に就けば

ですね、やっぱ社会に４,０００万から５,０００万、貢献すると、研究報告書が出

ておるわけですよ。子どものころにやっぱり不自由をさせないで、そこの時点でや

っぱり税金で投資をしてですね、環境を整えてやればですね、やっぱりちゃんと学

校に行ってきちんと就職すれば、社会でまた社会保険料とかいろんなかたちで還元

すると、こういう研究している学者の資料もあるわけですね。ですから、やっぱり

ただ申請せんからだめじゃなくて、校長とか保護者にもやっぱり制度の趣旨を説明
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をしてですね、やっぱりできればそういうことで、この文科省の基準というのに照

らして、校長がそういうことでいろんな払いが悪いなと、あるいは昼食とかあんま

り着物がですね、いいもの着ていないなとか校長が判断すれば、職権でもできると

なっておるならば、ぜひそういうことも考慮していただいて、できるだけその就学

援助の判定のときも、ぜひそういう考えでですね、やっていただきたいというふう

に思っております。 

それから関連で、今教育長からありましたので、就学援助、ちょっとダブルかも

しれませんけれども、宇城市の関係、宇城市の資料を持っております。宇城市はか

なり詳しくですね、資料を全部出しているんですよね。本町においても、出せるも

のは出してほしいと思います。何も隠ぺいされているとは思いませんけれども、必

要なものはやっぱり出していただきたい。我々もそれを不必要にですね、ばらまい

たりするつもりはございませんのでですね、議会で質問するときの資料としてほし

いというだけの話ですから。そういうことで、先ほどありますように、１万幾らの、

いわゆる補助金を出しているということでありますが、実際、宇城市の実際の調査

の額によりますと、小学校でもですね、実際保護者が出した支出したお金と、補助

金に何千円か差が出とるわけですよね、毎月。それがまあ一つ私は問題だろうと思

うんですよ。中学校ではですね、何百円しか差が出ておりませんけん、それは１０

０円単位の話ですからそれはいいですが、小学校では何千円も補助金と実際保護者

が出した平均額とに差が出てます。そういったところもやっぱりきちんと調べてで

すね、やっぱりできるだけ補助金が国から出た分だけ払いますよは、それはよく分

かります、理屈で分かりますけども、その差額の何千円か分というのは、非常にや

っぱり負担が大きくなるわけですね。そういう貧困家庭といわれるところは、やっ

ぱり２,０００円の金、３,０００円の金もですね、非常にやっぱりきついと思うん

ですよ。ですから、そういったところもぜひ、就学援助費の不足分についてもです

ね、ぜひやっぱり出すような、出せるような方法もですね、ぜひ考えていただきた

いと、このように思うところでございます。 

それで、あと給食費のことを先ほど申し上げましたけれど、給食費がですね、ほ

とんど小学校では９９％、中学校では全国的に８１％給食がされているということ

でありますが、この給食費の無料化をしている所はもちろんそんなに多くはありま

せん。ただ、この公教育のすべてを無償化するというのは、憲法の考え方からいけ

ばですね、すごく当たり前のことだと思いますけども。ただ、実際的には教材費、

修学旅行費、学校給食費、あるいは部活で遠征をする場合もですね、お金がないか

ら遠征に行かれませんって、そういう子どももおられるわけですね。ですから、そ

ういったところをやっぱりきめ細かに、そこらへんの実態を見ていただいてですね、
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やっぱり決まった額しか払えないというのは分かりますけれど、それ以上にやっぱ

り無駄な経費をですね、やっぱり節約してでも子どもの教育のほうにお金を使うと

いう視点をですね、ぜひ持っていただきたいとこのように思うところでございます。

その子どもの貧困というのは、言葉的に違和感を感じられる方もあると思いますけ

ども、ただ法律的には、そういう子どもの貧困対策法というのができて、大綱が閣

議決定されて、貧困計画の件でつくられておるようなことでございますのでですね、

そのあたりについて、町としてもきちんと施策に活かしていただきたいと思います。 

生活困窮者自立支援法の考え方も、福祉事務所のある自治体となっておりますけ

ども、やっぱり福祉事務所のない自治体におきましても、今特に就労支援というこ

とで私が申し上げましたけども、やっぱり母子家庭とひとり親、父子家庭の場合は

比較的仕事はあるかなと思いますけれど、母子家庭の場合はなかなかあってもです

ね、やっぱりパート職員とかですね、スーパーのパートで時給が７００円とかです

ね、そういう世界なんですね。ですから、７００円で２０日行っても、掛けるの２

０日ですからね、８時間働いても、７、８、５６、掛けるの２０ですから、そうい

う金額ですから、とても子どもがですね、複数おった場合の生活というのは非常に

やっぱり厳しいと思うんですよ。そういう中でも、やっぱり手を挙げなければ認め

ないよということではなくて、やっぱり実態を見て、これはやっぱり必要だという

ことであれば、職権でやっぱり認定をして、できるだけ貧困対策、子どものうちに

やっぱり投資をしてやると。そして、その人たちがやっぱりちゃんと教育を受けて

仕事をすればですね、社会に還元してくれるわけだからですね、そのあたりについ

ては、ぜひ今後の施策の中でですね、活かしていただきたいと思います。 

トータルで答弁を、トータルで。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 確かに議員がおっしゃいますように、これは非常に難しい問題

だというふうに思います。中にはやはり生活保護であったり、あるいは就学援助制

度であったり。とにかく頑張って、やはり権利の裏には義務があると思っておりま

すので、義務を果たすというような思いをもってらっしゃる方も、これもたくさん

いらっしゃるんではないかなと思います。ただ、今おっしゃいましたようにさまざ

まな、就労支援であったり、あるいは子どもへの投資というのは、これはもう今後、

美里もそうなんですが、これは全体でやっぱり考えていかなければいけないことだ

ろうというふうに思います。そのような意味におきましては、今いろんなご指摘で

あったり、ご提案を受けましたので、精査させていただいて検討できるところはし

っかりと検討させていただきたいと思います。 

○議長（中川政司君） 吉永教育長。 
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○教育長（吉永公力君） 先ほど議員のほうからありました、我慢している家庭がある

んじゃないかというようなところですけど、確かに「うちは援助は受けない。」と

いうことで我慢をしてらっしゃる家庭も、私も今までの経験の中でしっております

が、我慢されているけども、非常に実際は経済的に厳しいと。そこに気付いて学校

のほうからですね、担任が気付きまして、校納金が遅れているということで、そし

て就学援助制度のことを詳しく話をして受給されるようになったというようなこと

もありましたのっで、そこらへんは学校にもお話をして、見過ごさないようにお話

をしていくということで、進めていきたいと思います。 

○議長（中川政司君） 坂田君。 

○３番（坂田竜義君） ぜひ、そういうことでですね、お願いしておきたいと思います。 

１点ちょっと言洩らしました。出生率が伸びた村というのを言うつもりでのがし

ましたけれど、長野県の下条村というのがありましてですね、ここは人口が四、五

千人の、４,２００人かの村なんですね。ここで非常に出生率が伸びたていうこと

なんで調べてみましたら、一番のポイントは医療費の無料化も確かにここしてあり

ます。一番のここの目玉はですね、要するに村で３階建てのマンションをですね、

８棟も９棟も建ててあるわけですよ。そして、大体広さが２ＬＤＫのいわゆるマン

ションですね。これを今のところ８棟、まだずっと１年に１棟ぐらいだけん、まあ

１０棟ぐらい建っておるかもしれませんね。そういうことで、２ＬＤＫのマンショ

ンを建ててですね、この普通の通常の家賃の半分、家賃の半分しか取らないと。だ

けん、宇城市で５万円ならですね、美里町にそういう２ＬＤＫのアパートを建てて、

家賃を半分にしますということで、先ほどの医療費の無料化、保育料云々と、これ

に併せて、この住宅を建てて、住宅も極端にと言うか、極めて低額に抑えますよと

いうときに、そういう施策を総合的に組み合わせて、そしていうならばベッドタウ

ンとして、熊本市にも、宇城市にも、一番の通勤に近い所にあるわけだからですね、

そのあたりの場所を選定して、そういったこともぜひ念頭に置いていただきたいと

いうふうに思います。 

続きまして、３点目です。美里町の地域交通網形成計画ということで、この分厚

いものが、私も２回読みましたけども、ようと理解ができとりませんけれど、交通

網の形成計画ができました。一応、ずっと分厚くアンケート調査から何から全部、

一応見ましたが、何分の１しか理解はしてないかなと思いますけれど。一応、要約

をして、自分なりに要約をしましたけん、これは繰り返しになりますから言いませ

んけれど。ずっと特性から見た課題、公共交通の問題点ということで、まちづくり

の方向性、町民の移動ニーズ、公共交通の現状から見て、ずっと課題をまとめてあ

ります。要するに、非常に利用率が低いというようなこと、特に路線バスですね、
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熊本バス、あるいは産交バスについても、たまに昼の時間帯に乗りますけれども、

ほとんどお客は乗っていないというような状況ですよね。ですから、赤字のはずだ

なと思いますけど、トータルで、路線バス含めて、福祉バスを含めて６,７００万

円のお金が町から出ているわけでございます。そういうことで、路線バスについて

もですね、先日、産交バスの社長さんの話を聞く機会がございました。何て言われ

たかというとですね、バスの運転手がですね、ほとんど入ってこないと。確かにき

つい、ある程度、給料は基本１万円幾らか上げたけれどもですね、そして募集をか

けたけども入ってこないと。実際、市内の路線でですね、産交バスで５５名運転手

が足りないと。だから、その分の路線から、要するに減らしとると。本数が１００

本あったならですね、９０本に減らすとか、そういうことで今おる人員をフル稼働

させるから、足らん分の路線を切っておるから、相当そういう面では不便をかけて

ますというような話がありました。そういうことで、非常に今バスの運転手もです

ね、人員不足ということのようですね。非常に、１万幾ら上げたって言われてるけ

れども、それもやっぱり労働条件としてはどうかなって思うですよね。もうちょっ

と上げるなら別だけど、１万幾らぐらい上げても、そらまあ、そういう月々支払う

賃金の額も、やっぱり根本的に考えないとやっぱり人は集まらないとだろうと思い

ますけど、そういう話が実際ございました。 

町の路線もですね、産交バス、熊本バスが路線バスとしてありますし、やっぱり

非常に全体の利用率からすると年間５万幾らとか出てますから、多いですけれど、

ただ、本当に時間帯によってはほとんど乗っていないんですよね。だから、やっぱ

りこの交通計画の運営協議会とかできて、議論されたと思いますけれど、やっぱり

会社のほうも昼間のやっぱり人間が乗らない時間帯についてはですね、我々素人か

ら見ても、しゃにむに大きな車を走らせんでいいじゃないかと思うですね。マイク

ロバスみたいな小さなバスでもいいじゃないかと思います、素人で。だから、その

あたりのトータルの、やっぱり会社も経営ですから、ある程度補助金をもらわにゃ

とてもそれはもうできないから補助金をもらって路線を維持しているということだ

ろうと思いますけれど、そのあたりの、やっぱりバス会社の経営に、やっぱりでき

るだけ協力するという点と、逆にそういうバスも小さいバスを走らせたらどうです

かみたいな、経営に対する提言あたりもですね、それは話の中で出たと思いますけ

ども、そういった点も自治体としてはですね、やっぱりバス会社のほうに要望すべ

きだというふうに思っております。 

一応、３点ですね。町の、まず公共交通の課題。これはここに書いてあります。

これ全部言わんでもいいですから、ポイントだけ、大西課長で結構ですから、お願

いします。 
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○議長（中川政司君） 大西企画情報課長。 

○企画情報課長（大西 茂君） ご説明いたします。町の公共交通の課題ということで

御説明いたします。 

本年３月に策定をいたしました美里町地域公共交通網形成計画では、地域特性や

まちづくりの方向性、町民の医療ニーズ、公共交通の利用状況や運営状況を基に、

まちづくりの観点と、公共交通の持続可能性の確保の観点、この２つから美里町に

おける公共交通の課題を整理をしております。 

まず、まちづくりの観点からの課題としましては、町外との円滑なアクセスの確

保、こちらは路線バスの維持とか乗り継ぎも含めた利便性の向上になることでござ

います。２点目が高齢者の生活を支える移動手段の確保、３点目がまちのにぎわい

づくりの支援、この３点を挙げております。特に、活性化協議会の委員の中に、熊

本県警察の方も入っていらっしゃいますけども、本年３月に改正をされました道路

交通法により、７５歳以上の運転者は、一定の違反行為があれば３年の更新時を待

たずに認知機能検査を受けることになり、最悪の場合は運転免許の取消しや停止と

なる場合もございます。運転免許の自主返納者や運転免許取消し者が増えることが

予想され、高齢者の生活を支える移動手段の確保は、高齢化が深刻な本町にとって

大きな課題といえると思います。 

また、公共交通の持続可能性の確保からの観点からの課題としましては、収入面

の強化、路線バス運行者の収入面の強化とかですね、そういった部分も含まれてま

いります。また、経費の削減、定時定路線型の公共交通において、利用されておら

ず非効率な運行が見られる路線もあるということでございます。それと、公共交通

の利用促進、意識啓発、これまでなかなか町内においても、そういった利用促進、

意識啓発等の手段がございませんでしたが、これらの３つを公共交通の持続可能性

の確保の観点からの課題というふうなかたちで位置付けをしております。 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 坂田君。 

○３番（坂田竜義君） 今後の基本方針、これも具体的な数値目標とかもきちんと出し

てありますが、これはなかなかまあ、何回も見ましたけども、果たしてこのスケジ

ュール通りいくのかなというのがいくつも、見とってですね、感じましたけれど、

基本的に今後の基本方針ということなんですが、やっぱり全部をまとめて美里バス

にするとか云々とこういうことが出ておりますが、やっぱり一つは広報、宣伝。こ

れがですね、なかなかされていないように思います。というのは、私も６５になり

ますたけども、福祉バスのどこば通って、時刻表がどうだとか、全く分かりません、

はっきり言って。豊後大野市というのがですね、去年だったかな、見に行ったとこ



 － 95 － 

ろで、立派なやっぱりできております。豊後大野市はですね。コミュニティバスの

取組みが非常に立派なところがございましたけれど、やっぱりインターネットでち

ゃんと時刻表が見れるようになっておる所もあるわけですね。今も熊本バスと産交

バスはちゃんとインターネットで時刻表が検索できますけども、町のそういうコミ

ュニティバス、福祉バスも、どこの停留所は何時何分っていうのが、つくってある

町もあるわけですね。そこまでできるかどうかは別にして。いずれにしても、やっ

ぱり宣伝が、今現在利用している人たちはですね、大体どの路線ば行って、何時に

来るって分からすけれども、新たに６５歳以上になった人たちはですね、どこの路

線を通って何時に来るか、全く分からんわけですよ。ですから、この５カ年計画で

実施計画をしてありますけれども、やっぱり今現状がどうなっとるというところの、

１回その広報誌で結構ですからですね、路線がどうなっとって、大体まあ時刻表ま

では無理かもしれんけれどもですね、そのあたりの利用者に対する宣伝をまずちょ

っとしてもらえないかなと、一つ思います。 

それから、福祉バスについても非常に利用率が低いと出ています。それから、だ

けん、問題は、私は思いますけれども、昔思い合いジャンボですか、今はそんな名

前使ってないですかね。だけん、ここでいう豊後大野市ではですね、乗り合いタク

シーという名前使ってあるんですけども、やっぱり私は現実的に考えれば、これが

非常に合っているかなと思うですよ。なぜかと言うと、全部前の日に、全部予約を

取るわけですね。全部予約を、何時何分、誰誰さん、そして病院に行きます、どこ

の病院、郵便局って。それぞれ前の日に予約を取って、全部運行管理者が管理して

ですね、そしてその同じ地区にある人は全部拾っていって、同じ方向に連れていく。

帰りもそういったことで、予約をして「何時ごろ乗ります」という予約を取って。

結局タクシーの場合は、一人の人が１台に乗るというのが原則です。だけん、それ

もいいですよ。タクシーに、タクシー料金の半分を補助するとか、そんな方法も一

つあると思うですね。それから、思いやり、いわゆる乗り合いタクシーということ

で、同じ地区の人をタクシーが拾っていってですね、転々と届けると。こういうこ

とばすればですね、利用率の問題は非常にかなりクリアできるんじゃないかなと。

一応それは少し触れてはありますが、美里バスというトータルでつくっていきます

よっていってもですね、これでまたルートをつくって、バス停をつくって、時刻表

をつくったところでですね、あんまり変わらんような気もするんですよ。だから、

実際ニーズに合った人に合わせてですね、車を動かせばええて、簡単に言えば。そ

れのお金をですね、ただじゃないから、１００円か２００円か、５００円か、払わ

せればいいんですよ。利用者に払わせて、そして大部分は町からお金を出さにゃい

かんかもしれんけど、そういったことでないと、なかなか効率、効率って、やっぱ
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乗車率ば上げないかんとかですね、いろんな数値目標が書いてあります。これは絵

に描いた餅と思うんですよ。だから実際ニーズに合わせて、車に乗った人に補助金

を出してですね、するような方向をもうちょっと、先進地あたりの視察をしたりし

てですね、現実的な対応をしなくちゃ、ここにやっぱりこの計画に約１,０００万

円ぐらいかかっとるんじゃないですか。そういうことで立派な計画はできとります

けど、実際問題として、その住民、特に高齢者のニーズにやっぱりどれだけ応えき

るかっていうのは、真剣にやっぱり考えて、協議会も１回限りかもしれませんけれ

ど、もう少し区長さんとか老人の代表とか、いろんな寄せてですね、日常的にこう

いうコミュニティバスのあり方を、いろんな、何ていうか、推進委員会か何か名前

は別にしてですね、利用者のニーズを常に把握するためのメンバーを集めた会議で

すね、そういったことも必要じゃないかと思うんですよ。現実に乗る人、今から乗

りたい人、そういった人の、やっぱり区長さんもそうでしょうし、そういった人の

意見を集約して、やっぱりできるだけ本当に住民の足になるような仕組みをですね、

ぜひつくっていただきたいと、このように思うところでございます。 

最後に一言。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 先ほどから議員がおっしゃいますように、こちらも今考えてい

るその想像、イメージをしているのは、やはりまず買い物難民であったり、あるい

はもう免許を返納された方がどうやって移動されるのかという中で、美里町、非常

に広うございますので、その細部から細かいところからですね、やはりこの商店街

に出てきてもらって、そして買い物をしていただく。そういう仕組みができないか

っていうところからこの議論はスタートをしているところでございます。これから、

実施計画等をつくっていく中で、今おっしゃいました乗り合いタクシーですね、こ

れも現に議論には上ったところではございますが、そういった、例えば先進地を視

察をしてみたり、そして本当に何が合っているのか、この町でですね。この美里町

では何が合っているのかということ等も踏まえながら、これから住民のニーズに適

したそういう計画をつくっていかなければいけない。計画といいますか、そういう

ネットワークをつくっていかなければいけないというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（中川政司君） 坂田君。 

○３番（坂田竜義君） ぜひ、いろいろ非常に難しいとは思いますけれど、やっぱりそ

れぞれお年寄り、免許が停止になった方とかさっきありましたように、そういうこ

とでどんどんそういうコミュニティ、公共交通に頼らざるを得ない人たちが減るこ

とはないというふうに思いますのでですね、そのあたりはぜひ、町民の足のことで
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すから、ぜひ研究していただいて、有効な手立てを講じていただきますようにお願

いをいたしまして、質問を終わります。 

○議長（中川政司君） これをもちまして、坂田竜義君の一般質問を終わります。 

ここでしばらく休憩をいたします。再開を午後２時１０分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時５８分 

再開 午後２時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中川政司君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問の途中でしたので一般質問を続けます。 

次に、１０番、福田秀憲君の一般質問を行います。福田秀憲君。 

○１０番（福田秀憲君） 議長、１０番。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） 先に提出しておきました通告にしたがって、質問をいたしま

す。 

まず、熊本地震及び豪雨災害からの復旧・復興について、公共交通の再編につい

て、３番目に訴訟についてということで、３点について質問をいたします。 

地震と豪雨災害につきましては、一部、４番に重複するところがありますが、私

の視点からまた質問をさせていただきますし、先ほど３番議員からありましたけど

も、公共交通につきましても、少し重複するところがあるかもしれませんけれども、

私の視点から質問をさせていただきたいと思います。 

まず最初に、熊本地震及び豪雨災害からの復旧・復興について質問をいたします。 

災害からの復旧・復興につきましては、平成２８年地震・豪雨、大きな被害が出

ております。その災害に対しまして、災害対策本部の設置、避難勧告、被災家屋の

応急修理、広報みさとの号外発行等による周知、応急仮設住宅の建設など、迅速な

対応がなされました。また、執行部はじめ職員の頑張りによりまして、美里町の復

旧・復興計画もできあがり、本年度から本格的な復旧・復興が行われています。被

害が大きかったために、復旧・復興計画では、２８年度か３２年度までの５年間で

復興を目指しております。２８年度は、災害復旧事業費として約３６億円の予算を

組みました。ほとんどの事業が平成２９年度に繰越しとなっておりまして、３月の

定例議会で平成２９年度の新たな予算、災害復旧に関しまして約２５億円の予算を

組んで、復旧に取り組んでいるわけであります。合計しますと、約６１億円ほどの

お金が復旧・復興のために予算化されているということでございます。 

この２８年度、２９年度、６１億円の支出がありますけども、町の負担、一般財



 － 98 － 

源で財政調整基金からの繰入がほとんどだと思いますけれども、どれぐらいになる

のか、分かりましたらお答えをいただきたいと思います。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） まず、現在の復旧・復興の現状について、少しお知らせをさせ

ていただきたいと思います。復旧・復興の現状といたしましては、査定を受けた国

庫対象となるような災害の件数が、公共土木施設災害で２３５件、農業用施設災害

で６９件、農地災害で２０９件、林道施設災害で５８件、その他林業施設災害で３

件、合計しますと５７４件となっております。そのうち３０２件で契約を締結して

おります。これは発注率といたしましては、５２.６％となっております。そのう

ち１０６件が竣工済み、つまりもう完了したということなんですが、その完了率は

まだ１８.５％という現状でございます。 

なお、今申し上げましたほかに、宅地被害の復旧であったり、町の単独災害復旧

事業、あるいは単独の土地改良事業等もございますし、家屋の解体も母屋と小屋を

合わせまして３９６棟分の申請が上がってきております。そのうち約２２１棟が解

体済みでございまして、その解体のパーセンテージも今現在では５６％というふう

になっております。現状ではこのような状況でありますので、完全な復旧・復興に

はまだまだ相当な時間を要するものと考えております。 

なお、議員からご質問であります予算措置、今町の繰出しはどれぐらいになるの

かという話でございますが、この復旧・復興は、５年の歳月をかけて終結させる予

定としております。その間、莫大な予算を必要といたしますが、基本的には２８年

度と２９年度に町の予算は大きく膨れ上がりますが、３０年度以降は通常予算ベー

スに戻るものと予想をしているところでございます。 

なお、平成２８年度の震災、豪雨による災害復旧費関連予算が、これは繰越も含

めまして３６億８,０００万円、先ほどおっしゃったとおりでございます。３６億

８,０００万円余となっており、その１１.９％にあたります４億４,０００万円が

町の持出しとなっております。おそらくこれには、町の単独の事業費等も入ってま

いりますので、１１.９％になっているというような状況です。 

また、平成２９年度の速報値でございますが、災害復旧関連予算としておっしゃ

いましたとおり、２５億７,０００万円余を組んでおります。そのうち、町の持出

しというのが裏負担になってくるのか、裏負担と持出しを合わせて９.２％にあた

ります２億３,６００万円余りが町の持出しとなる予測でございます。 

今、申し上げましたとおり、復旧・復興には莫大な予算が必要であり、改めて財

政調整基金の重要性を再認識したところでございます。また、これはいずれも激甚

災害に指定していただいておりますし、また非常に優位な起債も活用させていただ
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いているところでございます。とは申しましても、今後起債の償還のピークを平成

３２年に迎える予定となっております。そういった意味では、慎重に財政運営を行

っていく必要があると考えているところでございます。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） ただいまですね、町長のほうから、件数と完了率あたりもお

知らせをいただきましたけれども、書きとめるのがちょっとできないところもあり

ましたので、まとまったやつがあれば、またあとででもいただければと思います。 

この一般財源、要するに持出し分の幾らになるのか、何％になるのかって聞きま

したのは、熊本県の集計で、以前新聞にも出ておりましたけれども、被災した２０

市町村の実質負担率は、平均で５.３％というような数値が出ておりました。それ

と比較してどうなのかなということで質問をさせていただきましたけれども、計算

の仕方でいろいろその数値が違ってくるのかなという思いがしております。なるべ

くですね、財政調整基金を使わないで、国・県のお金をいただけるような方策をと

っていただければと思います。 

この財政調整基金は不測の事態に備えているんで、こういうときに使わないとや

っぱりいけないのはいけないと思いますけども、やはりこれから先の財政運営を考

えたときには、財政調整基金がないとなかなか運営が難しいのかなという思いがし

ておりますので、そこは国・県との連携をですね、また密にしていただいて、つな

がりをつくっていただければと思っております。 

復旧は、現状復旧というようなかたちでなされておりますけど、復興というのは

それに付加価値を付けて改修をしていくというようなことじゃないかと思いますけ

れども、具体的にその復興というのは、どういう事業を考えておられるのか、よか

ったら。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） これ、県のほうでも創造的復旧とか、創造的復興というような

話をされます。ただ、現実に言いまして、国の査定を受けて国からの補助をいただ

きながら復旧を進める場合、やはりどうしても原理、原則として、現状の復旧とい

うかたちになってまいります。では、どういうかたちでその復興、さらにいいよう

な復旧をしていくか、復興を図っていくかということの中では、例えば、町が単独

でやる分に関しましては、同じような災害が起きた時に、できる、また同じような

災害があった時に、それに耐えうるようにできるだけ知恵を絞って、ルールの範囲

内でやっていくであったり、例えば、今二俣の整備を、復旧を行っているわけです

が、これは以前にも質問出たことなんですが、そこを今後また観光地化するにあた

って、それに附帯してその付加価値を高めていくような整備を、少しプラスしてや
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るとか、そういったことを今考えているところでございます。 

ただ、いかんせん、県がおっしゃるその創造的復旧とか復興というのは、具体的

に、じゃあ何をどうするのかと言われると、なかなか難しいところがあるというの

が現状でございます。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） この復興というのは、なかなか国の予算が付きにくいという

話を聞いておりますので、現在、復旧をしている所で、復興というのはなかなか難

しいんじゃないかなと思いますが、同じ所が何回も災害が出ているという所は、や

っぱり復興というかたちで事業をしていかないと、なかなか、また起こる可能性が

あると思いましたので質問をさせていただきました。 

６月３日付の熊日新聞には、県域全体の復旧事業の進捗状態が、復旧事業名、件

数、発注済み、発注率、工事完了、完了率と一覧表で記載されて、掲載されていま

した。それをちょっと持ってきましたけども、こういうかたちになっております。

この復旧・復興の状態も、町の広報あるいはインターネットのホームページあたり

で発進はされると思いますが、定期的にその発信もどれだけ完了しているのかを、

皆さんにお知らせしたほうが私はいいんじゃないかなという思いがしております。

それと、その一覧表をつくったのを大きな紙につくって、庁舎の玄関に貼って、こ

れだけ進んでますよというかたちで、皆さんにお知らせしたらどうかなと思ってお

りますが、どうでしょうか。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 確かに今、まだまだ通行止めであったりですね、あるいはまだ

その事業が途中であったりで、非常に町民の皆さんにはご迷惑であったり、ご不便

をお掛けしているところはたくさんございます。その中で、今どこまで進捗してい

ますよ、あるいは大体目途が見えてきました。これぐらいにはもう完了しますよと

いったことを周知していくっていうのは、やっぱり目標ができますので、そこまで

我慢すればいいんだというような目標ができますので、非常に有意義なことだとい

うふうには考えております。ただ、いかんせん、件数がですね、非常に多ございま

すので、そういった意味では例えばハード面ですね、道路であったり、あとは河川

であったり、農業であれば農業施設、用水路等であったり、そういったハードのも

うごく生活に身近な、そういった所の進捗状況等につきましては、町のホームペー

ジ及び広報誌あたりで実施計画等を掲載して、大体これぐらいになりますよとかと

いうのは、周知していきたいというふうには考えているところでございます。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） 私は先ほど言いましたけれども、その一覧表をつくって、表
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の大きいやつをつくって、玄関の掲示板あたりにすれば、わぁこれはやはりこの職

員も頑張って取り組んでいるなというやつと、やっぱりオール美里で取り組んでい

るっていう状態が、皆さんに知っていただけるんでいいんじゃないかなという思い

がしておりますので、ぜひですね、その頑張りを見せたらどうかと思っております

のでよろしくお願いいたします。 

先ほど４番議員から、４番議員からですね質問がありましたけども、仮設住宅と

今度災害公営住宅、この件で少しお尋ねをいたします。 

この仮設住宅に住んでいるっていうのは、原則は２年間というふうに決められて

いるわけであります。災害公営住宅をつくるにあたりまして、仮設住宅に入ってい

る人の意向は調査をされていると思いますけれども、みなし仮設、これに入ってい

る方が２０世帯おられるということでありますが、この方あたりの意向調査、また

親戚に身を寄せておられる方なんかもおられると思いますが、そのあたりの意向調

査あたりなどは済んでいるんでしょうか、されるんでしょうか。 

○議長（中川政司君） 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村武志君） ご説明申し上げます。 

災害公営住宅の件につきまして、応急仮設住宅、みなし仮設住宅及び公営住宅に

入居されている世帯の方々に対しまして、本年３月に県の様式をもちまして、アン

ケート調査を行っております。 

以上です。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） ３月に調査をされたっちゅうことで、もうみなし仮設の方も

全部調査をされて、親戚の所に行っておられる方も全部調査は済んでいるというこ

とでございますか。 

○議長（中川政司君） 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村武志君） みなし仮設住宅につきましては、親戚の方々等に行かれて

いる方については、まだやっておりません。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） この災害公営住宅あたりをつくるにあたりましては、私たち

が昨年視察した長野県の栄村、先ほども話が出ましたけれども、栄村では災害公営

住宅を建設をされました。そして、その栄村、災害公営住宅をつくって６年が経ち

ましたけれども、今は空き家ができて、それをどうするかっちゅうのが大きな課題

になっているというような話も聞いております。 

また、新聞にも載っておりましたけれども、東日本大震災によりまして、災害公

営住宅がつくられました。しかしながら、多くの人が入居辞退をされているという
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ことであります。何でかと言うと、建設までの時間がかかり過ぎたとかですね、入

居の予定者の方が亡くなられたとか、いろんな事情がありますけれども、その空き

家ができてしまっているということであります。今度１０軒つくられますけども、

そのあたりの入居者の把握っていうのは、ぴしっとした把握をしていただきたいな

という思いがしております。 

それと、先ほど質問の中にありましたけれども、仮設住宅を災害公営住宅化した

いという町長の答弁がありましたけど、このあたりはですね、県から譲渡を受けて、

そのあたりできるのかどうか。災害での、法的にですね、そのあたりができるのか。 

それと、もう一つはですね、先ほど建設課長でしたか、お答えがありましたけれ

ども、災害公営住宅は３年すると、普通の人が、一般の人が入れますよというよう

な答弁がありましたけども、ほかの東北とかこの栄村あたりは、入る人が災害を被

った人が入るようになってますので、一般の人はですね、３年経っても入れないん

じゃないかなという思いがしておりましたけども、そのあたりの法的な関係はどう

なっているんでしょうか。この３年っていうのは、入居して、所得が上がって３年

経ったら、その所得の高い人は出て行っていただくというようなことは聞いており

ますけれども、一般の人が入れるのかどうか、法的に大丈夫なのかどうか。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） まず、今の仮設住宅をその他の用途で使えるのかということで

ございますけども、原則として、これまでは仮設住宅はですね、基本的にはもうご

案内のとおり、プレハブですね、プレハブ仮設が主でありましたが、確か阿蘇の豪

雨災害の時だったと思いますが、あの時に実際に基礎をしっかり、べた基礎でつく

って木造の仮設をつくられたと。その後も要は２年過ぎたあとも使っていらっしゃ

るというようなこともあって、知事のほうからは「２年経って解体をするのではな

くて、またその今建っているやつを、また発展的に使ったらどうだ。」というよう

な話を受けております。これは解体するのを県が解体するそうでございますので、

せっかく今美里で、しっかりした基礎でしっかりした建物が建っている、それを私

は活用しない手はないと思っておりますので、そういった意味では県から譲渡を受

けたあとは、町がやるのか、あるいは県がそこまでしてくれるのかっていうのはま

だこれからの話だと思いますが、今非常に１ＤＫであったり、２ＤＫであったりと

いう、少し狭くつくってありますので、そのへんは改修して今後使えるようにして

いきたいというふうな考えをもっているところでございます。 

それから、３年後から入れるのかと、一般の方が入れるのかというご質問でござ

いますけれども、公営住宅法に基づいてこの災害公営住宅というのは建設をされる

ということを聞いております。一般入居がやっぱり３年後からは可能になるという
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ふうに私は伺っているところでございまして、３年後からもう、例えばそうであれ

ば３年後から、例えば３０年後ぐらいまでですね、しっかりもつようなそういう災

害公営住宅をつくらせていただいて、空きが出たときには、これはある意味、つく

ったのは災害公営住宅としてつくりましたが、空きが出た時点で、例えばこれを町

営住宅のようなかたちで運営していくというようなことができないかというような

ことも考えていたところでございまして、今こちらが認識しておりますのは、一般

の入居も３年後から可能だというふうに伺っているところでございます。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） えっとですね、昨日ですね、熊日新聞の社説の中で、ちょっ

と読んでみますけども、「東北３県では、６％にあたる１,４００戸が埋まらず、空

き家の状態だ。背景には完成時期の遅れや、交通の便の悪さ、高齢化の進展などが

ある。仮設住宅からの移転が多く、高齢化率の高い災害公営住宅は、将来の活用が

課題として指摘されてきた。阪神大震災から２２年を迎えた兵庫県内では、維持管

理の財政負担が自治体に重くのしかかっている」というような社説も出ております

ので、私はそうやって災害公営住宅がほかの人に貸せるのであれば、こんな問題は

出てこないんじゃないかなと思いましたので、そのあたりちょっとまた調べて、法

的に大丈夫なのかは調べていただきたいと思っております。 

それと、先ほど言いましたように、これはやっぱりできるだけ早くですね、建設

をして、入居者の希望に添うようにするとともに、この適正な戸数といいますか、

そのあたりもですね、十分に調査をしていただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いをいたします。 

続いて、先ほど３番議員からも質問がありましたけれども、私の視点から、美里

町の公共交通網の再編について質問をいたします。 

公共交通再編の取組みは、さらなる高齢化社会を迎えるにあたりまして、早急に

取り組まなければならない重要な問題であります。この定例会にあわせて、美里町

地域交通網形成計画という冊子が配付をされました。その質問の大半が、この冊子

の中に網羅されていますけれども、確認も含めて住民からの要望、また私自身が公

共交通を利用することを想定して、質問をさせていただきたいと思っています。 

平成２９年度から５年間で、公共交通の再編に取り組むようになっております。

再編に向けて基本的な方向性っていうのは、先ほど３番議員に説明をされましたの

で分かりました。この交通網を含めて、交通手段の編成計画となっておりますけれ

ども、交通網の再編にあたって、美里町地域交通活性化協議会というのを起ち上げ

ておられます。この組織がどういう組織なのか。この交通網の再編にあたりまして

は、交通の路線とか道路の規制、利用者の要望、道路運送法等の規定など、いろん
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な角度から検討が必要だと思いますので、どういう組織なのか、お尋ねをいたしま

す。 

○議長（中川政司君） 大西企画情報課長。 

○企画情報課長（大西 茂君） 地域公共交通活性化協議会についてご説明いたします。 

地域公共交通活性化協議会とは、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第

６条に規定される協議会でございまして、地域公共交通網形成計画を作成しようと

する地方公共団体は、地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関し、必要な協議

を行うための協議会を組織することができるとされております。 

協議会の構成員は、法第６条第２項で、１．地域公共交通網形成計画を策定しよ

うとする地方公共団体、２．関係する公共交通事業者等道路管理者、公安管理者、

その他地域公共交通網形成計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者、

３．関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者、その他の当該地

方公共団体が必要と認める者、というふうに規定をされております。また、道路運

送法施行規則第９条第２項では、道路運送法施行規則に規定される地域公共交通会

議の構成員を含む場合は、道路運送法第９条第４項の規定による運賃等の設定、ま

たは変更の協議ができることとされております。 

本町では、法律の規定に基づき、昨年５月に美里町地域公共交通活性化協議会設

置要綱を整備し、協議会を設置しております。構成員は、公共交通事業者等として

熊本バスほか６社、道路管理者として宇城地域振興局土木部及び本町建設課、公安

委員会として熊本県警察宇城警察署、地域公共交通の利用者として美里町嘱託会ほ

か６団体、学識経験者として熊本学園大学教授、その他本町が必要と認める者とし

て九州運輸局、熊本運輸支局ほか８名の方、合計２８名の方になっていただいてお

ります。 

協議会が所掌する事項は、網形成計画、再編実施計画の策定及び変更に関する事

項、計画の実施の協議及び変更に関する事項などのほか、道路運送法施行規則に規

定されています地域公共交通会議の構成員である九州運輸局の方にも構成員に入っ

ていただいておりますので、運賃等の設定または変更の協議に関する事項も要綱の

ほうに含めておるところでございます。 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） この公共交通を論議するには必要な方々、ほとんど入ってお

られて協議をされているということでございます。この課題の解決に向けてですね、

スムーズな運営がなされることと思っております。 

先ほど、大分の豊後大野市の公共交通について、３番議員からも発言がありまし
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たけれども、ここでは今まであった全てのバスを見直して、コミュニティバスと相

乗りタクシーですか、に切り替えたということであります。ということは、路線の

廃止とか新設は、簡単にできるというふうにお聞きをいたしました。先ほどの協議

会というのは、起ち上げてずっと継続しておられると思いますが、その中で論議す

れば、その路線の新設・廃止っていう見直しは、即座に、即座にといいますか、早

くできるということで理解してよろしいのでしょうか。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 路線の設定あるいは見直しなど、柔軟にできるかというような

ご質問だというふうに思います。路線の設定・見直しにあたりましては、各交通事

業者の運行状況であったり運営体制、あるいは経営体制などから、例えば今走って

いる路線バスですね、こういったところに路線の設定とか見直しをしてくれって言

っても、これはなかなか難しいところがあるかもしれません。ただ、町がこれから

策定していこうというような、町がカバーしていく、要は路線バスは大通りしか走

りません。大きな道しか走っていきませんので、その他の所をいかにしてカバーし

ていくかというのが今回のこの網の再編にとって一番大事なところだろうというふ

うに考えております。そういった意味では、先ほど乗り合いタクシーの話等々もご

ざいましたけども、要はつくったけども、つくってはみたものの、実情に合ってい

ないであったり、ニーズを拾いきれていないということであれば、これは町がいろ

いろと枝葉の部分、枝葉の部分に関しましては、やはりその使う人、ニーズに合う、

やっぱりそういったのをこれはつくらなければいけないというふうに思います。そ

ういった意味では、今後協議を十分に行っていかなければいけないというふうに思

いますけども、例えば、もう実施をしていく上で、途中で、やはりここの路線では、

こういう運び方ではなくて、また別な運び方、あるいは別の路線があるのではない

かとか、そういったやっぱり見直しっていうのは、いい方向、いい方向に進めるの

であれば、改善していく意味でも柔軟にやっぱり対応をしていかなければいけない

んじゃないかなというふうに思います。 

ただ、やはり今の現、例えば熊本バスであったり産交バスであったりというのが、

これは美里だけを走っている話ではなくて、やはり山都町から、こっちから来たら

松橋のほうに行ったり、あるいは甲佐町のほうに行ったりするわけでございますの

で、そこを大幅に変えてくれっていうのは、ひょっとしたら難しいかもしれません

が、ただ、美里町の独自のそういう交通網をつくっていく上では、やっぱり要望す

るべきはしっかり要望していかなければいけないというふうに思っております。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） 何でこう柔軟にできないかというお話を、質問をさせていた
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だきましたけれども、住民の方から、私は今馬場に住んでおりますが、あそこに団

地とかいっぱいあって、お年寄りの方が「ここば通れば便利になっていいがな。」

という声がいっぱいあって、あそこは何も通りません。バス停まで行くのに相当時

間がかかりますので、あそこには団地が大分あって、お年寄りも増えてきておりま

すので、そのあたりの、柔軟に見直せば、同じ甲佐に行くでもそっちを通れるよう

なルートがあればいいのかなという思いがしたので、この柔軟に対応できるのかど

うかをですね、質問をさせていただいたところです。 

県内では、長洲町、水俣市、山都町などが公共交通の再編を行っております。長

洲町では、路線バスを全廃して予約乗り合いタクシーに切り替えております。導入

前に比べて、５００万円以上削減できたということであります。また、家に閉じこ

もっていたお年寄りが、便利になったので外出するようになったという効果も生ま

れているということであります。水俣市では、町内を走るコミュニティバスのほか

に、空白地帯を埋めるために、週１回定期定路にタクシーを運行しているというこ

とであります。すごく便利で、便利になっているということであります。それと、

スクールバスに一般乗客を乗せる、混乗乗車を行っているということもあります。

山都町では、スクールバスを活用した、スクールバスを逆に活用してコミュニティ

バスとして運行しておられるということであります。美里町では、スクールバスに

一般乗客を乗せる混乗乗車についての検討はされるのかどうか、伺いたいと思いま

す。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 先ほど議員のご質問にもございましたが、柔軟に対応できるの

かというところで、確かにこの北校区がですね、いろんな意味で便利なように見え

ますが、実際は車を持たない方々が不便をされているというような現状もありまし

て、そういった意味では拠点をこの中央地区ににも設けてですね、そしてその拠点

までをいかにして運ぶかということも今考えているところでございますので、付け

加えさせていただきます。 

なお、スクールバスの混乗に関しましては、今運行中のスクールバスをコミュニ

ティバスとして活用する事例っていうものは、全国的に見られます。登下校時のみ、

このスクールバスというのは使用されておりますが、その間ですね、子どもたちを

運んで、朝と夕方、その間、その間をこのスクールバスを使うというようなことも

考えていかなければいけないというふうに考えているところでございます。 

また、混乗、一緒に例えば、朝から一緒に子どもたちと地域の方々が乗られると、

そういったのも含めて、このスクールバスの利用については、今検討を進めている

ところでございます。 
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○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） このスクールバスっていうのは、やっぱりこの児童の送迎が

最優先されるのはもちろんでありますけれども、このコミュニティバスとして利用

できるようにしておけば、利用率は上がるし、効率的に運用ができるんじゃないか

なという思いがしておりますので、ぜひ検討をしていただきたいと思っています。 

やはり公共交通といいますと、買い物、病院、役場、金融機関、こういう所に行

きたいんだけども、先ほどみたいにバス停が遠いと、路線を見直せないかというの

もありますし、バスの本数がまた少ないというような声も聞くわけでありますけど

も、交通再編をした市町村の編成の仕方あたりを見てみますと、住民との意見交換

が相当行われていると。住民の、住民が納得できるような意見交換が行われている

ということであります。そうすることによって、地域の住民が公共交通に非常に関

心をもって、利用する人も増えてくるというような話も聞いておりますので、お互

いに納得できるまでですね、完全な納得というのは難しいかもしれませんけれども、

ある程度、それならというような納得できるような意見交換が大切じゃないかなと

思いますけれども、そのあたりは考えておられますでしょうか。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） この公共交通の再編につきましては、やはり一番心配、心配と

いいますか、対象になってこられるのはやっぱり高齢者の方であろうというふうに

思っております。そういった意味では、高齢者を対象として、町内のいきいきサロ

ンでですね、意見交換を行ったり、あるいは小学校区単位での意見交換会を開催し

たいというふうに、今検討を進めているところでございます。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） ぜひですね、この意見をいろいろ聞いて、いろんな要望があ

りますけども、実現できるようなやつは実現していただくようにですね、していた

だければいいかなという思いがしております。よろしくお願いいたします。 

それと、最近高齢者の運転による交通事故が多発をしております。私も相談を受

けましたけれども、「免許証の返納をしたいんだけども、食料品、また日用品買う

とにどうしても車が必要で手放せない。便利がよければ手放したいんだけど。」と

いうことも聞いておりますけども、この買い物に関しては、商工会あたりとの連携

とかですね、あとバスの利便性ですよね、このあたりがどうにかならないかなとい

う思いがしております。この両方ができれば、免許を返納する人が大分増えるんじ

ゃないかという思いがしておりますけれども。 

それと、その免許を返納した人には、例えばコミュニティバスに乗った時に少し

の割引がありますよとか、そういうやつ、特典ですかね、そのあたりも考えておら
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れるのかどうか。考えられたほうがいいんじゃないかなと思いますが、どうでしょ

うか。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） この交通網の再編につきましては、やはり買い物難民あたりが

出て、現時点でもそうやって困っていらっしゃる方はいらっしゃると思います。そ

ういった意味では、そういった方をどうやって救済していくのかということも、こ

の交通網再編の一つの目標であろうというふうに考えております。 

それから、商工会の皆さんに、昔よくありました。その地区に出前で売りに来て

いただける、そういったことができないかどうか。これはやっていただいて、そこ

でちゃんと利益が上がるかどうかっていうのにも関係してくるのかもしれませんが、

相談はさせていただきたいというふうに思っております。 

それから、免許を返納した方を割引するというのは、確かどっかの自治体か何か

でも議論が始まっているんではないかなというふうに思います。そういった先進的

な取組みであったり、果たしてそれをどう取り入れていくのかというようなことも

含めて、今後そういったのも、今日もいろいろご提案をいただいておりますので、

そういったものを含めた実施、含めた中でしっかりとしたやはり交通網の再編を行

っていかなければいけないというふうに考えているところでございます。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） この利便性が向上して、利用をしやすくすれば、長洲町のよ

うにですね、引きこもりがちだったお年寄りも外出の機会が増えてくるというよう

なことは、もう目に見えているわけであります。しかし、この利便性を追求すれば

するほどですね、この運行の経費っていうのが膨らんでくるんじゃないかなという

ふうに思います。その兼ね合いをどうするのか。運行の経費をどれぐらいに抑える

のか。乗車率の基準をどうするのか。いろいろ目標設定はされていると思いますけ

れども、内容の確認も込めてですね、お知らせをいただければと思います。 

○議長（中川政司君） 大西企画情報課長。 

○企画情報課長（大西 茂君） ご説明いたします。 

美里町地域公共交通網形成計画では、経費、乗車率についての目標設定について

は、今のところ利便性を高める観点から設定はしておりません。ただし、計画の達

成状況を評価するため、計画全体に対する数値指標と、基本方針ごとに設定した７

つの目標ごとに指標を設定をしております。 

なお、経費面については、本年度策定を予定しております再編実施計画、こちら

を、こちらは交通事業者とか住民の代表者、利用者の方等に参加していただいて、

策定を進めていくことになるのでございますけれども、こちらを策定し、国の認定
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を受けることによりまして、受けられる補助金等の支援制度、そういったものを活

用して、できるだけ経費面の節減に努めていきたいと考えておるところでございま

す。 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） この経費の面ですけれども、ある程度目標設定はしていたほ

うがいいんじゃないかなという、私は思いがしております。というのは、みんなを

救済するために、どこまでも利便性を追求するあまりに車を走らせていたら、もう

経費が幾らあって足りなくなるんで、ある程度、これぐらいの範囲でやりますよと。

今まで、平成２７年度が大体６,７００万ぐらいですか、２８年度が６,３００万ぐ

らい使っておりますが、それよりも抑えるんですよっていうような目標設定という

のは、してからやったほうがいいんじゃないかなという、私は思いがしております。

ぜひですね、目標設定もしていただきたいなと思っておりますが、いかがですか。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） この交通網の再編につきましては、やはり先ほどから何回か出

てきておりますが、買い物弱者の方をどうするのかであったり、やはり免許を返納

された、要は移動ができない、やはりこの長洲町とですね、まず美里はこれ若干違

うということはご理解をいただきたいと思います。私も長洲のほうは大分調べさせ

ていただきましたが、あそこは人口密度からしましても、町の広さも非常に小さい

ですし、平野部が非常に多いと。そして、人口密度も高いという中での運用でござ

いますが、美里町におきましては、やはりこれだけの広大な面積がありますし、地

区、地区も点在をしております。そういった意味で、やはりそういう中でちゃんと

生活をしていっていただく、それを前提に盛り込んで再編というものを考えていか

なければいけないと思っておりますので。ひょっとしたら、できる限りこれはいろ

んな知恵を絞りながら、経費というものは抑えていかなければいけないというふう

に思いますけども、ある意味、便利になることによって若干その経費が、ひょっと

したらですけども、まだこれはもちろんおっしゃいますように、その数値目標とい

うのはまだまだ具体的に、じゃあどういう所にどういうものを走らせようとか、ど

ういう網を今後整備していこうというので変わってくると思いますけども、それは

しっかりと定めなければいけないと思いますが、経費に関しましてはまだ今担当の

課長からも説明がありましたとおり、出していないような状況でございます。これ

から、例えば乗り合いタクシーにするのか、あるいはコミュニティバスを細部まで

走らせるのか、そういったことでまた変わってくると思いますので、そういった試

算ができた時点で、またしっかり練らせていただければというふうに思っていると
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ころでございます。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） やはりもう、交通網の関係でですね、方々まで走らせればも

うきりがない金額になると思いますが、ある程度のやっぱり、ここまでやるんだと

いう目標の設定は必要になってくるかなという思いがしております。やはり、将来

を見据えて、効率的で利便性が高くて、経費のかからないような公共交通の再編を

目指してもらいたいと思います。担当される人も大変だと思いますけども、よりよ

い公共交通ができることを期待しております。 

次に、訴訟についての質問をいたします。 

美里町に対して、訴訟が起こされているというふうに聞いています。うわさ話で

は聞いていますけれども、その訴訟内容については、町のことでありますのでよく

分からないわけであります。誰からどういう内容で訴えられておられるのか、お伺

いをしたいと思います。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 昨年の７月１１日に、議会で議決されました議員辞職勧告決議

により精神的に苦痛を受けたとして、国家賠償法に基づきまして、原告訴訟代理人

弁護士より、熊本地方裁判所に美里町を被告とする訴状が提出されております。 

訴訟に伴う関連予算につきましては、昨年の第６回議会臨時会においてご議決を

いただいているところでございます。 

訴訟の内容につきましては、被告の美里町に対して、損害賠償責任並びに謝罪広

告を求めるものでございますが、詳細な内容の説明につきましては、現在請求内容

につきまして争っている段階でございますので、控えさせていただきたいと思いま

す。 

現在の状況といたしましては、昨年の８月１７日に第１回目の口頭弁論が開かれ、

その後、争点整理のため原告、被告、双方がそれぞれ数回、準備書面を熊本地方裁

判所へ提出しているところでございます。なお、準備書面の内容につきましても、

係争中のため説明は控えさせていただきたいと思います。 

今後につきましては、口頭弁論が数回開かれると思っておりますが、終結までに

はもう少し時間がかかるのではないかと考えているところでございます。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） 今後はそのどれぐらいの期間かかるのか、そのあたりはまだ

把握できていないと、裁判の行方で分からないということであると思いますけれど

も、今後、裁判が進んだときには、それまでの内容をですね、話せる部分について

は話して、議会のほうにも話していただきたいし、これは広報あたりでの公表とい
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うのは、やっぱり裁判に差し支えるからできないということなんでしょうか。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 議会に対しましては、この裁判の予算、関連予算というものを

ご議決いただいておりますので、今、どういう状況であるというところは説明をさ

せていただきたいというふうに思っております。ただ、これを広報で流せるかどう

かっていうのは、非常に難しい問題でございますので、今ここで私が流せます、流

せませんと答えるのはちょっと厳しいというのが現状でございます。そのへんは、

やはり弁護士の先生であったり、に相談をさせていただかないと、ここで流せます

とか流せませんというのは、非常に厳しいというのが答えでございます。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） 今後、今裁判中ということでございますので、今後ですね、

裁判をいろいろされて、私たちに知らせてもいいなという情報があればですね、も

う機会を捉えてぜひ私たちにお話をいただければと思います。 

先ほど、誰がというふうにもお尋ねしましたけれども、そのあたりもやっぱり裁

判の都合ということで、お答えができないという理解で・・・。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今回のこの答弁に関しましても、担当の弁護士の先生とはすり

合わせをさせていただいております。その中で、個別の名前は控えたがいいでしょ

うというような指導を受けているところでございますので、ご理解をいただきたい

というふうに思います。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） 先ほども申しましたけども、この裁判の途中でもいいですが、

途中経過でも話せる部分はですね、機会を捉えてぜひ周知を、周知といいますか、

お知らせをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

これで、１０番の質問を終わります。 

○議長（中川政司君） これをもちまして、福田秀憲君の一般質問を終わります。 

以上で、通告されておりました一般質問は全て終了しました。これで、一般質問

を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中川政司君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

皆さんにお諮りします。本日はこれで散会したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 異議なしと認めます。 
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したがいまして、本日はこれで散会することに決定しました。 

明日１５日木曜日は、午前１０時から会議を開きます。 

それでは、本日はこれで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時０６分 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中川政司君） それでは、皆さんおはようございます。本日の会議を開きます。 

日程に入る前に、町長より昨日の濱田憲治議員の一般質問の答弁内容の訂正の申

し出があっておりますので、発言を許可いたします。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） おはようございます。 

議長の許可をいただきましたので、訂正の発言をさせていただきます。 

昨日、濱田議員の一般質問の中に、災害公営住宅の補助率の話が出てまいりまし

た。その中で「４分の３」という答弁をしたわけなんですが、「国庫補助が４分の

３付くためには、市町村で１００戸以上又は全住宅の１割以上が滅失した」、要は

「全壊でなければいけない」というふうになっております。美里の場合、１００戸

以上又は全住宅の１割以上が全壊ではありませんでしたので、補助率は「３分の

２」ということになりますので訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（中川政司君） 以上で、町長の答弁の訂正を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 各常任委員会報告及び質疑 

○議長（中川政司君） 日程第１、各常任委員会報告及び質疑を行います。 

まず、総務常任委員会の報告を求めます。総務常任委員会委員長、吉田美好君。 

○総務常任委員会委員長（吉田美好君） 改めまして、おはようございます。 

本定例会における総務常任委員会の活動報告をいたします。 

総務常任委員会を一昨日１３日に開きましたので、内容報告をいたします。出席

者は、中川議長、上村委員、坂田委員、それに私吉田美好でございます。執行部よ

り、吉住総務課長、大西企画情報課長、田上会計課長、中嶋税務課長に出席を願い

ました。 

平成２９年度一般会計予算書（第１号）について、それぞれ所管する箇所につい

ての説明を求めております。 

特記すべき金額の補正はありませんでしたので、補正予算外についての質問・意

見の場とし、公衆無線ＬＡＮ環境整備事業についての報告を受けております。 

また、関連として、光通信システムの開始時期についても説明があっております。

４７局については本年の９月、４８局ほかは３０年の２月、いずれも本年度中に供

用開始となるとの報告を受けております。念願でありました事業が完了することで、

新たな町の発展を望むものであります。 

ほかに質問もなく、執行部には退席をしていただき、その後、常任委員研修につ



 － 118 －

いて意見を出し合いました。それぞれが研修内容、研修先を模索し、後日、再度話

合いをもつこととなり、委員会を閉会いたしております。 

以上で報告を終わりますが、報告漏れにつきましては、他の委員さんからの補足

をお願いいたします。 

○議長（中川政司君） 以上で、総務常任委員会委員長の報告を終わります。他の委員

さんからの補足はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 補足なしと認めます。 

総務常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。なお、常任委員会委員長

に対します質疑は、申し合わせ事項により審査の経過と結果に対する質疑に止める

ことになっておりますので申し添えます。 

質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。 

以上で、総務常任委員会の報告を終わります。 

次に、経済建設常任委員会の報告を求めます。経済建設常任委員会委員長、松永

正憲君。 

○経済建設常任委員会委員長（松永正憲君） おはようございます。 

それでは、経済建設常任委員会の報告を行います。 

６月１３日、午後２時１５分に、経済建設常任委員会を開会しております。出席

者は、福田委員、今田委員、濱田委員、そして私松永、４名の委員と、下田林務観

光課長、宮嵜経済課長、長井建設課長、北島水道衛生課長同席の中、平成２９年度

美里町一般会計補正予算（第１号）について説明を受けております。 

林務観光課関係では、林道維持費として林道土捨場関連予算が計上されておりま

す。また、林業施設災害復旧費の重機等借上料が計上されております。これは今後

の災害復旧に対応したいということであります。 

経済課関連予算では、農業振興費で経営体育成支援事業補助金や、攻めの園芸生

産対策事業補助金などが計上されております。農村地域防災減災事業ハザードマッ

プ作成業務委託料は、２カ所のため池のある地域の災害避難時のマップ作成と聞い

ております。 

委員からは、現在使われていないため池など調査する必要があるのではないかと

いう意見もございました。 

なお、建設課関係、水道衛生課関係においては、職員異動による手当等の補正で

あるということでございました。 



 － 119 －

午後３時１０分に閉会をしております。 

以上で、経済建設常任委員会の報告を終わります。報告漏れにつきましては、他

の委員の補足を求めます。 

○議長（中川政司君） 以上で、経済建設常任委員会委員長の報告を終わります。他の

委員さんからの補足はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 補足なしと認めます。 

経済建設常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。 

以上で、経済建設常任委員会の報告を終わります。 

次に、社会文教常任委員会の報告を求めます。社会文教常任委員会委員長、渡邊

義文君。 

○社会文教常任委員会委員長（渡邊義文君） 社会文教常任委員会報告をいたします。 

一昨日の６月１３日、本会議後の午後２時１５分より、社会文教常任委員会を開

いています。出席者、上田議員、吉田起登副議長、光井議員、私渡邊です。執行部

より、北島水道衛生課長、中村福祉課長、向山住民課長、山田健康窓口課長、倉田

教育課長、吉永教育長の出席をいただいております。 

平成２９年度一般会計補正予算、特別会計補正予算については、本会議において

説明をされていますので、各担当課の報告事項について、説明また質疑を行ってお

ります。 

まず、北島水道衛生課長より、熊本地震災害による家屋解体の受付について、５

月末で締め切っている。５月末現在、解体申込みは、母屋２１１件、納屋１８５件、

合計の３９６件の申込みを受け付けている。その中で解体が完了している部分で、

母屋が１１２件、納屋１０９件、合計の２１１件の解体が完了しているという報告

があり、その後、北島課長は退席をされております。 

次に、吉永教育長より、学校給食について説明があっております。現在、町職員

と非常勤職員で給食を作っているが、職員の退職に伴い、今後、安全管理がますま

す必要になる。また、アレルギーの子どもは別に給食を作っていることから、非常

勤職員では責任がたいへん重く、困難と考えている。隣接の宇城市、宇土市、甲佐

町は、外部委託を現在されており、本町においても平成３０年度より、外部委託へ

一部学校指定し行う計画をしている。６月議会後、１０名の検討委員会に大学教授

も入れて委員会を開き、１２月の議会で報告できるようにしたいという報告を受け

ております。 
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また、外部委託になるが、町職員の管理栄養士がいるので、その管理によって作

ることになる。また。非常勤職員は委託業者に雇用のお願いも考えているという報

告を受けています。 

次に、倉田教育課長より、中学校統合について、これまで４回の中学校統合審議

会を開いている。今後、３回審議会を開き、１２月まで取りまとめたいとの報告を

受けています。 

次に、向山住民課長、山田総合窓口課長より、５月の住民健診において、当初１,

３００名の受診を予定していたが、８３６名の受診があった。以前より受診率が上

がっているが、今後、受診率アップに努力したいという報告を受けております。 

その後、常任委員会研修についての話合いを行っております。 

以上で、社会文教常任委員会報告を終わります。報告漏れがありましたら、委員

の方にお願いいたします。 

○議長（中川政司君） 以上で、社会文教常任委員会委員長の報告を終わります。他の

委員さんからの補足はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 補足なしと認めます。 

社会文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。 

以上で、社会文教常任委員会の報告を終わります。 

これをもちまして、各常任委員会報告及び質疑を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議案第３３号 平成２９年度美里町一般会計補正予算（第１号） 

○議長（中川政司君） 日程第２、議案第３３号、平成２９年度美里町一般会計補正予

算（第１号）を再度上程し、議題とします。 

これから質疑を行います。皆さんにお諮りします。補正予算の質疑については、

一括質疑で行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 異議なしと認めます。質疑は一括質疑で行います。質疑ありま

せんか。１０番、福田秀憲君。 

○１０番（福田秀憲君） ただいま上程中の議案第３３号について質問をいたします。 

先ほど総務委員長のほから少し触れて報告がありましたけれども、９ページの公

衆無線ＬＡＮの環境整備事業設計監理業務委託料ということで２００万円組んでお

られますが、以前はこの整備工事ということで４１０万円組んでおりました。これ
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が国の補助ということでできるようになったというふうに話を聞いております。そ

れで、以前の予算を組んでいたのより半分ぐらいになっていますが、それでできる

のか。 

それと、観光施設ということで、いっぱいありますけれども、どのあたりを整備

されるのかを教えていただければと思います。 

○議長（中川政司君） 大西企画情報課長。 

○企画情報課長（大西 茂君） ご説明いたします。 

今回、情報推進費の委託料に２００万円、公衆無線ＬＡＮ環境整備事業設計監理

業務委託料を計上させていただいております。当初予算におきましては、その下、

工事請負費に観光施設等無線ＬＡＮ設備施設及びフリーＷｉ-Ｆｉ環境整備工事と

しまして４１０万円を計上しておりましたが、本年３月２８日に、総務省より公衆

無線ＬＡＮ環境整備支援事業に係る提案の公募が開始をされました。 

この事業は、防災の観点から、防災拠点でのＷｉ-Ｆｉ環境の整備を行うととも

に、災害発生時の情報伝達手段確保のため、被災場所として想定され、災害対応の

強化が望まれる公的な拠点におけるＷｉ-Ｆｉ環境の整備を行う事業に対して、費

用の一部が補助されるものでございます。本町でもこの提案の公募に対し検討を行

い、この事業に応募しました結果、５月末に事業採択の内示を受けたものでござい

まして、今回、設計監理業務委託料として２００万円を計上させていただき、詳細

な設計に取り掛かるものでございます。補助率は３分の２というふうになっており

ます。 

設置予定の箇所としましては、官公署としまして役場両庁舎及び中央公民館、避

難所としまして指定緊急避難所、指定避難所、合計８カ所。こちらは、中央小体育

館、総合体育館、福祉保健センター湯の香苑、砥用中体育館、砥用小体育館、老人

福祉センター、海洋センター体育館、励徳小体育館、以上の８カ所。また、本町に

は県立自然公園がございますが、その自然公園内にあります施設、こちらのほうに

３カ所。御坂遊歩道「日本一の石段」、美里ガーデンプレイス家族村、フォレスト

アドベンチャー美里、こちらの３カ所。また、文化財としまして２カ所、こちらは

二俣橋と霊台橋。それと、観光案内所につきましてが２カ所、御坂遊歩道「日本一

の石段」駐車場、美里物産館よんなっせ、こちらの２カ所。合計１８カ所を現在予

定をして詳細設計に取り掛かるものでございます。 

以上でございます。 

○議長（中川政司君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） 今回は、設計監理だけをされるということで理解させていた

だきます。１８カ所ということで、ぜひ早くできるようにお願いをしておきます。 
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終わります。 

○議長（中川政司君） ほかにありませんか。７番、吉田美好君。 

○７番（吉田美好君） ７番、吉田美好君でございます。 

１０ページの、これは経済課の絡みだと思いますが、農業振興費として青年就農

給付金１,３５０万円が減額で、次の段に農業次世代人材投資事業補助金として１,

３５０万円あります。これは単なる名称が変わったものかというのをお尋ねしたい

んですが、この青年就農給付金あたりは、何か報告書のごたるとばずっと出さにゃ

いかんだったでしょう。これもやっぱり同じような内容なのかをお尋ねしたいと思

います。 

○議長（中川政司君） 宮嵜経済課長。 

○経済課長（宮嵜幸仁君） ご説明申し上げます。 

今回の予算につきましては、２９年４月１日をもちまして、青年就農給付金のも

ととなる要綱、新規就農経営継承総合支援事業実施要綱から農業人材力強化総合支

援事業実施要綱に変更になりましたことを受けまして組み替えたものでございます。 

それと、今ご質問がありました給付後の就農状況報告につきましては、今回の農

業次世代人材投資事業補助金につきましても、そのまま報告書を出していただくと

いうことになっております。 

○７番（吉田美好君） 議長、終わります。 

○議長（中川政司君） ほかにありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第２、議案第３３号、平成２９年度美里町一般会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第２、議案第３３号、平成２９年度美里町一般会計補正予

算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第３ 議案第３４号 平成２９年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

○議長（中川政司君） 日程第３、議案第３４号、平成２９年度美里町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）を再度上程し議題とします。 

これから質疑を行います。質疑は一括質疑で行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第３、議案第３４号、平成２９年度美里町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第３、議案第３４号、平成２９年度美里町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第３５号 平成２９年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計補

正予算（第１号） 

○議長（中川政司君） 日程第４、議案第３５号、平成２９年度美里町砥用西部地区簡

易水道事業特別会計補正予算（第１号）を再度上程し議題とします。 

これから質疑を行います。質疑は一括質疑で行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第４、議案第３５号、平成２９年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会
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計補正予算（第１号）は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第４、議案第３５号、平成２９年度美里町砥用西部地区簡

易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 議案第３６号 平成２９年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（中川政司君） 日程第５、議案第３６号、平成２９年度美里町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）を再度上程し議題とします。 

これから質疑を行います。質疑は一括質疑で行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第５、議案第３６号、平成２９年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第５、議案第３６号、平成２９年度美里町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第３７号 町道船津金木線災害復旧工事請負契約の締結について 

○議長（中川政司君） 日程第６、議案第３７号、町道船津金木線災害復旧工事請負契

約の締結についてを議題とします。 

内容説明を求めます。長井建設課長。 

○建設課長（長井寿浩君） それでは、第３７号議案についてご説明申し上げます。 

議案第３７号、町道船津金木線災害復旧工事請負契約の締結について 

次のとおり、町道船津金木線災害復旧工事の請負契約を締結したいので、地方自

治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分
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に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

１ 契約金額   ５２,００９,５６０円 

２ 契約の相手方 熊本県下益城郡美里町土喰３９番地 

株式会社津川建設 代表取締役 津川 忍 

３ 契約の方法  指名競争入札 

提案理由でございます。町道船津金木線災害復旧工事に係る請負契約の締結につ

いて、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を経る必要があるため提

案するものでございます。 

次に、添付資料をご覧いただきたいと思います。 

１、工事の内容と工種数量です。復旧延長Ｌ＝６３メートルで、１工区２０メー

トル、２工区４３メートルです。１工区につきましては、簡易吹付法枠工で枠内モ

ルタル吹付工ｔ＝８センチメートル、Ａ＝２０３平方メートルで、同じく簡易吹付

法枠工、枠内植生基材吹付工ｔ＝５センチメートル、Ａ＝３００平方メートル、路

側防護柵工Ｌ＝１８メートルでございます。 

また、２工区につきましては、仮設用モルタル吹付ｔ＝３センチメートル、Ａ＝

７４０平方メートル、ロープ伏工Ａ＝７４０平方メートル、軽量盛土工Ｌ＝２１メ

ートル、面積Ａ＝９２平方メートル、路側防護柵工Ｌ＝２１メートルでございます。 

２、工期、議決の翌日（議決の翌日が週休日又は休日に当たる場合はその翌日）

から平成３０年３月２３日まででございます。 

町道船津金木線は、昨年４月の熊本地震で被災し、現在もまだ通行止めとなって

いる町道で、国庫負担の公共土木施設災害復旧事業で工事を行うものでございます。 

次に、図面をご覧いただきたいと思います。まず、右上に位置図を示しておりま

す。今回の工事箇所といたしまして、町道船津金木線の起点、国道２１８号より約

１キロメートル入ったところでございます。左上の画面が平面図で、赤色の線で表

示しているのが復旧範囲でございます。左側が１工区、右側が２工区となっており

ます。 

左下の図面が１工区の標準断面図で、法面の復旧となっております。法面全体を

縦横１メートル５０センチ間隔で組み立て枠を設置し、その法枠の上部と下部の一

部の枠内を厚さ８センチメートルのモルタル吹付工、中間部の枠内を厚さ５センチ

メートルの植生基材を吹付を施工するものとなっております。 

右下の図面が２工区の標準断面図でございます。法面の復旧及び路側の復旧と併

せて路面の復旧を行うものでございます。路面の復旧については、仮設モルタル吹
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付、厚さ３センチメートルの施工後、ワイヤーロープを縦横５０センチメートル間

隔に張っていき、法面全体を覆い復旧する工事でございます。また、路側につきま

しては、軽量盛土工、全面に高さ２メートル８０センチから５メートル５５センチ

の壁面材を設置し、盛土材に発泡スチロールブロックを敷き詰め、その後、路面の

舗装及び路側防護柵の設置を行い、復旧を行う工事でございます。 

以上、議案第３７号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第６、議案第３７号、町道船津金木線災害復旧工事請負契約の締結について

は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第６、議案第３７号、町道船津金木線災害復旧工事請負契

約の締結については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第３８号 町道萱野津留線災害復旧工事請負契約の締結について 

○議長（中川政司君） 日程第７、議案第３８号、町道萱野津留線災害復旧工事請負契

約の締結についてを議題とします。 

内容説明を求めます。長井建設課長。 

○建設課長（長井寿浩君） それでは、第３８号についてご説明申し上げます。 

議案第３８号、町道萱野津留線災害復旧工事請負契約の締結について 

次のとおり、町道萱野津留線災害復旧工事の請負契約を締結したいので、地方自

治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

１ 契約金額   １３９,１０４,０００円 
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２ 契約の相手方 熊本県下益城郡美里町畝野２９００番地 

株式会社西村建設 代表取締役 西村潤次郎 

３ 契約の方法  指名競争入札 

提案理由でございます。町道萱野津留線災害復旧工事に係る請負契約の締結につ

いて、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を経る必要があるため提

案するものでございます。 

次に、添付資料をご覧いただきたいと思います。 

１、工事の内容と工種数量です。復旧延長３６メートル、現場吹付法枠工（梁断

面３０センチメートル×３０センチメートル、枠内モルタル吹付工１０センチメー

トル）、Ａ＝１４６平方メートル。同じく、簡易吹付法枠工（梁断面５０センチメ

ートル×５０センチメートル、枠内モルタル吹付工１０センチメートル）、Ａ＝９

６０平方メートル。グラウンドアンカー工、Ｎ＝８２本。堆積土砂撤去、Ｖ＝１,

３７６立方メートルでございます。 

２、工期、議決の翌日（議決の翌日が週休日又は休日に当たる場合はその翌日）

から平成３０年３月２３日まででございます。 

町道萱野津留線は、昨年４月の熊本地震で被災し、現在もまだ通行止めになって

いる町道で、国庫負担の公共土木施設災害復旧事業で工事を行うものでございます。 

次に、図面をご覧ください。まず、右上に位置図を示しております。今回の工事

箇所は、町道萱野津留線の終点、九州電力大井早発電所の上部で、法面の災害復旧

工事でございます。 

左下の図面が平面図で、赤色の線で表示しているのが復旧範囲で、右下の図面が

標準断面図となっております。法面上部に縦横２メートル間隔の梁で法枠を施工し、

枠内をモルタル吹付工、厚さ１０センチメートルの施工となっております。 

また、中間部につきましては、縦横３メートル５０センチ間隔の梁で法枠を施工

し、枠内をモルタル吹付工、厚さ１０センチメートルと、梁の後天にグランドアン

カー工の施工をし、崩落の防止を行います。また、グランドアンカー工については、

長さ９メートルから１５メートル、本数８２本の設置をして復旧を行います。 

また、道路部及び法面下部に堆積しております土砂の撤去１,３７６立方メート

ルも併せて行う工事でございます。 

以上、議案第３８号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。７番、吉田美好君。 

○７番（吉田美好君） ７番、吉田美好でございます。 
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おおよそのことは分かりますけど、若干尋ねてみたいと思いますが、この図面の

中で仮設防護柵というのがありますが、これはもう路面上にするわけですね。上か

ら落ちてこんようにだろうと思いますが、それと場所的に直に立ったような感じの

ところは、多分この赤の四角で書いてあるやつですね。下が点線でしょう、図面の

左側でいくと。この点線の部分がアンカー工の部分ですかね。そこをちょっと確認

したいと思います。 

○議長（中川政司君） 長井建設課長。 

○建設課長（長井寿浩君） ご説明申し上げます。 

今言われました左側の平面図で、点線で囲んである部分が土砂が堆積している部

分になります。その上に赤色の十字で示してありますのが、３.５メートル間隔で

枠を作って、その部分にグランドアンカー工を設置します。その上、台形の示して

あります、格子状に示してありますところが２メートル間隔で法枠での設置となり

ます。 

下の仮設防護柵につきましては、道路面に設置しまして、このすぐ下に九州電力

の鉄塔が建っておりますので、その守るために一応防護柵を設置して工事を行うと

いうということになっております。以上です。 

○議長（中川政司君） 吉田君。 

○７番（吉田美好君） 左側の図面で見ますと、上のほうが台形になっとる部分が絶壁

みたいになっとる部分ですね。上から急になって、それからなだらかな部分に、岩

のかたまりというですか、そういったものがアンカー工事で打ち込んで、モルタル、

この吹き付けというか、それをやるということでしょう。全体的な今後の工事とし

ては、この左側の赤枠といいますか、四角く組み込むというか、梁状のやつを組ん

で工事するという、その上に吹き付けするということですね。なだらかな部分が泥

の撤去、そうするとこれが完全に終わるのは、３月いっぱいで終わればいいですけ

ど、終わらん場合には、まだ工期延長とかもあり得るわけでしょう。そうすると、

その下の道がいつ頃になってくるかなという、その予想はまだ全然できとらんです

か、そこらへんがちょっと聞きたかっですけど。 

○議長（中川政司君） 長井建設課長。 

○建設課長（長井寿浩君） ご説明申し上げます。 

下の法面の急になっているところは、グランドアンカー工で抑止を行いますけれ

ども、下の土砂撤去に関しましては、上の工事が終わってからの、多分撤去になる

と思います。また、下のほうに堆積しております土砂の撤去が終わって、またこの

中が被災が確認できた場合は、また災害で対応できるというような査定を受けてお

りますので、そのときになりましたら、また変更が出てくる可能性があると思いま
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す。 

それと、工期につきましてですけれども、現在の契約金額の標準工期でいきます

と、約１７カ月程度かかりますので、進捗状況によりますけれども、繰り越しの手

続きを取る必要があるかとは思っております。以上です。 

○議長（中川政司君） 吉田君。 

○７番（吉田美好君） 下の道が開通するまで、あと３年ぐらいかかるということです

よね。その１７カ月で終わった後に、また測量か何かし直さにゃいかんわけでしょ

う、道は道として。その追加工事とかがもし出た場合には、もう３年目までぐらい

入るということですね。 

○議長（中川政司君） 長井建設課長。 

○建設課長（長井寿浩君） ご説明申し上げます。 

道路復旧もあわせて、目標は３０年度で終わらせる予定としております。以上で

す。 

○議長（中川政司君） 吉田君。 

○７番（吉田美好君） いろいろ地元から、いつ終わるとかいという話を聞きますので、

大方のところはそのように理解をしたいというふうに思っております。ありがとう

ございました。 

○議長（中川政司君） ほかにありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第７、議案第３８号、町道萱野津留線災害復旧工事請負契約の締結について

は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第７、議案第３８号、町道萱野津留線災害復旧工事請負契

約の締結については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第３９号 町道柏川朝見線災害復旧工事請負契約の締結について 
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○議長（中川政司君） 日程第８、議案第３９号、町道柏川朝見線災害復旧工事請負契

約の締結についてを議題とします。 

内容説明を求めます。長井建設課長。 

○建設課長（長井寿浩君） それでは、第３９号議案についてご説明いたします。 

議案第３９号、町道柏川朝見線災害復旧工事請負契約の締結について 

次のとおり、町道柏川朝見線災害復旧工事の請負契約を締結したいので、地方自

治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

１ 契約金額   ９３,４０９,２００円 

２ 契約の相手方 熊本県下益城郡美里町遠野２６８番地１ 

岩田建設株式会社 代表取締役 岩田龍裕 

３ 契約の方法  指名競争入札 

提案理由でございます。町道柏川朝見線災害復旧工事に係る請負契約の締結につ

いて、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を経る必要があるため提

案するものでございます。 

次に、添付資料をご覧いただきたいと思います。 

１、工事の内容と工種数量です。復旧延長５９メートル、１工区４６メートル、

２工区１３メートルでございます。１工区につきましては、軽量盛土工Ｌ＝４６メ

ートル、面積Ａ＝２６５平方メートル、グランドアンカー工Ｎ＝８本、鉄筋挿入工

Ｎ＝５６本、コンクリート舗装Ａ＝２２２平方メートル、路側防護柵工Ｌ＝４６メ

ートルでございます。 

また、２工区につきましては、現場吹付法枠工（梁断面３０センチメートル×３

０センチメートル、枠内モルタル吹付ｔ＝８センチメートル）Ａ＝１１４平方メー

トルでございます。 

２、工期、議決の翌日（議決の翌日が週休日又は休日に当たる場合はその翌日）

から平成３０年３月２３日まででございます。 

町道柏川朝見線は、昨年６月の豪雨で被災し、現在もまだ通行止めとなっている

町道で、国庫負担の公共土木施設災害復旧事業で工事を行うものでございます。 

次に、図面をご覧ください。まず、右上に位置図を示しております。今回の工事

箇所は、町道柏川朝見線の起点、集落の最後のところから約１.２キロメートル入

ったところでございます。左上の画面が平面図で、赤色の線で表示しているのが復

旧範囲です。左側が１工区、右側が２工区となっております。 
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左下の図面が１工区の標準断面図で、路側の復旧と路面の復旧を行います。路側

の復旧につきましては、最初に崩壊面を抑えるため、グランドアンカー工、長さ７

メートルを８本、鉄筋挿入工、長さ２メートル５０センチから４メートルを５６本

施工した後、軽量盛土工での施工を行います。軽量盛土工は全面に、高さ２メート

ル５５センチから８メートル５センチの壁面材を設置し、盛土材に発泡スチロール

ブロックを敷き詰めた後、路面の復旧、路側防護柵工の復旧を行います。 

右下の図面が２工区の標準断面図で、法面の復旧となっております。縦横２メー

トル間隔の梁で法枠を施工し、枠内をモルタル吹付工、厚さ８センチメートルで復

旧を行う工事でございます。 

以上、第３９号議案の説明を終わらせていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第８、議案第３９号、町道柏川朝見線災害復旧工事請負契約の締結について

は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第８、議案第３９号、町道柏川朝見線災害復旧工事請負契

約の締結については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第９ 議案第４０号 美里町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定の取り消しに

ついて 

○議長（中川政司君） 日程第９、議案第４０号、美里町の特定の事務を取り扱う郵便

局の指定の取り消しについてを議題とします。 

内容説明を求めます。向山住民課長。 

○住民課長（向山照美君） それでは、議案第４０号についてご説明申し上げます。 

議案第４０号、美里町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定の取り消しについて 
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美里町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定により、指定した郵便局の指定を次

のとおり取り消したいので、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取り扱い

に関する法律第３条第５項の規定により議会の議決を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

１ 指定を取り消す郵便局の名称でございますが、砥用郵便局及び年袮郵便局で

ございます。 

２ 郵便局において取り扱う事務につきましては、ここに①から⑤まで掲載して

いるところでございます。 

３ 指定を取り消す日につきましては、平成２９年１２月３１日としております。 

提案理由でございますが、指定した特定の事務を取り扱う郵便局の指定を取り消

すときは、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取り扱いに関する法律第３

条第５項後段において準用する同条第３項の規定により、議会の議決を経る必要が

あるため提案をするものでございます。 

この特定の事務を取り扱う郵便局の指定につきましては、平成１９年の１２月の

議会の議決を受け、翌年２月１日より町内３カ所で事務を開始いたしましたが、東

砥用郵便局の利用が少なかったため、平成２４年１２月末で取り消しをしておりま

す。 

今回提案いたしました残りの２カ所につきましても、平成２８年度の利用件数が

２カ所で３６件と、当初予定していました利用者数より少なく、これまでの設備経

費など、費用対効果を考慮いたしまして、砥用郵便局及び年袮郵便局への事務の委

託を取り消すことをお願いするものでございます。 

以上で、議案第４０号についての説明を終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第９、議案第４０号、美里町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定の取り消

しについては、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
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（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第９、議案第４０号、美里町の特定の事務を取り扱う郵便

局の指定の取り消しについては、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 報告第１号 平成２８年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

について 

○議長（中川政司君） 日程第１０、報告第１号、平成２８年度美里町一般会計繰越明

許費繰越計算書の報告について報告を求めます。吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） それでは、報告第１号につきましてご説明申し上げます。 

平成２８年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

平成２８年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書を地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により別紙のとおり報告する。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

次のページをお開き願います。 

平成２８年度美里町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。 

繰り越しを行った事業につきましては、一番上のほうから通知カード・個人番号

カード関連委任事務事業、被災宅地応急工事事業、被災者向け経営体育成支援事業、

町単独土地改良事業（震災分）（豪雨分）、林道早楠線開設事業、町道維持工事事業、

社会資本整備総合交付金事業につきましては、道路維持関係、次のページに変わり

ます。道路新設改良関係、狭あい道路等促進事業、橋梁維持関係の４件でございま

す。次に、町営住宅改修事業、農用地等災害復旧事業、林道施設災害復旧事業、単

県治山事業、次のページをお開き願います。災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、

公共土木施設災害復旧事業、公立小学校施設災害復旧事業、カントリーパーク災害

復旧事業（豪雨分）、農山村広場災害復旧事業（震災分）、以上合計２０の事業でご

ざいます。繰越額としましては、総額２４億９０２万７,０００円を翌年度へ繰り

越すものでございます。 

以上で、報告第１号についての説明を終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、日程第１０、報告第１号、平成２８年度美里町一般会

計繰越明許費繰越計算書の報告についての報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 報告第２号 有限会社「石段の郷中央」の経営状況報告について 

○議長（中川政司君） 日程第１１、報告第２号、有限会社「石段の郷中央」の経営状

況報告についての報告を求めます。宮嵜経済課長。 
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○経済課長（宮嵜幸仁君） それでは、報告第２号についてのご説明を申し上げます。 

有限会社「石段の郷中央」の経営状況報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づき、

有限会社「石段の郷中央」の経営状況を別紙のとおり報告する。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

内容についてご説明申し上げます。 

次のページをお願いいたします。 

今回提出しております書類の一覧でございます。 

その次の１ページをお願いいたします。右下にページを記載しております。 

有限会社「石段の郷中央」の監査結果報告です。本年３月末日をもって、第１９

期の決算が終わり、５月２２日に監査が実施されたところです。 

２ページをお願いいたします。 

貸借対照表でございます。まず、資産の部です。ローマ数字Ⅰの流動資産は５,

５２９万３,６６１円と、前期より５２１万８,７１２円の増ですが、これはその下

の現金及び預金が前期より５３１万８,３４５円の増となったことによるものです。 

ローマ数字Ⅱの固定資産の内訳として、その下の有形固定資産については、新規

の資産取得はなく、減価償却の実施により２４３万６,９７１円の減となっていま

す。また、投資その他の資産として中小企業基盤整備機構が実施している倒産防止

共済掛金１５０万円分が増となり、固定資産の総額は１,１３５万７,２７４円で、

前期より９３万６,９７１円の減となっています。 

次に、３ページをお願いします。上の段が負債の部ですが、ローマ数字Ⅰの流動

負債について大きな変動はありません。未払金の増、未払消費税等の減があり、２,

０８４万１,４１４円と、前期より５０万３,８１４円の増となっています。 

その下、純資産の部です。資本金に変わりはなく、繰越利益剰余金のマイナスが

３６１万７,９２７円減少した結果、３の利益剰余金が２,９２４万９,５２１円と

なり、第１９期は３６０万円余りの黒字で、下から２段目の純資産の構成比も６

９％と高くなっております。 

次に、４ページをお願いします。損益計算書です。ローマ数字Ⅰの売上高ですが、

１億５,７０６万６,０３３円と、前期より１８３万２,３７２円の減となっており、

熊本地震による休館及び来館者の減少等が影響しているものと思われます。 

ローマ数字Ⅱの売上原価も２,４５４万３,９７０円と、１２２万３,７９９円の

減となっており、売上高から売上原価を引いた売上総利益は１億３,２５２万２,０

６３円と、前期より６０万８,５７３円の減となっております。 

その下、ローマ数字Ⅲの販売費及び一般管理費は、１億３,０７２万１,９９７円
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となっておりますが、その内訳は次の５ページをご覧ください。販売費及び一般管

理費は前期より５８０万６,３６６円増加しており、その主な要因としては、販売

員給与が３,８１０万８,１３２円で１６４万９,２３３円の増、広告宣伝費が５６

７万７３２円で１７８万３,３３７円の増、減価償却費が２４３万６,９７１円の増、

寄附金が１５３万円で１４７万円の増となっております。なお、寄附金につきまし

ては、町への寄附金１５０万円が含まれております。 

１ページ戻っていただき、再度４ページをご覧ください。先ほどの売上総利益か

ら販売費及び一般管理費を差し引いたものが営業利益で、１８０万６６円となって

おります。この営業利益にローマ数字Ⅳの営業外収益２２１万２,９３６円を加え、

ローマ数字Ⅴの営業外費用１６万９,７７６円を差し引いたものが、中程にありま

す経常利益３８４万３,２２６円となります。この経常利益にローマ数字Ⅵの特別

利益１８万５,１８５円を加え、下から２段目の法人税及び住民税４１万４８４円

を差し引いたものが一番下の当期純利益で、当期は３６１万７,９２７円の黒字と

なっています。 

次に、６ページをお願いします。開業いたしました平成１０年度からの入館者の

推移となっており、平成２８年度は総計１７万８,９４０人となっています。前期

より７２５人の減となっていますが、熊本地震の影響による休館等があり、４月、

５月で前年より５,４２５人の減となったことなどが原因と思われます。 

７ページをお願いします。宿泊施設への宿泊者及び入館者の推移です。宿泊者計

は７,４３６人で、前年より１１３人の減、入館者計は８６０人で３４５人の減と

なっています。こちらも熊本地震の影響によるものと思われます。 

８ページをお願いいたします。過去３期の実績と同業種公衆浴場業１２件の黒字

企業平均値等を比べた３期比較財務諸表となっています。中段の営業利益や税引前

利益等を比べていただきますと、今期は黒字企業平均と遜色ない経営内容となって

いると思われます。 

９ページも過去３期実績と同業種公衆浴場１２件の黒字企業平均値等を比べた３

期比較経営分析表となっています。詳しい説明は省略させていただきます。 

以上で、経営状況報告についての説明を終わらせていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、日程第１１、報告第２号、有限会社「石段の郷中央」

の経営状況報告についての報告を終わります。 

ここでしばらく休憩いたします。再開を１１時１５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０７分 

再開 午前１１時１５分 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（中川政司君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 報告第３号 私債権等の放棄の報告について 

○議長（中川政司君） 日程第１２、報告第３号、私債権等の放棄の報告についての報

告を求めます。中嶋税務課長。 

○税務課長（中嶋春彦君） 報告第３号についてご説明いたします。 

私債権等の放棄の報告について 

美里町債権管理条例第１０条第１項の規定により、別紙調書のとおり私債権を放

棄したので、同条第３項の規定により報告する。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

次のページをお開きください。 

私債権等放棄調書でございます。 

１．債権の放棄日 平成２９年３月３１日 

２．債権の内容 

番号１、債権の名称、水道使用料（西部）、調定年度、平成１９年度、債権額１,

３６５円。 

番号２、水道使用料（西部）、調定年度、平成２０年度、債権額９,５５５円。 

番号３、水道使用料（西部）、調定年度、平成２１年度、債権額１万６,３８０円。 

番号４、債権の名称、水道使用料（西部）、調定年度、平成２２年度、債権額１

万７,４７２円。 

番号５、債権の名称、水道使用料（西部）、調定年度、平成２３年度、債権額１

万３,６５０円。 

番号６、債権の名称、水道使用料（西部）、調定年度、平成２６年度、債権額２,

８０８円。 

なお、放棄の事由につきましては、番号１から番号６まで、美里町債権管理条例

第１０条第１項第３号の消滅時効によるものでございます。 

合計といたしまして、６万１,２３０円となります。 

以上で、報告第３号について説明を終わります。 

○議長（中川政司君） 以上で、日程第１２、報告第３号、私債権等の放棄の報告につ

いての報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 同意第４号 美里町農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれら

に準ずる者とすることにつき同意を求めることについて 
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○議長（中川政司君） 日程第１３、同意第４号、美里町農業委員会委員の過半数を認

定農業者等又はこれらに準ずる者とすることにつき同意を求めることについてを議

題とします。 

内容説明を求めます。宮嵜経済課長。 

○経済課長（宮嵜幸仁君） 同意第４号についての説明を申し上げます。 

同意第４号、美里町農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる

者とすることにつき同意を求めることについて 

農業委員会等に関する法律第８条第５項ただし書き及び農業委員会等に関する法

律施行規則第２条第１号の規定により、美里町農業委員会委員に占める認定農業者

等又はこれらに準ずる者の割合を過半数としたいので、議会の同意を求める。 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。農業委員会等に関する法律第８条第５項ただし書きの規

定により美里町農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合

を過半数とする場合は、農業委員会等に関する法律施行規則第２条第１号の規定に

より議会の同意を得る必要があるため提案するものでございます。 

同意第４号の添付資料をご覧いただきたいと思います。 

農業委員会等に関する法律の中で、（委員の任命）、第８条、委員は農業に関する

識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所

掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長

が、議会の同意を得て、任命するとなっております。 

そして、第５項でございます。市町村長は、第１項の規定による委員の任命にあ

たっては、次の各号に掲げるものが委員の過半数を占めるようにしなければならな

い。ということで、その二つ下の１．認定農業者である個人、２．認定農業者であ

る法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人。この１号・２号に

記載してありますのが認定農業者等ということになります。 

その上でございます。ただし、その区域内における認定農業者が少ない場合、そ

の他の農林水産省令で定める場合は、この限りでないと記載してございます。 

その次のページをご覧いただきたいと思います。ここに農業委員会等に関する法

律施行規則の抜粋でございますが、認定農業者等が委員の過半数を占めることを要

しない場合ということで、先ほどの第２条でございます。先ほどの法第８条第５項

のただし書きの農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。１．当該農

業委員会の区域内における認定農業者の数が委員の定数に８を乗じて得た数を下回

る場合となっております。現在、美里町の認定農業者につきましては７９名、農業

委員の定数は１０名でございますので、８を掛けて８０となり、これを下回ってい
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るということで、この場合に該当します。この場合において、委員の過半数を先ほ

どの第８条第５項各号に掲げる認定農業者等又は次に掲げる者とすることについて、

当該市町村の議会の同意を得たときと記載してございます。次に掲げる者というの

が、次のイからヌまでの１０項目に記載してあるところでございます。 

まず、イ．認定農業者等であった者。 

ロ．認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族。 

ハ．認定就農者である個人。 

ニ．認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人。 

ホ．農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第２条第

４項第１号、ハに規定する組織の役員ということで、これは集落営農組織の役

員ということになります。 

ヘ．農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれる者ということで、ひと・農地プランに位置付け

られた中心経営体ということになります。 

ト．農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれる者の業務を執行する役員又は使用人。 

チ．農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として、地方公共団体に認められた農業者、指導農業士等がこ

れに当たります。 

リ．基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者

である個人。基本構想推進到達者となります。 

ヌ．基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人。 

これらの１０項目に該当する者を、これらに準ずる者といたします。 

そして、本町においては、認定農業者が少ない場合に該当いたしますので、法第

８条第５項の認定農業者等又は同法施行規則第２条第１号の、これらに準ずるもの

を美里町農業委員会委員の過半数とすることに対して議会の同意を求めるものでご

ざいます。 

以上で、同意第４号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。８番、渡邊義文君。 

○８番（渡邊義文君） 同意４号について、今、担当課長より説明いただきました。 
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認定農業者の方々が７９名ということで、こういう形で入っていけばよかかなあ

という思いはしておりますが、農業委員会自体のこれまで農業委員会改革におきま

して、これまでが公職選挙法という形が町長の任命という形に変わっております。

そういう中で申しますと、ほとんどがこれまでが地域の各地区の代表者という方々

がなられとったという思いがしています。今回におきましても、この認定農業者の

方々におきましても、やっぱり地区の区長さんあたりの推薦と、この条例にはうた

わられない中で、やっぱりそういう形があって、できるだけ多面的に見たとき、や

っぱり各地区にこういう形でバランスよくおられたほうがよかっじゃなかかという

思いがいたしております。そういうことを踏まえたときに、これはこれとして、認

定農業者は認定農業者が過半数を占めるという形でよかと思いますし、やはりその

裏打ちとして、そういう推薦という形がどこかじゃあったほうがよかっじゃなかか

と思いますし、農業改革の中で第１回の候補をされたときに、３名の推薦者の方を

据えてという形があっておりましたが、そのあたりはどういう捉え方でおられます

か。 

○議長（中川政司君） 宮嵜経済課長。 

○経済課長（宮嵜幸仁君） ご説明申し上げます。 

ただいま質問のありました地域性につきましては、本来の今回の改正農業委員会

法におきましては、あまり重要視をされてないところでございます。ただ、今回、

この後、同意を求めます農業委員の選任の前に、評価委員会というものを今回設け

させていただいております。その中で評価委員会の会議の中では、これまでの経緯

を踏まえて各地区の地域性というか、そういったものを考慮して選ぶことも大事な

んじゃないかという意見も出ております。評価委員の選考評価の基準としては、若

干そのあたりは加えられているものと考えております。ただ、今後、農業委員会の

いろいろな制度、新しい制度で進めていく際に、農地利用最適化推進員という方々

を今回、この後１７名選任することとなっております。その方々につきましては、

地域を区割りして選ぶこととなっておりますので、そういった方々を中心に地域の

いろいろな実情に基づいた農地の利用集積でありますとか、農地の有効利用とか、

そういったものにつきましては進めていくことができるのではないかと考えている

ところでございます。以上です。 

○議長（中川政司君） 渡邊君。 

○８番（渡邊義文君） 美里町は基幹産業は農業でありますし、やはりこの農業が疲弊

するわけにはいきませんし、少子高齢化を迎える中で、やはりこの農業振興という

ものは大事な部分でございます。そういう中で、やはりこういう改革があったとい

うことは、国は国で全国を見た形で下ろしてくるもので、やはり地元は地元のやっ



 － 140 －

ぱり進め方、やり方というのがあるとじゃなかかと思いますので、今、担当課長よ

り言われました、今度、理事・役員になられる申し出があった方々の、町長が任命

されております評価員ですかね、評価員さん方々にもそのあたりは、どこかでは例

えば６２行政区ですかね、今、町は６３ですか。６３行政区あるとなれば、推進員

さんがおられると、今、課長が説明されましたが、農業委員さんにおかれましても、

６３というとば約１０名で割れば、６名という形になるとすれば、そのあたりを考

えたときに、やはり推薦、地区の区長さん方の推薦というものは、３名ぐらいあっ

てからの取り扱いというのが、私どもはよかっじゃなかかと。それが地域にバラン

スよく、なぜかというと、やはりその地域におられんと、地域のことが分かる人は、

やっぱり地域の方しか分かりません。そのあたりは町長、どういう思いをされてい

ますか。 

○議長（中川政司君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） この新しい農業委員会の制度は、今回、美里町もそうなんです

が、各自治体が初めて取り組んでいく、そういう制度改革でございます。そういっ

た意味では、どこの自治体もやっぱりまだまだ手探りの状況はあるというふうに思

いますし、まずは美里町でこの後、同意を求めることになっておりますが、新たに

できたその１０名の、新たな農業委員さん、この中でやっていただきながら、例え

ばその後の改選を迎えるときには、やっぱり改善するところは改善ができるような

形にもっていく。これはもちろん法に基づいた話でありますが、そういった推薦の

話とかも出てくるのかもしれないというふうに思います。 

なお、今回のこの改正におきましては、例えば中立員等も求められておりますの

で、そういった意味ではこれまでの農業委員さんとの制度とは、やはり大きく変わ

っていく、そういう話でございますので、今回はこの新しく今、評価員さんに選ん

でいただいた、後ほど同意を求める、そういった新たな農業委員さんでしっかりと

やっていただきながら、この町の主産業である農業をしっかり守っていっていただ

きたいというふうに思っております。 

○議長（中川政司君） 渡邊君。 

○８番（渡邊義文君） 今、町長が言われましたが、公職選挙法で選ばれる場合は民

意で、今回は町長の任命という形になりますので、そのあたり、やはりそういう地

域の推薦というものは必要、大事になってくる部分じゃなかかと思いますので、そ

のあたり、しっかり今後進めていただくならばと思います。終わります。 

○議長（中川政司君） ほかにありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 



 － 141 －

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１３、同意第４号、美里町農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこ

れらに準ずる者とすることにつき同意を求めることについては、原案のとおり同意

することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１３、同意第４号、美里町農業委員会委員の過半数を認

定農業者等又はこれらに準ずる者とすることにつき同意を求めることについては、

原案のとおり同意することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 同意第５号 美里町固定資産評価員の選任につき同意を求めることにつ

いて 

○議長（中川政司君） 日程第１４、同意第５号、美里町固定資産評価員の選任につき

同意を求めることについてを議題とします。 

皆さんにお諮りします。本案件の当事者である税務課長の中嶋春彦君に退席を求

めたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、中嶋春彦君の退席を求めることに決定をしました。中嶋春彦君

に退席を求めます。 

（中嶋春彦君 退席） 

○議長（中川政司君） 内容説明を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 同意第５号、美里町固定資産評価員の選任につき同意を求める

ことについて 

同意第５号、美里町固定資産評価員の選任につき同意を求めることにつきまして

ご説明を申し上げます。 

美里町固定資産評価員に下記の者を選任したいので、地方税法第４０４条第２項

の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

記 
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住  所 熊本県下益城郡美里町境４０３番地 

氏  名 中 嶋 春 彦 

生年月日 昭和３３年６月２２日生 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。固定資産評価員を選任しようとするときは、地

方税法第４０４条第２項の規定により議会の同意を得る必要があるため提案するも

のでございます。 

固定資産評価員の前税務課長の辞任に伴い、新たに委員を選任するにあたり、議

会の同意を求めるものでございます。 

固定資産評価員の選任につきましては、地方税法第４０４条第２項の規定により、

固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから議会の同意を得て選任

することとなっておりますので、町職員の中で固定資産評価に関する業務に精通す

る税務課長を選任させていただきたいということでご提案申し上げております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１４、同意第５号、美里町固定資産評価員の選任につき同意を求めること

については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１４、同意第５号、美里町固定資産評価員の選任につき

同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 

ここで中嶋春彦君の入場を許可します。 

（中嶋春彦君 入場） 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 同意第６号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ
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いて 

○議長（中川政司君） 日程第１５、同意第６号、美里町農業委員会委員の任命につき

同意を求めることについてを議題とします。 

ここで地方自治法第１１７条の規定により、本案件の当事者である吉田美好君の

退席を求めます。 

（吉田美好君 退席） 

○議長（中川政司君） 内容説明を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 同意第６号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

同意第６号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてご説

明を申し上げます。 

美里町農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律

第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

記 

住  所 熊本県下益城郡美里町大井早４１３８番地 

氏  名 吉 田 美 好 

生年月日 昭和２６年１月２日生 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。農業委員会委員を任命しようとするときは、農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要があるた

め提案するものでございます。 

農業委員会委員の任期が平成２９年７月１９日をもって満了することから、新た

に委員を任命するにあたり議会の同意を求めるものでございます。 

農業委員会委員の任命につきましては、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、

その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ

る者のうちから議会の同意を得て任命することとなっておりますので、現農業委員

会委員の吉田美好氏を任命させていただきたいということでご提案申し上げており

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中川政司君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 
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[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１５、同意第６号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めること

については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 賛成多数です。 

したがいまして、日程第１５、同意第６号、美里町農業委員会委員の任命につき

同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 

ここで吉田美好君の入場を許可します。 

（吉田美好君 入場） 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 同意第 ７ 号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

日程第１７ 同意第 ８ 号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

日程第１８ 同意第 ９ 号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

日程第１９ 同意第１０号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

日程第２０ 同意第１１号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

日程第２１ 同意第１２号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

日程第２２ 同意第１３号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

日程第２３ 同意第１４号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

日程第２４ 同意第１５号 美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

○議長（中川政司君） 次に、日程第１６、同意第７号、美里町農業委員会委員の任命

につき同意を求めることについてから、日程第２４、同意第１５号、美里町農業委
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員会委員の任命につき同意を求めることについてまでの９案件について一括して議

題としたいと思います。 

皆さんにお諮りします。日程第１６、同意第７号から日程第２４、同意第１５号

までの９案件について一括議題とし、９案件の内容説明を行い、その後、質疑・討

論・採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、同意第７号から同意第１５号までを一括議題とし、９案件の内

容説明の後、質疑・討論・採決を行うことに決定しました。 

それでは、同意第７号から同意第１５号までの内容説明を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） それでは、まず同意第７号、美里町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについてご説明を申し上げます。 

同意第７号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

美里町農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律

第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

記 

住  所 熊本県下益城郡美里町永富１００２番地 

氏  名 奥 村   智 

生年月日 昭和２２年４月１日生 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。農業委員会委員を任命しようとするときは、農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要があるた

め提案するものでございます。 

農業委員会委員の任期が平成２９年７月１９日をもって満了することから、新た

に委員を任命するにあたり議会の同意を求めるものでございます。 

農業委員会委員の任命につきましては、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、

その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ

る者のうちから議会の同意を得て任命することとなっておりますので、現農業委員

会委員の奥村智氏を任命させていただきたいということでご提案申し上げておりま

す。 

続きまして、同意第８号でございます。 

同意第８号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてご説

明を申し上げます。 
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美里町農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律

第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

記 

住  所 熊本県下益城郡美里町名越谷８３７番地 

氏  名 善 積 邦 昭 

生年月日 昭和２５年１２月２８日生 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。農業委員会委員を任命しようとするときは、農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要があるた

め提案するものでございます。 

農業委員会委員の任期が平成２９年７月１９日をもって満了することから、新た

に委員を任命するにあたり議会の同意を求めるものでございます。 

農業委員会委員の任命につきましては、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、

その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ

る者のうちから議会の同意を得て任命することとなっておりますので、現農業委員

会委員の善積邦昭氏を任命させていただきたいということでご提案申し上げており

ます。 

続きまして、同意第９号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めること

についてご説明を申し上げます。 

美里町農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律

第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

記 

住  所 熊本県下益城郡美里町払川１９６番地 

氏  名 松 田 政 明 

生年月日 昭和２５年１月２日生 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。農業委員会委員を任命しようとするときは、農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要があるた

め提案するものでございます。 

農業委員会委員の任期が平成２９年７月１９日をもって満了することから、新た

に委員を任命するにあたり議会の同意を求めるものでございます。 

農業委員会委員の任命につきましては、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、
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その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ

る者のうちから議会の同意を得て任命することとなっておりますので、現農業委員

会委員の松田政明氏を任命させていただきたいということでご提案申し上げており

ます。 

続きまして、同意第１０号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてご説明を申し上げます。 

美里町農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律

第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

記 

住  所 熊本県下益城郡美里町堅志田１２２番地１ 

氏  名 佐 藤 康 裕 

生年月日 昭和２３年４月３日生 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。農業委員会委員を任命しようとするときは、農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要があるた

め提案するものでございます。 

農業委員会委員の任期が平成２９年７月１９日をもって満了することから、新た

に委員を任命するにあたり議会の同意を求めるものでございます。 

農業委員会委員の任命につきましては、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、

その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ

る者のうちから議会の同意を得て任命することとなっておりますので、現農業委員

会委員の佐藤康裕氏を任命させていただきたいということでご提案申し上げており

ます。 

続きまして、同意第１１号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてご説明を申し上げます。 

美里町農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律

第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

記 

住  所 熊本県下益城郡美里町畝野４２０４番地２ 

氏  名 松 村 新 二 

生年月日 昭和２２年２月１８日生 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。農業委員会委員を任命しようとするときは、農



 － 148 －

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要があるた

め提案するものでございます。 

農業委員会委員の任期が平成２９年７月１９日をもって満了することから、新た

に委員を任命するにあたり議会の同意を求めるものでございます。 

農業委員会委員の任命につきましては、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、

その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ

る者のうちから議会の同意を得て任命することとなっておりますので、認定農業者

の松村新二氏を任命させていただきたいということでご提案申し上げております。 

続きまして、同意第１２号でございます。 

同意第１２号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてご

説明を申し上げます。 

美里町農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律

第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

記 

住  所 熊本県下益城郡美里町遠野２５１番地１ 

氏  名 吉 坂 美佐子 

生年月日 昭和３３年１月２８日生 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。農業委員会委員を任命しようとするときは、農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要があるた

め提案するものでございます。 

農業委員会委員の任期が平成２９年７月１９日をもって満了することから、新た

に委員を任命するにあたり議会の同意を求めるものでございます。 

農業委員会委員の任命につきましては、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、

その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ

る者のうちから議会の同意を得て任命することとなっておりますので、中立委員と

して吉坂美佐子氏を任命させていただきたいということでご提案申し上げておりま

す。 

続きまして、同意第１３号でございます。 

同意第１３号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてご

説明を申し上げます。 

美里町農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律
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第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

記 

住  所 熊本県下益城郡美里町岩下２６７番地 

氏  名 田 中   豊 

生年月日 昭和３０年９月１６日生 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。農業委員会委員を任命しようとするときは、農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要があるた

め提案するものでございます。 

農業委員会委員の任期が平成２９年７月１９日をもって満了することから、新た

に委員を任命するにあたり議会の同意を求めるものでございます。 

農業委員会委員の任命につきましては、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、

その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ

る者のうちから議会の同意を得て任命することとなっておりますので、中心経営体

の田中豊氏を任命させていただきたいということでご提案申し上げております。 

続きまして、同意第１４号でございます。 

同意第１４号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてご

説明を申し上げます。 

美里町農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律

第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

記 

住  所 熊本県下益城郡美里町清水１１８番地 

氏  名 永 田 末 廣 

生年月日 昭和２２年１１月２９日生 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。農業委員会委員を任命しようとするときは、農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要があるた

め提案するものでございます。 

農業委員会委員の任期が平成２９年７月１９日をもって満了することから、新た

に委員を任命するにあたり議会の同意を求めるものでございます。 

農業委員会委員の任命につきましては、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、

その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ
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る者のうちから議会の同意を得て任命することとなっておりますので、認定農業者

の永田末廣氏を任命させていただきたいということでご提案申し上げております。 

続きまして、同意第１５号でございます。 

同意第１５号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてご

説明を申し上げます。 

美里町農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律

第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

記 

住  所 熊本県下益城郡美里町白石野７８６番地 

氏  名 長 木 一 美 

生年月日 昭和３１年８月１５日生 

平成２９年６月１３日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。農業委員会委員を任命しようとするときは、農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要があるた

め提案するものでございます。 

農業委員会委員の任期が平成２９年７月１９日をもって満了することから、新た

に委員を任命するにあたり議会の同意を求めるものでございます。 

農業委員会委員の任命につきましては、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、

その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ

る者のうちから議会の同意を得て任命することとなっておりますので、前農業委員

会事務局長の長木一美氏を任命させていただきたいということでご提案申し上げて

おります。 

以上で、同意第７号から同意第１５号までの提案理由の説明を終わります。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中川政司君） 以上で、同意第７号から同意第１５号までの内容説明を終わり

ます。 

日程第１６、同意第７号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 
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[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１６、同意第７号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めること

については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１６、同意第７号、美里町農業委員会委員の任命につき

同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 

日程第１７、同意第８号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１７、同意第８号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めること

については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１７、同意第８号、美里町農業委員会委員の任命につき

同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 

日程第１８、同意第９号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１８、同意第９号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めること

については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１８、同意第９号、美里町農業委員会委員の任命につき

同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 

日程第１９、同意第１０号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１９、同意第１０号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについては、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１９、同意第１０号、美里町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 

日程第２０、同意第１１号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第２０、同意第１１号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ
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とについては、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第２０、同意第１１号、美里町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 

日程第２１、同意第１２号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第２１、同意第１２号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについては、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第２１、同意第１２号、美里町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 

日程第２２、同意第１３号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第２２、同意第１３号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについては、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 
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○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第２２、同意第１３号、美里町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 

日程第２３、同意第１４号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第２３、同意第１４号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについては、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第２３、同意第１４号、美里町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 

日程第２４、同意第１５号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第２４、同意第１５号、美里町農業委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについては、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川政司君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第２４、同意第１５号、美里町農業委員会委員の任命につ
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き同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２５ 議員派遣の件について 

○議長（中川政司君） 日程第２５、議員派遣の件についてを議題とします。 

皆さんにお諮りします。別紙のとおり、議員を派遣したいと思います。また、派

遣決議後に派遣内容の変更等がありました場合、及び次の議会までに新たに派遣が

必要となった場合等の判断は、議長に一任していただきたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、別紙のとおり議員を派遣することに決定しました。 

また、派遣決議後に派遣内容の変更等がありました場合、及び次の議会までに新

たに派遣が必要となった場合は、議長に一任していただくことに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２６ 各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件について 

日程第２７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査の件について 

○議長（中川政司君） 日程第２６、各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件

について及び、日程第２７、議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査の件に

ついてを一括して議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、日程第２６及び日程第２７を一括して議題とすることに決定し

ました。日程第２６及び日程第２７を一括して議題とします。 

皆さんにお諮りします。各常任委員長、議会運営委員長から申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。 

以上をもちまして、本定例会に上程されました案件は全部終了しました。 

したがいまして、会議規則第８条の規定により、閉会したいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（中川政司君） 異議なしと認めます。 
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したがいまして、本定例会は本日をもって閉会することに決定しました。 

閉会に先立ちまして、上田町長にご挨拶を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

平成２９年の第２回の定例会、たいへんお疲れさまでございました。また、いろ

いろとご提案あるいはご指摘等をいただきまして、誠にありがとうございます。真

摯に受け止めて、しっかり勉強していきたいと思っております。 

梅雨になりまして、昨年があのように大雨が降りましたので、今年も厳戒態勢で

臨まなければいけないなと思っておりましたら、まったくその後、雨が降りません

で、今度は逆に水不足を心配しているような状況でございます。とは申しましても、

まだまだ梅雨も始まったばかりですし、これからどのようなまた大雨が降るかわか

りませんので、しっかり対応できるようにしていきたいと思っております。 

議員の皆さまにおかれましても、災害、あるいはこの後また気温もどんどん上が

って暑い夏がやってまいりますが、どうぞお体にはご自愛をいただきまして、また

更にご健勝にてお過ごしいただきますように祈念申し上げまして、簡単ではござい

ますが、閉会前の挨拶とさせていただきます。 

たいへんお疲れさまでございました。 

○議長（中川政司君） 以上で、町長の挨拶を終わります。 

それでは、これをもちまして、本日の会議を閉じ、平成２９年第２回美里町議会

定例会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後０時１６分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名いたします。 
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